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平成23年９月28日（水曜日）

午後１時５分開会

会議に付託された議案等

○議案第24号 平成22年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

出席委員（７人）

主 査 松 村 悟 郎

副 主 査 渡 辺 創

委 員  原 正 三

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 内 村 仁 子

委 員 髙 橋 透

委 員 図 師 博 規

欠席委員（１名）

委 員 緒 嶋 雅 晃

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

商工観光労働部次長 長 嶺 泰 弘

企業立地推進局長 森 幸 男

観光交流推進局長 安 井 伸 二

商 工 政 策 課 長 後 沢 彰 宏

金 融 対 策 室 長 菓子野 信 男

工 業 支 援 課 長 冨 髙 敏 明

商 業 支 援 課 長 金 子 洋 士

労 働 政 策 課 長 篠 田 良 廣

地域雇用対策室長 平 原 利 明

企 業 立 地 課 長 黒 木 秀 樹

観 光 推 進 課 長 向 畑 公 俊

みやざきアピール課長 小八重 英

工業技術センター所長 橋 口 貴 至

食品開発センター所長 工 藤 哲 三

県立産業技術専門校長 押 川 利 孝

労働委員会事務局

事 務 局 長 江 上 仁 訓

調 整 審 査 課 長 上玉利 正 利

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 野 中 啓 史

ただいまから決算特別委員会商工○松村主査

建設分科会を開会いたします。

まず、分科会日程についてであります。日程

につきましては、お手元に配付してあります日

程案のとおりで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたし○松村主査

ます。

次に、本日開催されました主査会について御

報告いたします。まず、審査の際の執行部説明

についてであります。お手元の分科会説明要領

により行いますが、決算事項別の項目は、目の

執行残が100万円以上のもの及び執行率が90％未

満のものについて、また主要施策の成果は主な

ものについて説明があると思いますので、審査

に当たり、よろしくお願い申し上げます。

次に、監査委員への説明を求める必要が生じ

た場合の審査の進め方についてでありますが、

主査において他の分科会との時間調整を行った

上で質疑の場を設けることとする旨、確認がさ

れましたので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。
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午後１時６分休憩

午後１時７分再開

分科会を再開いたします。○松村主査

それでは、平成22年度決算について執行部の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

労働委員会事務局○江上労働委員会事務局長

でございます。

労働委員会事務局の平成22年度決算概要につ

きまして御説明いたします。

労働委員会事務局の決算の内容は、決算に関

する調書の150ページから記載しておりますけれ

ども、お手元の平成22年度決算特別委員会資料

で御説明申し上げます。

資料の１ページをお願いいたします。（款）

労働費（項）労働委員会費（目）委員会費でご

ざいます。合計欄にございますように、予算額

が１億1,112万4,000円、支出済額が１億1,035

万8,036円で、繰り越しはございません。不用

額、執行残でございますけれども、76万5,964円

で、執行率は99.3％となっております。

目の執行残が100万円以上のもの及び執行率90

％未満のものはございません。

また、労働委員会につきましては、主要施策

の成果に関する報告書への掲載はございませ

ん。

なお、平成22年度に当労働委員会で取り扱い

ました事件につきましては、全部で11件ござい

ましたけれども、各事件の概要につきまして

は、４月の委員会におきまして御報告申し上げ

ましたので、今回は省略させていただきます。

なお、審査意見書の指摘・要望事項及び監査

における指摘事項はございません。

説明は以上でございます。御審議よろしくお

願いいたします。

執行部の説明が終了いたしまし○松村主査

た。これより質疑を行います。御意見はござい

ませんか。

昨年、労働委員会に上がった争議○原委員

案件というのか、何件あって、どういう状況

だったのか、実績を教えてください。

昨年度の概要でご○江上労働委員会事務局長

ざいますが、これは４月に詳しく御説明申し上

げましたけれども、件数で申し上げますと、ま

ず調整事件がございます。労使 労働組合と―

使用者との調整事件でございますけれども、こ

れが21年度から継続したものが１件、新たに申

請があったものが３件の計４件ございました。

それから、不当労働行為の救済事件でございま

すけれども、これは新規で２件ほどございまし

た。それから、個別 労働者個人と使用者と―

の紛争のあっせん事件でございますけれども、

これが新規で５件ほどございました。合計11件

でございます。以上でございます。

そのほかございませんか。○松村主査

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がないようでございますの○松村主査

で、以上をもって労働委員会事務局を終了いた

します。執行部の皆様には御苦労さまでござい

ました。

暫時休憩いたします。

午後１時11分休憩

午後１時14分再開

分科会を再開いたします。○松村主査

商工観光労働部です。それでは、平成22年度

決算について部長の説明を求めます。

商工観光労働部の22○米原商工観光労働部長
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年度決算につきまして御説明をいたします。

お配りしております決算特別委員会資料の１

ページをお願いいたします。ここに挙げており

ますのは、平成19年度に策定をいたしました

「新みやざき創造計画」における分野別施策の

うち、商工観光労働部に関連するものを体系表

にしたものでございます。私のほうからは、こ

の体系表に従いまして、当部の主要施策を総括

的に御説明いたします。

平成22年度は、長引く景気低迷に加え、口蹄

疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火といった

たび重なる災害を受けまして、全体として大変

厳しい経済情勢でありましたので、関係機関・

団体とも連携しながら、緊急的な対策を講じる

とともに、各種の施策の効果的な展開に努めた

ところでございます。

まず、Ⅱ「くらしの舞台づくり」のうち、

「生き生きとした健康・福祉社会づくり」につ

きましては、安心と活力に満ちた長寿社会づく

りに向けまして、シルバー人材センターを支援

して高齢者の社会参加の取り組みを推進いたし

ました。

次に、Ⅲ「経済・交流の舞台づくり」のう

ち、Ⅲ―２「工業・商業・サービス業などの活

性化」に向けた取り組みについてであります。

まず、「戦略的企業誘致の推進」につきまして

は、積極的な企業立地活動を展開し、平成22年

度に認定をした企業立地件数は32件となりまし

た。この結果、19年度からの４年間の合計で企

業立地件数は101件となりまして、100件という

当初の計画目標を達成したところでございま

す。次に、「新技術・新産業の創出」につきま

しては、農商工連携に関する取り組みや、産学

官連携による新技術・新製品開発のための共同

研究などを推進いたしました。次に、「戦略的

マーケティングの推進」につきましては、商品

開発支援や県産品の販路拡大を図る取り組みを

進めました。次に、「挑戦する中小企業への支

援」につきましては、中小企業の経営革新や新

たな事業分野への進出などを支援するため、中

小企業制度資金や、商工会、商工会議所等の中

小企業を支援する機関における体制充実等を行

いました。次に、「商店街を核とする賑わいの

あるまちづくり」につきましては、意欲ある商

業者の支援や商店街の活性化を図る取り組みを

行いました。このほか、東九州メディカルバレ

ー構想の策定など、将来の地域経済の発展を見

据えた取り組みを行うとともに、口蹄疫等の相

次ぐ災害に迅速に対応するため、県中小企業融

資制度における口蹄疫緊急対策貸付の創設や、

口蹄疫復興中小企業応援ファンドの創設による

プレミアム商品券の発行支援など、口蹄疫で冷

え込んだ需要の喚起対策にも取り組んだところ

でございます。

次に、Ⅲ―３「経済・交流を支える基盤づく

り」に向けた取り組みについてであります。ま

ず、「産業人材の確保・育成」につきまして

は、太陽光、半導体、ＩＴ関連産業などを初め

とする本県産業を支えるすぐれた人材の育成・

確保とともに、職業訓練の充実などに努めてま

いりました。次に、「就労支援と職場環境の整

備」につきましては、厳しい雇用情勢に対応す

るために、緊急雇用創出及びふるさと雇用再生

の２つの基金を活用した事業による雇用機会の

創出や若年者の就労支援などの取り組みを行い

ました。

次に、Ⅲ―４「活力ある地域づくり」に向け

た取り組みについてであります。「観光宮崎の

再生」につきましては、地域の資源を生かした

元気な観光地づくり、スポーツランドみやざき
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の全県的な展開、効果的な情報発信と快適な受

け入れ環境づくりに取り組みますとともに、口

蹄疫等により大きな影響を受けた観光関連産業

の復興対策といたしまして、キャンペーン等に

よる緊急的な誘客対策の実施や集客力のあるス

ポーツイベントの開催などに取り組んだところ

であります。

次に、２ページをごらんください。平成22年

度歳出の決算状況でございます。一般会計で

は、予算額774億8,125万7,905円、支出済額769

億2,662万7,122円、翌年度繰越額３億4,268

万9,000円、不用額２億1,194万1,783円となりま

して、執行率99.3％となっております。

なお、ここに数字はございませんが、22年度

の一般会計の決算は、口蹄疫等の対策として、

先ほど申し上げましたような復興中小企業応援

ファンドや口蹄疫緊急対策貸付の創設など数次

にわたる補正予算を編成しましたことから、平

成21年度決算と比較いたしますと、277億円余の

増額となっているところでございます。

次に、特別会計では、予算額12億2,1 3 8

万8,000円、支出済額11億7,973万9,061円、翌年

度繰越額3,990万円、不用額174万8,939円、執行

率96.6％、以上の結果、部の合計では、予算

額787億264万5,905円、支出済額781億636

万6,183円、翌年度繰越額３億8,258万9,000円、

不用額２億1,369万722円、執行率99.2％となっ

ております。

次に、資料の20ページをごらんいただきたい

と思います。このページから次の21ページにか

けまして、監査における指摘事項等の一覧表で

ございます。指摘事項等に関しましては、公正

で適正な執行について職員への指導を徹底し、

改善に努めたところでございます。また、監査

委員から提出されました、この資料とは別の印

刷物となっております平成22年度宮崎県歳入歳

出決算審査及び基金運用状況審査意見書におき

まして、商工観光労働部が所管する特別会計に

ついて、３件の意見・留意事項がございまし

た。これらにつきましては、後ほど各事業の詳

細とあわせまして関係課長から説明をさせてい

ただきますので、よろしくお願いをいたしま

す。

私のほうからの説明は以上でございます。

部長の説明が終了いたしました。○松村主査

それでは、平成22年度決算について、商工政

策課、工業支援課、商業支援課、企業立地課の

審査を行いますので、それぞれ説明をお願いい

たします。

なお、委員の質疑は、４課の説明がすべて終

了した後にお願いをいたします。

商工政策課の平成22年度○後沢商工政策課長

の決算につきまして御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。まず、一般会計でございますが、予算額

は617億5,765万4,905円、支出済額は617億4,811

万5,034円、不用額は953万9,871円、執行率

は99.9％であります。

次に、特別会計でございますが、予算額は４

億7,347万6,000円、支出済額は４億7,297

万8,658円、不用額は49万7,342円、執行率

は99.9％であります。

詳細につきましては、３ページから７ページ

に記載しております。それでは、同じ資料に基

づき御説明いたします。

まず、目の執行残が100万円以上のものであり

ます。資料の３ページをお開きください。

（目）商業総務費でありますが、執行残が161

万8,491円となっております。これは、（節）共

済費47万円余、４ページの（節）需用費24万円
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余及び（節）備品購入費50万円など、事務費の

執行残であります。

次に、同じページの（目）商業振興費であり

ますが、執行残が175万6,733円となっておりま

す。これは、みやざき次世代経営者育成支援事

業などの執行残であります。

次に、５ページ、（目）工鉱業振興費であり

ますが、執行残が534万622円となっておりま

す。これは、中山間地域新産業雇用創出緊急対

策事業の委託料の執行残であります。

次に、執行率が90％を下回った目についてで

ございますが、該当はございません。

次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。お手元の平成22年度宮崎県歳入歳出

決算書、特別会計の１ページをお開きくださ

い。小規模企業者等設備導入資金特別会計の歳

入合計は、調定額21億9,310万5,400円、収入済

額18億8,032万6,278円、不納欠損額1,318

万3,000円、収入未済額２億9,959万6,122円と

なっております。特別会計の歳入決算は以上で

ございます。

次に、お手元の主要施策の成果に関する報告

書について御説明いたします。

報告書の商工政策課のインデックスのとこ

ろ、159ページをごらんください。「経済・交流

の舞台づくり」の１の２）の「新技術・新産業

の創出」でございます。施策推進のための主な

事業及び実績をごらんください。平成22年度新

規事業であります中山間地域新産業雇用創出緊

急対策事業でございます。中山間地域の新産業

及び雇用の創出につながる取り組みを募集し、

採択団体に事業委託を行うもので、53件採択

し、265人を雇用いたしました。

次に、160ページをお開きください。４）の

「挑戦する中小企業への支援」でございます。

施策推進のための主な事業及び実績をごらんく

ださい。まず、宮崎中小企業大賞事業でありま

す。県内の中小企業の中から、すぐれた新製品

開発や新たなサービスの提供、地域資源の活用

に取り組むなど、県内産業の振興や地域経済の

活性化に特に寄与している企業を表彰するもの

で、昨年度は３社を表彰したところでありま

す。

次に、中小企業融資制度貸付金でございま

す。融資に必要な原資344億8,219万1,000円を金

融機関に預託いたしました。22年度の新規融資

は、セーフティネット貸付や口蹄疫緊急対策貸

付等により3,624件の326億8,800万9,000円であ

りました。

次に、中小企業金融円滑化補助金でございま

す。県金融制度利用者の信用保証料の負担軽減

を図るため、信用保証協会に１億5,283万4,000

円の補助を行いました。

次に、信用保証協会損失補償金でございま

す。県融資制度の代位弁済に係る信用保証協会

負担分について、損失補償契約に基づき、協会

に１億1,549万8,000円の損失補償を行ったとこ

ろであります。

次に、中小企業団体中央会等補助金でござい

ます。県中小企業団体中央会に対しまして、指

導員等の人件費や組合指導事業への補助を行い

ました。

次に、小規模事業経営支援事業費補助金でご

ざいます。商工会、商工会議所に対しまして、

経営指導員等の人件費や経営改善普及事業等へ

の補助を行いました。

161ページをごらんください。建設産業等地域

力連携強化事業でございます。中小企業者から

の経営相談に対し、中小企業診断士、税理士な

どの専門家により助言等を行う活動に対し補助
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を行いました。

次に、みやざき次世代経営者育成支援でござ

います。次世代を担う若手経営者等を対象に経

営に関する多様なセミナーを開催いたしまし

た。

次に、22年度新規事業であります口蹄疫復興

中小企業応援ファンドでございます。宮崎県産

業支援財団に対し220億円の貸し付けを行い、財

団は運用益を活用し、商品券発行やイベント事

業に対し助成を行いました。

次に、高度化資金貸付金でございます。商店

街振興組合の組合員による店舗整備事業及び事

業協同組合による都市ガス管のリース事業に対

し、２件の5,213万2,000円を貸し付けました。

次に、小規模企業者等設備導入資金貸付金で

ございます。県から財団に対し２億2,500万円を

貸し付け、財団から小規模企業者等に対し22件

の資金貸し付けを行いました。

主要施策の成果につきましては以上でござい

ます。

最後に、平成22年度宮崎県歳入歳出決算審査

及び基金運用状況審査意見書について御説明を

いたします。

小規模企業者等設備導入資金特別会計につき

まして、意見・留意事項がありましたので、お

手元の審査意見書の35ページをごらんくださ

い。意見・留意事項等の欄に、「貸付金の収入

未済額については、前年度に比べ減少している

ものの、なお多額の収入未済があるので、今後

とも引き続き償還促進についての努力が望まれ

る」との意見でございます。収入未済額につき

ましては、訪問、文書督促による回収に努めた

結果、92万1,000円を回収いたしました。また、

回収可能性について調査をした上で、回収不能

となった債権について、計５件、1,318万3,000

円、不納欠損処理を行いました。その結果、平

成22年度末の収入未済額は、平成21年度末から

約1,410万4,000円減少し、約２億9,959万7,000

円となりました。今後も引き続き回収に努め、

収入未済額の圧縮を行いたいと考えておりま

す。

なお、監査報告書に関しては、特に御報告す

べき事項はございません。

商工政策課からの説明は以上であります。

続きまして、工業支援課○冨髙工業支援課長

の平成22年度決算につきまして御説明をいたし

ます。

決算特別委員会資料にお戻りいただきまし

て、２ページをお開きいただきたいと思いま

す。工業支援課は、予算額15億2,757万6,000

円、支出済額11億8,247万3,890円、翌年度繰越

額３億1,968万9,000円、不用額2,541万3,110

円、執行率77.4％となっております。

続きまして、目の不用額が100万円以上のもの

及び執行率が90％未満のものにつきまして、御

説明いたします。同じ委員会資料の８ページを

お開きいただきたいと思います。（目）工鉱業

振興費で、不用額が1,139万579円、執行率

が87.3％となっております。不用額の主な理由

は、役務費の中で知的財産権管理事業費に、委

託料の中で産学官連携研究体制強化推進事業

に、補助金の中で産学官ネットワーク形成・共

同研究推進事業に、それぞれ執行残が生じたこ

と等によるものでございます。執行率が90％未

満である主な理由は、東京フロンティアオフィ

ス施設整備事業におきまして、工事費を翌年度

に繰り越したこと等によるものでございます。

次に、９ページをお開きください。（目）工

業試験場費で、不用額が1,390万2,573円、執行

率が47.9％となっております。不用額の主な理
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由は、需用費の中で工業技術センター・食品開

発センターの施設や研究機器の修繕費に、委託

料の中で同じく両センターの研究機器の保守管

理費に執行残が生じたこと等によるものでござ

います。執行率が90％未満である主な理由は、

機器整備事業におきまして、備品の購入費を翌

年度に繰り越したこと等によるものでございま

す。

次に、主要施策の成果の主なものにつきまし

て御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の工業支援課

のインデックスのあります163ページをお開きい

ただきたいと思います。まず、「経済・交流の

舞台づくり」の１の２）の「新技術・新産業の

創出」についてであります。新事業創出環境整

備であります。県内中小企業の新事業創出など

を支援するため、産業支援財団に総合相談窓口

を設置し、コーディネーターによる相談対応を

行うほか、情報誌の発行などにより中小企業支

援策等の情報提供を行ったところであります。

次に、みやざき農商工連携推進であります。

積極的な農商工連携事業の展開及び早期の定着

を図るため、シンポジウムの開催やパンフレッ

トの配布を通じて、県内に広く制度の普及、Ｐ

Ｒを行ったところでございます。

次に、164ページをお開きいただきたいと思い

ます。○産学官ネットワーク形成共同研究推進改

であります。新産業の創出による産業振興を図

るため、産学官ネットワークを構築し、セミナ

ー等を開催するとともに、国等の大型プロジェ

クトの導入のための支援や産学官グループに対

する研究開発支援などを行ったところでありま

す。

次に、○知的財産活用対策であります。特許改

等の知的財産を活用した競争力のある企業を育

成するため、アドバイザーを配置しまして、企

業訪問や相談等に対応したところでございま

す。

次に、○太陽電池関連産業集積促進でありま新

す。太陽電池関連産業の一層の振興を図るた

め、セミナーの開催や展示会への出展を行うこ

とによりまして、県内中小企業の関連産業への

参入促進や人材育成の支援を行ったところであ

ります。

次に、○食品産業活性化対策であります。県新

内食品産業の高度化や新事業の創出を図るた

め、コーディネーターの配置、セミナーやマッ

チング会の開催等によりまして、人材育成やマ

ーケティング活動への支援を行ったところであ

ります。

次に、165ページをごらんください。工業技術

研究開発であります。工業技術センターにおき

ましては、機能性材料の開発と応用に関する研

究や、機械及びエネルギーシステムに関する研

究など、９つのテーマの研究開発を行ったほ

か、企業等からの依頼試験や技術相談等に対応

したところであります。

次に、食品開発センター研究開発でありま

す。食品開発センターにおきましては、農林畜

水産物の機能性に関する研究や、焼酎の品質向

上に関する研究など、５つのテーマの研究開発

を行ったほか、企業からの依頼試験や技術相談

等に対応をしたところでございます。

次に、168ページをお開きください。下請企業

振興でございます。産業支援財団を通じまし

て、受発注企業の登録、これらの企業等を対象

とした取引あっせん、商談会等を実施すること

によりまして、中小企業の取引の拡大を図った

ものでございます。

次に、○みやざき企業力向上支援でありま改
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す。宮崎県工業会を通じまして、セミナーや研

修会を実施することなどによりまして､県内のも

のづくり企業を総合的に支援したところでござ

います。

次に、○自動車関連産業レベルアップ支援で改

あります。研修会の実施、アドバイザーの配

置、商談会の開催によりまして、県内企業の生

産性向上のための支援や取引機会の提供を行っ

たところでございます。

次に、○東九州連携医療関連産業集積促進で新

あります。東九州メディカルバレー構想を策定

いたしまして、推進大会、医療機器産業セミナ

ー、推進会議の開催等を通じまして、構想の推

進を図ってきたところでございます。

次に、170ページでございます。１）の「産業

人材の確保・育成」についてであります。半導

体関連産業人材育成支援であります。県内の半

導体関連産業の技術力の向上や即戦力人材の確

保を図るため、若手技術者や理工系大学等の学

生を対象としますセミナー等を実施したところ

でございます。

最後に、委員会資料にお戻りいただきまし

て、20ページをお開きいただきたいと思いま

す。監査結果報告書の指摘事項につきまして、

御報告をいたします。

工業技術センターの契約事務に関するもので

ございます。「複写サービスの契約について、

競争入札によるべきものを随意契約としてい

た。また、予定価格調書が作成されていなかっ

た。留意を要する」との指摘を受けておりま

す。財務規則等に基づき、適正に処理するよう

周知徹底を図るとともに、チェック体制を強化

したところでございます。

次に、21ページをごらんください。工業支援

課の物品の管理に関するものでございます。

「業務委託により取得した物品の受け入れ手続

が行われていなかった。善処を要する」との指

摘を受けております。これにつきましては、当

該物品につきまして、県有財産としての登録の

上、委託先への無償貸し付け手続を行ったとこ

ろでございます。

同じく、工業支援課の指摘事項であります。

「公用車について、道路運送車両法に定められ

た定期点検整備を実施していなかった。留意を

要する」との指摘を受けております。速やかに

法定定期点検整備を実施するとともに、法定点

検を確実に実施するための措置を講じたところ

でございます。

最後に､同じく工業技術センターの指摘事項で

ございます。「委託により製作された試験研究

用物品について、物品受け入れ手続の行われて

いないものが見受けられた。善処を要する」と

の指摘を受けております。当該物品につきまし

ては、生産物台帳に登記をいたしまして、今後

適正に管理を行うこととしたところでございま

す。

工業支援課の説明は以上でございます。

商業支援課の平成22年度○金子商業支援課長

決算について御説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の２ページをお

開きください。商業支援課の一般会計予算額は

６億5,745万9,000円、支出済額は６億3,821

万3,422円、翌年度への明許繰越額は1,300万

円、不用額は624万5,578円、執行率は97.1％で

あります。

目が100万円以上の執行残のものについて御説

明します。10ページをお願いいたします。

（目）商業振興費の不用額が337万611円であり

ます。この主な理由は、ＩＴ技術者人材養成事

業におきまして、研修受講者の中途就職に伴う
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減による事業委託料及び報償費の執行残であり

ます。

次に、11ページをお開きください。（目）貿

易振興費の不用額が171万4,208円であります。

この主な理由は、東日本大震災に伴い、予定し

ておりました海外出張を取りやめたこと等によ

る旅費等の執行残でございます。

なお、目の執行率90％未満のものはございま

せん。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

主要施策の成果に関する報告書の商業支援課

のインデックスのところ、171ページをお願いた

します。１の「工業・商業・サービス業などの

活性化」の３）の「戦略的マーケティングの推

進」についてであります。まず、みやざき工芸

品商品力育成強化であります。この事業は、市

場のニーズにマッチした新商品の開発から県外

への販路開拓に至りますまで、専門家による一

貫した支援を行うものです。商品開発セミナー

を開催し、新商品開発のアドバイザーを４団体

に派遣して助言指導を行いますとともに、県外

の見本市への出展を支援いたしました。

次に、海外交流駐在員設置であります。海外

交流駐在員を韓国のソウル、台湾の台北及び中

国の上海にそれぞれ配置し、貿易、投資等に関

する情報収集や、本県企業の海外活動の支援、

観光・コンベンションの誘致促進などに努めた

ところであります。

改続きまして、172ページをごらんください。○

みやざき県産品東アジア販路拡大総合推進であ

ります。平成20年度に策定したみやざき県産品

東アジア販路拡大戦略に基づき、台湾やシンガ

ポールでの海外フェアや、香港、中国での商談

会、香港のバイヤー招聘、輸出事情に詳しいコ

ーディネーターの配置などに取り組みました。

その結果、20年度では52社であった県産品を輸

出する企業数が63社に増加するなどの成果が得

られました。

次に、販路拡大支援プロジェクトでありま

す。県物産貿易振興センターに委託しまして、

全国からバイヤーを招いた商談会の実施や、東

京と大阪の髙島屋などでの物産展の開催、新宿

みやざき館やみやざき物産館等のアンテナ

ショップを活用した県産品の展示・販売等を展

開し、県産品の販路拡大と定番・定着化を図っ

たところであります。

なお、記載はございませんが、口蹄疫への特

別対策としまして、同センターが県内外におき

まして物産フェアやカタログ販売等を行い、県

内企業を支援したところでございます。

続きまして、173ページをお願いいたします。

宮崎県優良県産品推奨制度であります。この制

度は、関係法令及び有識者による品質、市場性

等の審査に合格した商品を県が優良県産品とし

て推奨するものでありまして、22年度は14品目

が新たに選ばれ、推奨品は全部で52品目となり

ました。これらの推奨品の特別フェアや制度の

ＰＲなどを通じまして、販路拡大に取り組んだ

ところです。

次に、アンテナショップ多店舗展開でありま

す。県物産貿易振興センターに嘱託職員を１名

雇用しまして、昨年４月の福岡市における天神

みやざき館の開設や、大都市におけるアンテナ

ショップの多店舗展開の調査研究を行ったとこ

ろであります。

次に、○売れる県産品開発トータルサポート改

であります。県産品を製造・販売する県内企業

等に対して、県外の流通企業バイヤー等による

商品開発等に関する111件の指導助言を行いまし



- 10 -

て、宮崎らしい売れる県産品づくりを支援いた

しました。

続きまして、175ページをごらんください。

５）の「商店街を核とする賑わいのあるまちづ

くり」のまちなか商業再生支援であります。こ

の事業は、商店街等が行う多様な主体と連携し

た振興策や、高齢化等の社会的課題を解決する

取り組みに対して助成するものであります。昨

年度は、高鍋町におきます観光協会等と連携し

た町なかのにぎわいづくりなど、計６件に対し

て助成を行い、商店街の活性化を図ったところ

であります。

次に、176ページをごらんください。２の「経

済・交流を支える基盤づくり」の１）の「産業

人材の確保・育成」でございます。まず、○Ｉ改

Ｔ技術者養成であります。ＩＴ人材の育成・確

保を図るため、県内ＩＴ企業への就職希望者30

人を対象にウエブプログラミング等に関して職

場実習を含む４カ月の研修を実施し、うち14人

がＩＴ業務を行う企業へ就職いたしました。

次に、○コールセンター人材養成でありま改

す。コールセンターに必要な人材の確保を図る

ため、未就職者等113人を対象に、県央、県北、

県西において、延べ７回の就職支援研修を実施

し、就職できた67人のうち26人がコールセンタ

ーに就職いたしました。

主要施策の成果の説明は以上でございます。

監査委員の決算審査意見書及び監査報告書に

関しては、特に報告すべき事項はありません。

商業支援課からは以上でございます。

企業立地課の平成22年度○黒木企業立地課長

決算について御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。企業立地課の一般会計予算額は53億6,144

万3,000円、支出済額は53億826万8,366円、不用

額は5,317万4,634円、執行率は99.0％となって

おります。

次に、目の不用額が100万円以上のものであり

ますが、15ページをお開きください。（目）工

鉱業振興費で、5,304万8,897円の不用額がござ

いますが、不用額の主なものは企業立地促進補

助金でございます。企業立地促進補助金は、新

規雇用や設備投資などの実績に応じて支払うこ

ととしておりますが、平成22年度に申請を予定

しておりました立地企業が一部申請を見送った

ことや、設備投資額及び情報通信費が企業の計

画よりも減少したことなどによりまして、補助

金に執行残が生じたものでございます。

なお、目の執行率が90％未満のものはござい

ません。

次に、主要施策の成果報告について御説明を

いたします。

主要施策の成果に関する報告書の企業立地課

のインデックスのところ、187ページをごらんく

ださい。「経済・交流の舞台づくり」の１）の

「戦略的企業誘致の推進」についてでありま

す。推進施策のための主な事業及び実績を説明

させていただきます。まず、広域拠点工業団地

整備促進でございます。この事業は、大規模な

工業団地の整備を行う市町村に対しまして、工

業団地内の工業用水などの施設整備や地耐力な

どの調査事業に対して補助を行うものでござい

ます。平成22年度は、都城市が整備いたしてお

ります都城インター工業団地の管理用道路の整

備や水源調査などに対しまして補助を実施いた

しました。

次に、○宮崎フリーウェイ工業団地管理でご新

ざいます。この事業は、県土地開発公社の解散

に伴いまして、開発公社が所有しておりました

高原町の宮崎フリーウェイ工業団地の未売却
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地30万6,251.61平方メートルを33億1,133万円余

で買収した経費でございます。なお、県有地化

を契機といたしまして、分譲価格の見直しなど

を行い、２件の新規立地につながったところで

ございます。

次に、企業誘致活動でございます。本県の企

業立地環境を広く企業に理解していただくこと

が立地に向けての第一歩と考えております。こ

のため平成20年度より、豊富な経験や人脈を有

する民間企業出身の企業誘致コーディネーター

５名を東京、大阪など県外に配置いたしまし

て、県外事務所の担当職員等による訪問と合わ

せまして、延べ1,884社の企業訪問を行ったとこ

ろでございます

次に、立地企業フォローアップ対策強化でご

ざいます。既存立地企業の県内事業所や県外本

社など337企業を訪問いたしまして、立地企業の

状況を把握するとともに、企業からのインフラ

の整備や雇用などに対する要望、相談に対して

関係機関と連携して対応するなど、立地企業の

地元定着と事業拡大による新規投資を促進し、

フォローアップに努めたところでございます。

最後に、企業立地促進補助金でございます。

補助金の申請のございました21企業に対しまし

て、設備投資額や新規の雇用者数等の実績に応

じて補助金を交付したものでございます。

これらさまざまな立地活動を展開いたしまし

た結果、平成22年度の企業立地件数は32件

で、1,025人の最終雇用が予定されているところ

でございます。しかしながら、国内経済の長引

く景気低迷や円高によります海外移転の動きな

ど、企業立地を取り巻く環境は非常に厳しい状

況にありますことから、成長性の高い新エネル

ギー関連産業や比較的景気動向の影響の少ない

医療機器や食品関連産業に重点を置くなど、経

済や企業の動向に迅速に対応した戦略的な立地

活動を推進し、多くの立地に努めてまいりたい

と考えております。

平成22年度の主要施策の成果の説明は以上で

ございます。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書につきましては、特に報告すべき事項はご

ざいません。

説明は以上でございます。

説明が終了しましたが、委員の皆○松村主査

様からの質疑はございませんか。

22年度の歳入歳出決算書の中で、○内村委員

小規模企業者等設備導入資金特別会計歳入歳出

決算書の中に不納欠損処分があるんですが、こ

れについての説明をお願いします。

不納欠損額の1,318○菓子野金融対策室長

万3,000円でございますけれども、これにつきま

しては、近代化資金という設備を貸し付ける資

金がございますが、現在、貸し付けは実施して

いないんですけれども、その中で、平成22年の

当初5,860万1,600円の収入未済額がございまし

て、これが14件あったわけですけれども、この

うちの５件の1,318万3,000円を不納欠損処理し

たものでございます。これらはいずれも、昭

和50年代、60年代の貸し付けでございまして、

本人が倒産もしくは死亡、そして連帯保証人の

ほうも限定承認してお亡くなりになったとか、

取り立てが非常に難しい状況になったというこ

とで、今回、22年度で不納欠損処理をしたとい

うものでございます。

その次の収入未済額が２億9,900万○内村委員

円あるんですが、これはまた来年度、不納欠損

処分となって上がってくるのか。

現在、２億9,900万円ほ○菓子野金融対策室長

どの収入未済額があるわけですけれども、平
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成23年度、本年度でございますけれども、５

件、１億6,000万円余を不納欠損処理する予定で

ございまして、残り10件、１億3,600万円余が今

後、不納欠損処理になっていくと思います。こ

れにつきましては、また今後とも収入に努めた

いと考えております。

いずれも、倒産、死亡とか、すべ○内村委員

てが昭和50年代、60年代の貸付金ということ、

条件は同じになりますか。

そういうことでござい○菓子野金融対策室長

ます。

今の関連で、結局、14件あって５○髙橋委員

件を22年度で不納欠損をした。23年でまた５

件、不納欠損の予定があるという話で、あと６

件とおっしゃいましたが、計算が合うかな。

残り２億9,900万円があ○菓子野金融対策室長

るわけでございますけれども、これは15件でご

ざいます。本年度、５件、不納欠損処理をする

予定ということでございます。

22年度の不納欠損した理由が倒産○髙橋委員

とか死亡とか、連帯保証人まで死亡しているか

らこれはもう取れないという理由で不納欠損さ

れて、これはわかります。今、内村委員の質疑

に答弁なさったのを聞くと、いずれも昭和50年

代、60年代の貸し付けで、倒産とか死亡とかい

う方々の収入未済額だというふうに理解すべき

なんでしょうか。いずれも不納欠損で、３億近

い収入未済額は不納欠損になるんだというふう

に受けとめたものですから、その辺をもう一度

説明してください。

不納欠損処理でござい○菓子野金融対策室長

ますけれども、今回実施いたしますのは、償還

期限がございまして、償還を徒過したものでご

ざいますが、 それから10年たって行う不納欠損※

処理でございます。そういったことですので、

いろいろ案件によって違うわけなんですけれど

も、いずれも倒産もしくは死亡、連帯保証人の

履行不能といったものが原因ということになり

ます。

わかりました。年数を区切って不○髙橋委員

納欠損をやっていきますので、しかし、言いに

くいですが、いずれ、年度でだんだんと不納欠

損されていくんだろうというふうに思います。

続けて、冒頭の部長のごあいさつの中で、こ

れまでいろいろと議論になったところですが、

企業立地の件数が19年度から４年間合計して101

件になって、よかったよかったでいいんですけ

れども、この101件の中で純粋な新規立地は何件

か、お手元に数字はございませんか。

県外からの新規立地とい○黒木企業立地課長

う御趣旨かというふうに承りますが、県外から

の新規立地につきましては、昨年度は７件でご

ざいます。さかのぼらせていただきますと、21

年度が４件、20年度が８件、19年度が７件とい

うふうになっております。

わかりました。○髙橋委員

主要施策の173ページ、整理したものから質疑

させていただきますが、優良県産品推奨制度で

すけれども、これは農政水産部でブランドを

やっていますが、あれと重複するんですね。

私どもは加工品を対象に○金子商業支援課長

しておりまして、農政のブランドのほうはいわ

ゆる１次産品をやっているところでございま

す。

わかりました。○髙橋委員

委員会資料の８ページです。工事○図師委員

請負費が繰り越しされて、これは東京フロン

ティアオフィス関連という説明を受けたんです

が、何で翌年度に繰り越しになったのか、教え

※52ページに訂正発言あり
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てください。

繰越事業はかなりござい○冨髙工業支援課長

ますが、すべてが22年度の国からの地域活性化

交付金というものを財源にしまして予算措置し

たものでございます。昨年度の１月補正、２月

補正で予算をお願いしたものでございますの

で、工期等が全く間に合わないということで、

ほぼ全額、機械の購入に関しても繰り越しさせ

ていただいておりますし、こういう工事関係も

すべて繰り越しをさせていただいている、そう

いう状況でございます。

国の予算執行がまずかったという○図師委員

……。

景気対策を兼ねて国のほ○冨髙工業支援課長

うで補正を組んで交付金制度をつくった、それ

が年度途中でございます。県のほうがそれを活

用したのが、１月補正、２月補正にかかってし

まったということで、国とすれば地域の経済を

活性化するために特別に補正を組んだ、それを

地域が活用したということでございますので、

別にまずかったということではないというふう

に認識しております。

続いて、９ページも同様だと思う○図師委員

んですが、備品購入費が翌年度繰り越し、これ

も同様な理解でよろしいでしょうか。

この交付金を活用しまし○冨髙工業支援課長

て、工業技術センター、食品開発センター等で

機械を大分購入させていただいておりますの

で、その納入が間に合わない、納入期間がない

ということで、すべて繰り越させていただいた

ということでございます。

それでは、同じ委員会資料の21ペ○図師委員

ージです。ちょっと気がかりだったんですが、

監査からの指摘事項の中の「取得した物品の受

け入れ手続が行われていなかった」という内容

で、その説明では、生産物台帳に登記して正規

の手続をとった旨の説明をいただいたんですけ

れども、これはどういうことですか。

監査委員からの○橋口工業技術センター所長

指摘事項は、業務委託で製作した試験研究用の

物品でございますけれども、こういったものに

ついては物品受け入れ手続ということで生産物

台帳に記帳する、取り扱い上はそうすべきだっ

たと。それが漏れていたというところで御指摘

をいただいているものでございます。直ちに、

台帳に登載をいたしまして、適正に管理を行う

こととしたところでございますので、どうぞよ

ろしくお願いします。

21ページの３番目はそれで理解し○図師委員

ますが、一番上の物品管理について云々という

ところの詳細な説明をもう一度お願いします。

本件につきましては、委○冨髙工業支援課長

託事業で事業を行っているものでございまし

て、その委託事業の中の契約の範囲の中で、受

託者が研修やセミナーに必要なプロジェクター

を買ったということでございます。それにつき

まして、本来ならば、委託先が買ったことを県

のほうで確認をとって、県のほうの備品台帳に

記載をして管理するという手続をしなければい

けなかったわけですが、委託先が買ったことは

当然認識しておったんですが、委託先が買った

ということだったものですから、備品台帳に記

載する過程を失念したというか、そういう形の

中で記載しなかったと。事業年度が終わったら

当然、備品は返ってきますので、その時点で記

載すればよかったのかなというふうに勘違いを

したという部分もございまして、そういう手続

が行われていなかったということでございま

す。

流れは理解できるところなんです○図師委員
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が、再度、確認しますが、そのプロジェクター

の所在というのは、課として委託事業者にちゃ

んと目視で確認はできていたんでしょうか。

当然、事業に使う機材で○冨髙工業支援課長

ございますので、工業支援課もそれに立ち会っ

たりしますので、機材があるということは十分

確認をしていたところでございます。

余り勘ぐりたくはないところなん○図師委員

ですが、物品の所在がないにもかかわらず数字

だけが動く、その台帳整理ができていないとい

うことではなかったんだろうと理解はしますの

で、関連づける必要もないと思うんですが、以

前の裏金なりのところとちょっとつながってし

まうようなことではないのかなと心配したもの

ですから聞かせてもらいましたが、理解はいた

します。

委員おっしゃるとおりで○冨髙工業支援課長

ございまして、あれだけいろいろ不祥事があっ

た中で、備品台帳をしっかり管理しなさいとい

うことを言われて、コンプライアンスをしっか

り守るべき立場にありながら、こういう指摘を

受けたということについては、大変申しわけな

く思っておりますが、今後、こういうことがな

いようにしっかり指導してまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

主要施策の成果に関する報告書○丸山委員

の159ページでお伺いしたいんですが、まず、主

な事業成果ということで、53件、265人雇用がで

きたということなんですが、これについてはお

おむね当初の予定とするとよかったのかどうか

をお伺いしたいと思います。といいますのも、

決算が若干減額になっておるものですから、そ

の辺の絡みも少し含めてお伺いしたいと思って

います。

昨年度、４回、事業を募○後沢商工政策課長

集しておりまして、雇用実績として延べで265人

となっております。計画段階では、雇用者を246

人というふうに見込んでおりましたので、見込

んでいたよりは実績は多かったということにな

ります。ただ、予算上は、265人というのは延べ

人数ということにもなりますので、これは緊急

雇用ですから、別の事業で雇われたりとかいう

ことでカウントされている部分もありますの

で、この数字については実績のほうが多くなっ

ているということになっております。

成果の中に書いている項目からす○丸山委員

ると、緊急雇用対策でありながら、継続的に新

しく新商品を開発したり、地場産品の販路拡大

につなげていく取り組みがあったというふうに

書いてあるんですが、実際これが終わって、引

き続き、新たな緊急雇用対策事業の中でも、平

成23年度もそういったことで雇用もひとり立ち

したこともあり得るというふうに考えてよろし

いでしょうか。

引き続きどれぐらい雇用○後沢商工政策課長

化されているかということですが、平成22年度

にこの事業で雇用された方について追跡調査を

したところ、136人の方が、採択団体 この事―

業を実施された団体、または他の企業に就職を

しているというふうに確認をしております。そ

のうち16人が採択団体に正職員として採用され

ているということを確認しております。

中山間地域ということであります○丸山委員

ので、縛りが中山間地域ということだと思って

いるんですが、具体的にもうちょっと教えてい

ただきたいのが、16人が正職員になったという

ことは、どういった成果が上がったのか、具体

的に教えていただければと思うんですが。

この事業でやられている○後沢商工政策課長

取り組みというのは、採択団体として多いのが
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商工会や商工会議所といった、いわゆる商工団

体が一番多いわけですけれども、そういったと

ころで新しい商品開発をする、販路開拓をして

販売を伸ばしていく、そういった取り組みが中

心になっております。目立った取り組みとして

は、例えば都城の焼き肉三昧定食とか、最近話

題ですけれども、ああいった取り組みも本事業

で支援をして、新しい商品開発など進めている

といったところがこの事業の成果としては挙げ

られるかなというふうに考えております。

引き続きですが、161ページの建設○丸山委員

産業等地域力連携強化は、チーム支援会議が140

回、事業化支援補助金が20件というふうに書い

てあるんですが、この辺の７分の１というの

は、支援がうまくできた、そういうことだけな

のか、それ以外のもので 建設産業は非常に―

厳しいということでいろんな取り組みをやって

いただいていると思うんですが、ほかのもので

クリアされていると認識してもよろしいんで

しょうか。

チーム支援会議と補助金○後沢商工政策課長

の関係は、チーム支援会議でいろいろ相談を受

けて、その中でいいものが補助金を交付され

る、そういう関係ではなくて、基本的には別の

ものだと考えていただいたほうがいいかと思い

ます。チーム支援会議というのは、例えば経営

改善をしたいとか、資金繰りにちょっと悩んで

いるんだけれども、相談に乗ってほしいとか、

そういったときに経営支援チームに相談をする

と専門家も交えてアドバイスがもらえるという

のがチーム支援会議で、それが140回です。事業

化支援補助金というのは、実績としては、いろ

んな展示会、そういったところに自社の製品を

出す、市場調査をする、そういった取り組みに

対して支援をしておりまして、それを活用した

のが20社あったということでございます。

次に、工業支援課になると思うん○丸山委員

ですが、農商工連携の支援会議は１回しか行わ

れていないようでありますけれども、昨年は口

蹄疫とかあってなかなか開けなかったのか、も

しくはもう少し開く回数を予定していたのかと

いうのもお伺いしたいというふうに思います。

この会議等につきまして○冨髙工業支援課長

は、全県的ないろんな団体の方に入っていただ

く会議でございまして、当初は２回ぐらいの予

定はあったんですが、おっしゃるとおり、口蹄

疫の関係でちょっと厳しい状況で、各団体の方

がなかなかお集まりにくかったということが一

つあります。ただ、県庁内の会議、ワーキング

グループをつくっておりますが、これについて

は３回ほど開催させていただいておりますし、

農政のほうでも各農林振興局を中心とした地域

での会議というものを立ち上げておりますの

で、それに私ども出向いて積極的な活動をして

いるという状況ではございます。

ぜひ、農商工連携は宮崎県の大き○丸山委員

なポイントになると思いますので、取り組んで

いただきたいと思います。

次、164ページの太陽電池関連産業集積促進の

関係ですが、セミナー等をいろいろ行っても

らっているんですが、先ほどの説明でいうと、

これから新しく太陽光関連の企業が起きてほし

いというような、起きたのかもわかりませんけ

れども、実際、昨年度どのような形で新しい企

業ができたのか、企業立地も含めてつながるの

かもしれませんけれども、あればお伺いしたい

と思います。

新しい企業が起きたとい○冨髙工業支援課長

うことは、残念ながら実績としてはございませ

ん。ただ、国富にあるソーラーフロンティア社
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の工場が増設されるということで、その関係で

例えば工場内の製造機器、搬出機器、そういっ

たものに県内の地場企業が一部参入していると

か、あと太陽電池パネルの施工工事関係、そう

いった業者のほうでいろいろ我々支援をさせて

いただくとか、セミナーをするとか、そういう

形での活動をしているところでございます。太

陽電池パネルそのものにつきましては、メーカ

ーが単独でつくられますので、自動車産業とは

違いまして、そんなに部品点数が多いわけでは

ないので、そういう意味でのすそ野は若干厳し

い部分はあるのかなと思っております。太陽電

池を使った周辺機器ということで、例えば太陽

電池パネルの附属品として、インバーター、タ

ーミナルボックス、表示ボックス、いろいろあ

るわけですけれども、そういったところに対す

る参入はできるのかなと。あと、太陽電池を

使ったいろんな街灯、農業用の製品、そういっ

たところに参入はできるのかなというふうに

思っておりますので、そういった方向での参入

支援というところを今考えているところでござ

います。

そうなりますと、国富にあるソー○丸山委員

ラーフロンティアの県外からの部品調達なりは

県のほうで把握されているというふうに思って

よろしいでしょうか。

ソーラーフロンティアが○冨髙工業支援課長

県外からどんなものを調達しているのかという

ことでしょうか。概略としては、パネルそのも

のをつくっているのはソーラーフロンティア

で、それを住宅の屋根に載っけるためには、そ

れプラス先ほど言いましたターミナルボックス

やインバーターとかつけないといけない。その

附属部品については県外から調達して完成品に

して出しているということを把握しております

けれども、どこからどういう関係でというの

は、そこまでは把握いたしておりません。

その辺がはっきりわからないと、○丸山委員

講座を開いてもなかなか新規産業といいますか

本来、宮崎県で１社でも関連産業ができて―

ほしいというイメージの新規事業じゃないのか

なと思っていますので、もう少し立地企業とし

て、かなり県のほうも努力して立地してもらっ

た企業ですので、そこと連携しながら、そうい

う部品工場なり インバーターとかが県外で―

つくられているんであれば、こちら側でつくる

ようにするためにはどういう技術力をつけたほ

うがいいのかというのを含めて、突っ込んでも

う少しやっていただけたらなと、それをするこ

とによって新たな企業誘致にもつながっていく

んじゃないのかなと思っていますので、よろし

くお願いしたいのかなと思います。

次に、167ページ、工業技術センター及び食品

開発センターのほうでいろいろ取り組んでも

らっているんですが、この表の中で技術移転件

数というのが、毎年、18年度から15件、17

件、15件、16件、16件という形で続いているん

ですけれども、工業技術センターなり食品開発

センターではいろんな研究をしていると思って

いるんですが、これぐらいの移転の数で納得し

ていいのか、もっとこの辺の技術をうまく生か

していって新しい新商品なりができたほうがい

いんじゃないかと私は思っているんです。県と

しての目標数というのは、こんな感じでいいと

いうふうに思っていらっしゃるんでしょうか。

なかなか難しい御質問で○冨髙工業支援課長

ございまして、当然、多いにこしたことはない

んだろうと思っております。ただ、後は中身の

問題がありますので、中身の濃いものをセンタ

ーのほうで研究して、それを技術移転する、そ



- 17 -

れが少しでも多く製品化になればということで

ございますが、数字的にいいますと、こういう

数字である意味、安定しているとか、一定の水

準を保っておりますので、少なくともこの水準

は保っていきたいなというふうに思っておりま

すし、職員の体制の問題等々もございますの

で、当面はこの数字を維持していきたいという

感じでは考えております。

ある程度、技術移転は順調に推移○丸山委員

しているというふうに評価されているんです

が、研究成果の積極的なＰＲに努め、その活用

を推進していきたいというふうに書いています

ので、今後うまく活用することによって農商工

連携なりを含めてつながっていくんじゃないの

かなと思っておりますので、その辺はどういう

ＰＲなりをしていくのかをもっと積極的に考え

ていただければかなというふうには思っており

ます。

引き続き、169ページに下請取引あっせん成立

件数というのが書いてありまして、平成22年度

で68件ということで、前年度からするとかなり

いいのかなと思っているんですが、その要因と

いうのは、自動車産業を含めて、いろんな産

業、余り景気がいいという話は聞いていないん

ですが、宮崎のほうでこうやって下請あっせん

がうまくいったというのはどのようなことを考

えればよろしいでしょうか。

この件数に関しまして○冨髙工業支援課長

は、県内外にいらっしゃいます取引開拓アドバ

イザーの方の活動、及び財団を中心に実施して

いただいております商談会の結果ということに

なります。一番大きな要因は、みやざき商談会

というのを毎年やっておりますが、昨年は県外

企業を多く集めまして、取引の面談を直接県内

の企業とやっていただいたというようなところ

がありまして、この辺の取り組みがこの数字に

結びついている主な要因だというふうには思っ

ているところでございます。

今後、ここにも書いてありますけ○丸山委員

れども、東九州メディカルバレー構想なんか

も、集積すると、そういった企業が集まること

によって、下請なりのあっせんが出てきてほし

いなというふうに思っておりますので、頑張っ

ていただきたいと思っています。

確認をさせていただきたいのは、数年前に、

北部九州では自動車産業がかなり集まっている

から、少しでも宮崎のほうに下請を持って行き

たいということだったんですが、なかなかおり

てこないといいますか、宮崎まではやはり時間

的なことがあるのかとか、そういうのもあった

というふうに以前は思っていたんですが、自動

車産業等でも熊本あたりまで結構多かったと私

も理解しているんですが、その後の状況という

のはどのように理解すればよろしいでしょう

か。

現在、九州にはメーカー○冨髙工業支援課長

として３社、日産、トヨタ、ダイハツというふ

うにあるわけでございまして、我々とすれば、

メーカー直取引というのはなかなか現実的には

難しいということで、その下におります１次サ

プライヤー、２次サプライヤーと言われる企業

と取引をしたいということで考えているところ

ではございまして、委員おっしゃるとおり、熊

本まではかなりそういう集積があって、地理的

条件 メーカーに話を聞きますとよく言われ―

るのが、やはり１時間圏内という言葉をよく出

されます。これは現実的に出されます。そうい

う面では非常に宮崎はハンディがあるわけでご

ざいますけれども、その中で我々、部品点数が

多いとか、そういうことでビジネスチャンスの
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ある産業でございますので、いろんな取り組み

はさせていただいているところでございます。

現在、九州も一時期、震災の影響で大分ダウン

しておりましたが、かなりＶ字回復をしており

まして、県内の企業にも影響があって、いいと

ころはかなり業績が伸びております。ただ、集

積という観点におきましては、やはりなかなか

難しいというところがございまして、そこを今

後どうクリアしていくのかなというところはあ

ります。高い品質、安いコスト、早い納期とい

うものを求められるところでございますので、

それだけの技術がないとなかなか厳しいという

状況にもございますので、そういう技術力の向

上につきましても支援していく必要があるのか

なというふうには思っているところでございま

す。

続きまして、174ページでお伺いし○丸山委員

たいんですが、アンテナショップの売り上げ

が、平成22年度は特にみやざき物産館が落ち込

んではいるんですが、これは口蹄疫だったり、

ほかにまた知事の 落ちついてきたというこ―

とだというふうに思っているんですが、その辺

の分析を改めてお伺いしたいと思います。

委員の御指摘のとおりで○金子商業支援課長

ございまして、表にありますとおり、平成19

年、20年、21年と、それまでの上昇を覆すよう

な飛躍的な売り上げを示しておったんですが、

平成22年もそういった意味では９億8,000万円、

全体で売り上げておりますので、そんな悪くな

いという認識ではおります。ただ、対前年と比

べますと、やはり急激な落ち込みという状況は

否めないところでございます。みやざき物産館

の場合は、どちらかといいますと、県外から観

光でお見えになっている方がお立ち寄りいただ

くような性格はどうしても否めず、県庁の見学

者が、往時と比べますと、今、１割ぐらいに

減っているような状況もありまして、急激に

減っておりまして、やはりそういったものの影

響が大きいかなというふうに思っております。

立ち直ろうとしたやさきに次から次に災害が起

こるというような、そういう不運も重なった関

係もありまして、８億から５億という形で下

がったところでございます。それから、新宿に

つきましては、これはむしろ口蹄疫が起こって

宮崎を何とか応援したいという状況がありまし

て、年度前半はかなりそういった意味の寄附金

を持って来られて、ついでに買い物をなさって

というような感じの消費が多かったというふう

に聞いております。ただ、３月の震災を機に、

またがくんと影響が出ておりまして、その影響

はいまだ23年度も引きずっているというような

状況でございます。

そのような形でアンテナショップを取り巻く

環境は、それぞれの施設の性格、立地条件等に

応じまして違うところでございますけれども、

まず、物産館につきましては、とにかく、県外

客もですが、やはり県内のお客様にもしっかり

御利用いただくようないろんな企画展を連続で

やりますとか、例えば今、「み」の看板の下で

のマルシェとか、そういった事業等もやってお

ります。そういった県内客にどう来ていただく

かというあたりも努力が必要かと思いますし、

みやざき館につきましても、また民間出身の新

たな館長も登用いたしまして、いろいろと社員

全体で売り上げをどう図るかというところを一

生懸命、知恵出しをしているような状況でござ

いますので、頑張ってまいりたいと思っており

ます。

次に、海外交流駐在員利用件数と○丸山委員

いうのが書いてあるんですが、この中で韓国が
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かなり減っている。上海は割かし堅調に伸びて

いるのかなと思っているんですが、韓国がこん

なに減っているというのは何の理由があるんで

しょうか。

ソウル事務所につきまし○金子商業支援課長

ては、21年度までは県から所長を現地に派遣い

たしまして、その者が対応しておったんです

が、22年度につきましては、観光コンベンショ

ン協会の事務局長が所長を兼務するという形に

見直しをしまして、月１～２回程度、現地に出

張して対応する。現地には現地採用の駐在員が

２名おるというような体制をとっておったとこ

ろでございます。やはり最終的な決裁者、判断

者とビジネスをしたいというふうな御要望もあ

りまして、減った分はそのまま宮崎の協会のほ

うで対応しているというような状況でございま

すので、そういった意味では、見た限りでは激

減しているように見えるんですけれども、そう

いった分は宮崎側のほうでカバーをしていると

いうふうな状況でございます。

具体的にはどういったことを、こ○丸山委員

こに相談をされる 今、決裁とかいうふうに―

聞いたんですが、かなり商談の細かいことに利

用されているというふうに理解してもいいんで

しょうか。

財務上の決裁とか、判断○金子商業支援課長

というんですか、いろいろ相談事があったとき

にやはり所長格の方の最終的な意見を聞いた上

でというふうなのを相手方から求められる状況

が多くて、そういった意味で、現地にいるとき

よりも減ってしまったという状況でございま

す。

減ったことによって、宮崎のほう○丸山委員

でカバーしているんじゃないかというようなこ

とだったんですが、それで十分足りているとい

うふうに 相手先の調査はしたことがあるん―

でしょうか。

相手側へのニーズという○金子商業支援課長

部分はちょっと調査しておりませんけれども、

宮崎側にも韓国語のわかる職員を雇用しており

まして、そこが主たる窓口という形で対応して

おりますので、そういった意味ではカバーリン

グしてあるというふうに思っておりますし、そ

もそもソウル事務所の縮小につきましても、平

成９年に設置をいたしまして、一定年数たった

ということもあって、かなり民民のベースでい

ろんな商談等もビジネス交流がなされていると

いう状況もありましたので、一応、県がパイオ

ニア的に設置する役割というのは減ったかなと

いう判断もありまして、縮小した経緯等もござ

います。

ことしやめたのは上海でしたか。○丸山委員

海外事務所を閉鎖されたのは、このうちのどこ

でしたか。

ソウルを23年度から廃止○金子商業支援課長

をいたしました。

具体的には、ソウルをやめてし○丸山委員

まって、今まで利用されていた方々はどういう

形になっていらっしゃると考えればいいでしょ

うか。

基本的に、例えば観光分○金子商業支援課長

野でありましたら、協会がきちんと対応できる

者を置いといて、そこと現地の方との連絡調整

の中で決めていくというふうな対応に変わって

いくところでございます。

これまでも平成19年度は1,700件と○丸山委員

かすごく多くて、今後、宮崎は日本だけで売る

んではなくて、海外、東アジアということで、

中国なり韓国なりを通じてやっていくことが一

つの大きな柱だったと。ある程度、韓国におい



- 20 -

てはそういうつながりは民民レベルでできたか

ら、県としてはもう任せます、民民でやってく

ださいと判断された理由というのは、どこにあ

るというふうに考えればよろしいでしょうか。

まさに民民ということ○金子商業支援課長

で、例えばシーガイアあたりになりますと、現

地で営業活動を展開して民民で話を進めたりと

か、あるいは飫肥杉関係の売り込みあたりも民

間ベースで着実になされているとかいうふうな

状況があります。やはり県の役割としては、ま

だ全く未開拓のところに、なかなか民でいきな

り出ていけない部分を官側でという形で平成９

年、先んじて展開したところでございます。上

海に平成13年に設置しておりますが、これもま

た今後の状況次第でずっと上海にあるという保

証もないわけでして、ある程度の民民のベース

が進めば、次はまたさらに東南アジアとか、さ

まざまなアジア、東アジア全体を視野に入れな

がら、そういった中でどこにより設置するのが

望ましいか、そういう見きわめをしながら、海

外事務所のあり方も検討してまいりたいと思っ

ております。

フォローアップというのはやはり○丸山委員

必要だと思っていますので、今後はフォロー

アップを含めてしていただければというふうに

思っております。

引き続き、188ページでお伺いしたいんです

が、企業誘致に関しては目標に近い数字で進ん

だということなんですけれども、目標の中で、

知事の重点企業への訪問数ということで20件ず

つしているんですが、昨年度だけは９件しかな

いということで、非常に少ないというふうに

思ってしまうんですけれども、知事が行くよう

な重点的な企業が少なかった年というふうに理

解していいのか、どういうふうに考えればよろ

しいでしょうか。

昨年度９件というふうに○黒木企業立地課長

なっておりますが、この理由は、昨年度、口蹄

疫、鳥インフルエンザ等の発生がございました

ので、企業訪問のほうを自粛させていただいた

ということでございます。

わかりました。そのかわり、企業○丸山委員

のほうがある程度来ていただいたということで

よかったんですが 前回の委員会の中でも議―

論になったんですが、最終雇用人数だけではな

くて、実数を来年度以降は書いていただければ

ありがたいかなと思っています。それは要望に

させていただこうかなと思います。

実数についてはなるだけ○黒木企業立地課長

把握に努めたいというふうに考えております。

ただ、今どういう形ですればきちんとした答え

を回答いただけるかということで検討している

最中ということでございます。

確認のため、前に戻るんですけれ○髙橋委員

ども、商工政策課の159ページです。結果的に新

規雇用が計画を上回ったということでよかった

と思うんですが、委託件数ですが、事業そのも

のの規模が７億、８億の世界だから、執行残で

委託料が530万近く残っているんですが、町村レ

ベルにしたらちょっと大きいわけです。委託先

がなかった結果だと思うんですけれども、ここ

はどういうふうに理解したらいいでしょうか。

端数の問題だということで理解したらいいの

か。

この執行残については、○後沢商工政策課長

どうしても200名を超える方を雇用しますと、事

業によって、途中でちょっと体調を崩されてや

められたとか、そういう方がおられて、そうす

るとその次の方を探すわけですけれども、その

間、人件費がかからないということになります
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ので、その分が浮いて、それだけではないんで

すけれども、そのほかもろもろの端数なんかが

合わさって500数十万ということになっておりま

す。

わかりました。○髙橋委員

続けて、先ほど丸山委員から質疑があってい

ました174ページのアンテナショップの関係

で、22年度決算で本年度を聞くのは申しわけな

いんですけれども、新宿とか大阪を見ると、横

ばいか、頑張っていますね。だから、ああ、

やっぱり宮崎の激減は口蹄疫だなというふうに

理解をしたわけですけれども、23年度の新宿と

大阪の若干の傾向だけでも教えていただくと

ここが健闘していれば宮崎は東国原効果が―

残っているんだなと、そういう理解もするもの

ですから、参考のためにお願いします。

23年度の傾向はどうかと○金子商業支援課長

いう御質問でございますが、はっきり言いまし

て、23年度はさらに落ち込んでいるところでご

ざいます。８月までの累計で申しますと、宮崎

が対前年で38.5％のマイナス、新宿が26.4％の

マイナスというふうな状況でございます。かな

り目標額全体も、23年度については物産センタ

ーも落としてあるんですけれども、その目標は

何とか今のところはクリアできそうな状況であ

ります。やはり東日本大震災の影響というんで

しょうか、これが23年度は効いておりまして、

あれで入り込みが減りましたりとか、いろんな

節電対応とかありまして、昨年度以上のダメー

ジといいましょうか、売り上げ的には受けてい

るような状況でございます。ただ、８月、９月

に入りまして、少しずつ持ち直しの傾向は出て

いるところでございます。また、宮崎でもいろ

んなスポーツイベント等を中心に秋のそういう

企画等もございますので、ぜひ足をお運びいた

だくように、またいろんな発信もしながらやっ

ていきたいと思っております。

わかりました。ありがとうござい○髙橋委員

ます。

もう一件、主要施策の176ページ、商業支援課

ですけれども、４カ月の研修で14人が就職した

ということの御説明がありました。決算書を見

ると、執行残があって、その理由として中途就

職があったというようなことを説明されたんで

すが、14人との関係を教えてください。

これは２講座で30名で企○金子商業支援課長

画しておりましたが、途中９人の退所者が出ま

した。これは就職先が見つかったとか、ちょっ

と一身上の都合でというような形で、そういう

方が出たことに伴いますもので、事業の組み方

も１人頭５万2,500円の委託料を払うとか、この

研修を受けて就職ができた暁には受託業者に報

償費を払うとかいうようなのがあったんです

が、途中退所の分が影響して事業全体が減った

ものでございます。就職につきましては、30人

のうち修了したのは、９人引きまして21名でご

ざいまして、21名の方のうちＩＴ業務の関連に

就職できた方が14名いらっしゃるということで

ございます。

わかりました。中途就職というふ○髙橋委員

うに説明されたものですから、研修のリタイア

ですね。

最後に、委員会資料の最後のページの指摘事

項の公用車の管理、私は一括管理というふうに

理解していましたが、定期点検整備をチェック

するところがあってもいいんじゃないかなと

思っていたものですから。

昔は車庫とか、いろいろ○冨髙工業支援課長

ありまして、公用車は一括管理していたセク

ションがあったんですが、今は、部でまとめて
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いらっしゃるところがあるのかもしれません

が、商工観光労働部におきましては、車の管理

そのものは各課でというようなシステムになっ

ております。使用に関しては、部内でいろいろ

取り回しはさせていただいております。工業支

援課の車を商業支援課が使ったりというような

使い回しはさせていただいておりますけれど

も、こういう意味での管理は現課でと。

わかりました。各課で持っている○髙橋委員

公用車については、各課で点検の確認をしっか

りして執行することということですが、これは

定期点検整備だから車検じゃないですね。

具体的には、12カ月の１○冨髙工業支援課長

年点検と言われているものでございます。

わかりました。○髙橋委員

物産館に関連してですが、８月ま○原委員

でで38.5％落ちているということでしたけれど

も、平成19年以降、県からの補助金は返上され

て、非常に健全に経営されているということで

したが、この見込みでいくと、この実績を踏ま

えて、また補助金が要るような事態が出てくる

のではないか。今、一般会計、財政が大変なと

きにどうなんだということですが、補助金

が5,000万円ぐらいあったんですかね。見込みを

教えてください。

委員おっしゃいますとお○金子商業支援課長

り、物産館に対して人件費の運営費補助という

形であったんですけれども、今は廃止されてお

るところでございます。ただ、ここ数年の売れ

行きのよさがありまして、剰余金が今のところ

３億円超ございます。それは、ある意味、とら

の子ではあるんですけれども、それと昨年度の

この数字の中でも、21年に比べますと減ったん

ですけれども、昨年度は、冒頭申し上げました

が、口蹄疫の復興のために3,000万円の自主事業

を展開しまして、それで県内業者を支援したと

いうのがあります。もしそれをやらなければ収

支的には黒が出ておったんですが、その3,000万

円の分があった関係で1,600万円ほど赤が出てし

まいました。先ほど言いましたが、23年もさら

に厳しい状況だということもあるんですが、き

ちんと収支は回るように、結局、収入が減れば

その分、出を抑えざるを得ないという形で、特

に人件費関係を中心に、今、厳しい見直しも

やったところでございまして、何とかことしの

売り上げでも赤が出ない形でやるような感じ

で、最終的には補助金に頼らないような形で、

自主自立という形でセンターは頑張っていると

ころでございます。

当面、補助金の復活はないという○原委員

ふうに理解をさせていただきました。

工業統計というのが何年に１回だったかわか

らないんですが、きょうは平成22年度の決算と

いうことですが、工業出荷額の昨年のデータが

あるんですか、口蹄疫とか、いろいろあったわ

けですけれども。

工業統計に関しまして○冨髙工業支援課長

は、21年の数字が一番新しいということでござ

います。20年と21年を比べますと、例のリーマ

ンショックの関係で大分落ちているという状況

はございます。ただ、22年の数字でいきます

と、鉱工業生産指数 絶対的な数字ではない―

んですが、経済の動きがわかるというもの

が、22年の暦年のものがございまして、これで

いきますと、17年を100とする基準で22年

が102.8、対前年比24.3％の増、４年ぶりの増と

いう数字は出てきております。中身的にいいま

すと、電子部品・デバイス工業関係が90％ぐら

い伸びていると。恐らく新聞紙上でもごらんに

なったとおり、ことしの夏ぐらいまでは電子部
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品関係は好調でございましたので、スマート

フォンの関係で非常に好調で、化学とか輸送機

器、自動車関係、これもかなり22年は伸びてお

ります。ただ、食品工業が本県の場合はやっぱ

り落ちている。これはまさしく口蹄疫の関係だ

ろうなというふうに思っております。そういう

数字がございまして、22年の暦年で申します

と、全体的にはリーマンショックの影響から回

復してきたという数字は出てきております。

ありがとうございました。いい数○原委員

字を聞かせていただきました。

県内で生産しているものの、珍しいもの、余

り話題にならないんですけれども、知らない人

も多いんですけれども、ゴルフの道具、ダン

ロップのゼクシオとスリクソン、都城でつくっ

ていますね。意外と知られていなくて、ゴルフ

の道具の中ではゼクシオというのは、ツアース

テージよりも上をいく、売れ行きナンバーワン

だと思うんです。結構売れ行きが上がっている

んだろうと思うんですが、これについての県と

しての把握というか、どういうふうな生産、製

造状況で、売り上げがどれぐらいで、従業員が

どれぐらいいて、将来の見込みはどうだという

ようなことを何か県として把握されております

か。

都城のダンロップにおき○冨髙工業支援課長

ましては、タイヤが主生産でございまして、こ

の前、私も視察させていただきましたけれど

も、かなり大きな工場がございまして、その横

に、おっしゃるとおり、ゴルフ用品を製造され

ているところがあるということで、そういう情

報は当然把握しているわけですが、県としてそ

の製造にどれだけ関与しているかというと、大

手企業でいらっしゃいますので、その辺の関与

は全く今のところないということ、その製造の

状況、数字等についても、大変申しわけござい

ませんが、把握はいたしておりません。

宮崎の場合、ゴルフ場は韓国だと○原委員

か外国資本にかなり買収されてしまってはいま

すけれども、今もそうなのかわかりませんが、

観光政策上はゴルフを打ち出して、韓国のお客

さんを呼ぼうとか、いろいろありましたね。そ

の道具をつくっている、それもゼクシオという

売れ行きナンバーワンのメーカーがそこにある

というのは特筆すべきことじゃないかなと思っ

ていまして、余りこのことが話題にならないの

は 大手のメーカーですから、直接的に県と―

して関与すべきことはないにしても、何かどこ

かでかかわりを持って、宮崎産のゴルフ道具が

ある、そこにゴルフ場を売りにしているという

ようなことも何かあるんじゃないかなと思って

いまして、だから聞いたんです。後日でいいで

すが、ゼクシオあるいはスリクソンの売上額と

かわかりましたら、我々も個人的にも調べるけ

れども、教えていただいて、ぜひ課長も工場見

学に行っていただいて、どういう状況なのか、

あるいはこういうほかの同じようなメーカーが

例えば宮崎に誘致できないのか、そういうこと

も含めて可能性を探ってみてもおもしろいんで

はないかなというふうにずっと感じていました

ので、意見として申し上げました。何か御意見

がありましたら。

恐らく、数字につきまし○冨髙工業支援課長

ては、企業は秘密等々がございますので、難し

いのかなという気はいたしております。ただ、

委員おっしゃる視点というものを我々全く考え

たこともなかったものですから、新たな御提案

ということで、どうするかにつきましても検討

させていただきますけれども、数字に関しては

ちょっと厳しいものがあるんだろうと思ってい
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ます。

１点だけ伺います。173ページ、○渡辺副主査

アンテナショップの関係ですが、先ほどからお

話が出ていますが、まず日本語の読み方とし

て、アンテナショップの多店舗展開のところで

すけれども、嘱託職員を１人雇用し、調査研究

や情報収集した結果、福岡市に天神みやざき館

を出すことを、開設を決めましたということな

のか、上と下は別々の意味なのか、それはいか

がですか。

調査研究事業の中で、一○金子商業支援課長

環で天神みやざき館の開設にこぎつけたという

ものでございます。

その意味では、この嘱託職員の○渡辺副主査

方が行ってきた調査研究の結果が、今のアンテ

ナショップの事業の展開にどういうふうに生か

されているのかというのを少し伺えればと思う

んですが。

嘱託職員につきまして○金子商業支援課長

は、大都市、例えば福岡地区、関西地区、首都

圏、そしてアンテナショップの手法も今やって

おりますのは直営方式で、例えばついこの前、

大阪の堺のほうの民営方式、あるいはコンビニ

の一角を借りてやるというふうなさまざまな、

多様な手法がありまして、どういった手法でど

ういった場所につくるのが望ましいのかという

ことあたりをこの職員がずっと研究いたしまし

て、そして天神みやざき館の開設にこぎつけ、

その後の運営につきましても、この嘱託職員が

かなり福岡のほうにも出向きまして、切り盛り

したというふうな状況でございます。以上でご

ざいます。

先ほどからアンテナショップの○渡辺副主査

ことが出ていますけれども、新宿の「ＫＯＮＮ

Ｅ」は13年前にできたと思うんですが、そのこ

ろから私はたびたび行っているんですけれど

も、当初に比べれば明らかに、今、売り上げは

下がったとはいえ、人の往来は全く変わったと

いうか、あの場所にありながら以前はほとんど

立ち寄る人もいなかったというような印象だっ

たのを覚えておりますけれども、変わっている

と思うんです。その上でアンテナショップの意

味なんですが、要は、売り上げが上がれば果た

して もちろん赤字が出るより黒字になった―

ほうがいいし、売れたほうがいいのはいいと思

うんですが、ただ、物を販売する場所という意

味ではなくて、逆に言えば、首都圏であったり

関西圏でこれから宮崎の物産品がどれだけ市場

で戦っていけるのか、売る範囲を広げていける

のかというのをある種、見てくるというか調べ

る、だからアンテナなわけであって、そういう

意味で考えると、今、多少お話を聞いたり、い

ろいろしていると、宮崎のメンバーになってい

らっしゃる企業の皆さんは品物を出して売れた

らよかったねというところで終わってしまって

いるような気がして、例えばどうすればさらに

売れるのかであるとか、情報の双方向性がない

のかなと。その中で、もちろん、前知事の効果

で物産品が売れて売上金が上がったから、売れ

ることはいいことなんですが、売れること、額

が上がることというところに主眼が行き過ぎる

と、本来果たすべき役割が欠落していってしま

うんじゃないかという気がしまして、その辺は

いかがでしょうか。

まさに副主査おっしゃる○金子商業支援課長

とおりでございまして、単に売り上げだけであ

れば、その辺のスーパーや百貨店と変わらない

わけでありまして、官がかかわってつくってい

るということは、宮崎県産品がどうして売れな

いのか、どうすれば売れるのか、そういったの
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を見きわめていくテストマーケティングの場だ

と思っております。ですから、最近就任しまし

た２代目の館長は、特に売り上げばかりを志向

するのではなく、やはりアンテナショップの原

点に立ち返って、今、副主査がおっしゃったよ

うな御指摘も踏まえて、やろうとしているとこ

ろでございます。物産センターの会員企業から

も、なかなかフィードバックが弱いというふう

な厳しい御指摘も受けている面もございます。

そういった意味では、スタッフも一生懸命レベ

ルの底上げをしていまして、商品知識をふやす

こと、お客様へどう説明するか、そこらあたり

の研修もかなり力を入れてやっておりまして、

その結果、お客様の反応をまた宮崎にフィード

バックする、そういうふうな本来のアンテナ

ショップとしての役割を果たしていく、それか

ら消費者だけじゃなく、量販店のバイヤー、そ

ういうビー・ツー・ビーの取引の場でもあるわ

けです。せっかくあそこに高い家賃を払って出

ているわけですから、そういった面とか、ある

いは観光の相談コーナー等もありますので、物

産・観光両面であそこの地の利を最大限に生か

せるようにしていく必要があろうかと思ってい

ます。

ありがとうございます。その意○渡辺副主査

味で、まさにこれから、ここに事業として多店

舗展開というふうにあったので改めて伺ったん

ですが、また別の場で議論させていただければ

と思うんですけれども、多店舗展開していく上

でも、埼玉県とか熱心にやっているみたいです

が、コンビニを使った形のものとか、さまざま

な形があるようですし、ねらいをしっかり見据

えた展開が必要かと思いましたので、また改め

て議論させていただければと思いますので、

きょうはこれで結構です。

ほかに質疑はございませんか。○松村主査

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもって前半のグ○松村主査

ループの審査を終了いたします。執行部の皆様

には御苦労さまでした。

後半と入れかわりますので、暫時休憩いたし

ます。

午後３時５分休憩

午後３時14分再開

分科会を再開いたします。○松村主査

引き続き、平成22年度決算について、労働政

策課、観光推進課、みやざきアピール課の審査

を行いますので、それぞれ説明をお願いしま

す。

なお、委員の質疑は、３課の説明がすべて終

了した後にとり行いたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

労働政策課の平成22年度○篠田労働政策課長

決算について御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。当課の平成22年度一般会計の決算額は、

予算額70億7,629万5,000円、支出済額69億7,904

万774円、不用額9,725万4,226円、執行率は98.6

％となります。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたしま

す。12ページをお開きください。（目）労政総

務費であります。不用額は6,109万4,006円と

なっております。主な理由でありますが、若年

者の就労支援、家内労働等に対応するため設置

しております雇用推進員の経費や、就職相談支

援センターの運営等におきまして、執行残が生

じたものであります。また、緊急雇用創出事業

臨時特例基金事業費及びふるさと雇用再生特別
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基金事業費におきまして実施しました市町村補

助事業や、民間企画提案型事業の事業費確定等

により、執行残が生じたものであります。

次に、（目）労働教育費であります。不用額

は140万5,050円、執行率が70.3％となっており

ます。主な理由でありますが、中小企業の労使

双方からの相談に対し助言指導等を行う労働指

導相談事業などにおきまして、執行残が生じた

ものであります。

次に、13ページをお開きください。（目）労

働福祉費であります。不用額は101万7,392円と

なっております。主な理由でありますが、国の

制度である中小企業退職金共済制度に新規加入

した事業所に対して掛金の一部を補助する小規

模事業所退職金制度づくりサポート事業などに

おきまして、執行残が生じたものであります。

次に、（目）職業訓練総務費であります。不

用額は1,109万3,738円となっております。主な

理由でありますが、新規学卒者で未就職の者や

離職者等に対して就職支援を行う新規学卒者等

就職支援事業などにおきまして、就職率の低迷

等により執行残が生じたものであります。

次に、14ページをごらんください。（目）職

業訓練校費であります。不用額は2,264万4,040

円となっております。主な理由でありますが、

委託訓練に係る訓練生に対する訓練手当及び民

間教育訓練機関等に対する就職支援報奨金が見

込みを下回ったことや、離転職者等に対する委

託訓練事業費が見込みを下回ったことなどによ

り執行残が生じたものであります。

以上が労働政策課の平成22年度決算でありま

す。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の労働政策課

のインデックス、178ページをお開きください。

まず、１）の「安心と活力に満ちた長寿社会づ

くり」についてであります。主な事業につい

て、施策の推進のための主な事業及び実績欄で

御説明いたします。シルバー人材センター支援

でありますが、高年齢者に就業の機会を提供

し、社会参加の取り組みを促進するため、県内

全域で事業の周知・啓発等を行っているシルバ

ー人材センター連合会への運営費の補助を行っ

たところであります。

次に、179ページをごらんください。１）の

「産業人材の確保・育成」についてでありま

す。主な事業について御説明いたします。○第新

９次宮崎県職業能力開発計画策定であります

が、平成23年度からの５年間に県内で行われる

職業能力に関する基本となる計画を策定するに

当たっての基礎資料とするため、職業能力開発

ニーズ調査を実施したところであります。ま

た、計画の諮問のため、審議会を開催したとこ

ろです。

○新規学卒者等就職支援でありますが、新規新

学卒者で未就職の者や離転職者で基金訓練を修

了した者の就職を支援するため、民間教育訓練

機関等に対して報奨金を支給したところであり

ます。

次に、180ページをお開きください。県立産業

技術専門校につきましては、平成22年度は４

科、１・２年生合わせて143人に対し職業訓練を

行い、修了生73名を送り出したところでありま

すが、就職希望者のほぼ全員が希望どおりの就

職をしたところであります。また、高鍋校にお

きましては、３科27人に対し職業訓練を行った

ところであります。委託訓練につきましては、

離転職者や母子家庭の母等を対象とした訓練コ

ースを設け、パソコン事務等の訓練を実施し、
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早期の就職に努めました。

次に、182ページをお開きください。２）の

「就労支援と職場環境の整備」についてであり

ますが、主な事業につきまして、183ページをご

らんください。Ｕ・Ｉターン対策であります

が、ふるさと雇用情報センターの運営や、県外

３会場でのふるさと就職説明会を開催し、県外

のＵ・Ｉターン希望者の県内就職の促進と県内

企業の求める人材確保の支援に努めたところで

あります。

次に、県内就職促進強化でありますが、県内

６地区での県内就職説明会の開催等、雇用の掘

り起こしや出会いの場の確保、また企業情報の

発信等を行い、県内就職の促進及び県内企業の

人材確保を図ったところであります。

次に、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費

と184ページのふるさと雇用再生特別基金事業費

でありますが、現下の厳しい雇用情勢を踏ま

え、地域における一時的な雇用・就業機会の創

出、または安定的な雇用機会の提供を図るた

め、市町村補助事業など積極的に事業を展開

し、雇用創出に努めたところであります。

次に、184ページの○新規学校卒業者等雇用創新

出・人材育成でありますが、新規学卒者等の厳

しい就職状況を踏まえ、民間企業等から事業を

募集し、委託することにより、未就職卒業者等

の雇用の場の確保と職業スキルの向上の促進を

図り、安定的な就職の支援に努めたところであ

ります。

次に、就職相談支援センター運営であります

が、就職問題に悩む若年者に対する支援を行う

ため、宮崎市の「カリーノ宮崎」内に設置する

ヤングＪＯＢサポートみやざき及び延岡市の延

岡サテライトにおいて個別カウンセリングやセ

ミナーの開催、就職情報の提供等を行い、若年

者の就職支援に取り組んだところであります。

次に、○若年者等正規雇用化促進特別であり新

ますが、国のトライアル雇用奨励金制度と連動

して若年者に対する助成を行うことにより、若

年者等の正規雇用化の促進に努めたところであ

ります。

次に、185ページをごらんください。働きやす

い職場づくり支援でありますが、働きやすい職

場づくりのため、企業や事業所のトップに具体

的な取り組みを宣言してもらう「仕事と家庭の

両立応援宣言」企業登録制度等により、働きや

すい職場づくりの促進を図ったところでありま

す。

次に、労働福祉でありますが、九州労働金庫

に貸付金の預託を行い、中小企業労働者を対象

とした低利の融資を実施することにより、県内

中小企業労働者の生活の安定と福祉の向上に努

めたところであります。

主要施策の成果については以上のとおりであ

ります。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しましては、特に報告すべき事項はご

ざいません。

労働政策課は以上でございます。

観光推進課の平成22年度○向畑観光推進課長

歳出決算について御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。当課は一般会計と特別会計がございま

す。まず、一般会計ですが、一般会計予算は８

億5,892万円、支出済額は８億3,496万5,383円、

翌年度への明許繰越額は1,000万円、不用額

は1,395万4,617円、執行率は97.2％でありま

す。また、特別会計は、えびの高原スポーツレ

クリエーション施設特別会計と県営国民宿舎特

別会計との合計になりますが、予算額は７
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億4,791万2,000円、支出済額は７億676万円403

円、翌年度への明許繰越額は3,990万円、不用額

は125万1,597円、執行率は94.5％であります。

それでは、16ページをお開きください。初め

に、一般会計について御説明いたします。

（目）観光費で不用額が1,395万4,617円となっ

ております。主な理由といたしましては、委託

事業や補助金の額の確定に伴う執行残などによ

るものでございます。

次に、18ページをお開きください。県営国民

宿舎特別会計についてであります。（目）観光

費で不用額が107万6,862円となっております。

主な理由といたしましては、事務費等の節約に

伴うものでございます。また、執行率が80.2％

となっておりますが、これは、改修工事等につ

きまして必要な工期が不足することから、翌年

度に3,990万円を繰り越したことによるものでご

ざいます。

歳出決算の説明は以上でございます。

次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。

お手元の平成22年度宮崎県歳入歳出決算書の

特別会計の６ページをお開きください。えびの

高原スポーツレクリエーション施設特別会計で

ございます。歳入合計の欄をごらんください。

予算現額２億3,184万4,000円、調定額２億3,184

万4,635円、収入済額２億3,184万4,635円で、収

入未済額はございません。

次に、８ページをお開きください。県営国民

宿舎特別会計でございます。歳入合計の欄をご

らんください。予算現額５億1,606万8,000円、

調定額５億1,636万6,111円、収入済額５億1,636

万6,111円で、収入未済額はございません。

特別会計の歳入決算につきましては以上でご

ざいます。

次に、主要施策の成果について御説明申し上

げます。

お手元の平成22年度主要施策の成果に関する

報告書の観光推進課のインデックスのとこ

ろ、189ページをお開きください。「経済・交流

の舞台づくり」の３の１）の（１）の「地域の

資源を生かした元気な観光地づくり」について

であります。主要な事業について、施策推進の

ための主な事業及び実績の欄で御説明いたしま

す。観光振興応援につきましては、観光振興を

図る企画を公募し、県内の観光関係団体10団体

に委託したものでございます。観光振興のため

の主体的な取り組みが進められまして、本県観

光を支える体制の整備充実や人材の育成を図っ

たところでございます。

次に、コンベンション等開催支援についてで

あります。これまでのノウハウを生かしまし

て、59件のコンベンションの開催支援を実施い

たしますとともに、アフターコンベンションの

受け入れノウハウなどが蓄積されたところでご

ざいます。

次に、○新魅力創出！みやざき観光地づくり改

支援につきましては、各市町村が策定いたしま

した観光地づくりプランに基づいた取り組みな

ど７件に対して補助を行ったものであります。

それぞれの地域において地域資源を生かした魅

力ある観光地づくりのための取り組みが進めら

れたところでございます。

次に、191ページをお開きください。（３）の

「効果的な情報発信と快適な受け入れ環境づく

り」についてでございます。○日本のふるさと改

宮崎誘客促進事業につきましては、大都市圏に

おける観光物産展の実施や、国内外旅行会社等

への旅行商品化の働きかけを行いますことに

よって、本県への誘客の促進を図ったところで
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ございます。

続きまして、192ページをお開きください。九

州新幹線誘客対策につきましては、南九州３県

連携によるＰＲや観光列車などの運行支援、モ

ニターツアー等の実施によりまして、全線開通

によって身近になる本県のＰＲを行ったところ

でございます。

次に、みやざき恋旅プロジェクトにつきまし

ては、宿泊施設等とタイアップしたキャンペー

ンや、東京ガールズコレクションとタイアップ

いたしましたＰＲを行っております。本県観光

の新たな魅力であります宮崎恋旅のＰＲを行っ

たところでございます。

次に、○南九州３県デスティネーションキャ新

ンペーンにつきましては、宮崎・熊本・鹿児島

３県で全国のＪＲグループの旅行会社や航空会

社等も含めて多くの観光事業者を集めました全

国宣伝販売促進会議を行いますとともに、エキ

スカーション 本県の場合は４つのコースが―

ございましたが を実施いたしまして、全国―

の旅行会社等に南九州への送客に向けた情報発

信を行ったところでございます。

次に、○口蹄疫復興緊急誘客及び口蹄疫復興新

みやざき恋旅特別誘客につきましては、口蹄疫

で被害を受けております本県観光の復興を図る

ために、各種のキャリアエージェントとタイ

アップした事業を行ったところでございます。

主要施策の成果につきましては以上でござい

ます。

次に、監査における指摘事項についてであり

ます。

委員会資料にお戻りください。20ページをお

願いいたします。（２）の支出事務についてで

ございます。「新魅力創出！みやざき観光地づ

くり支援事業補助金について、交付決定事務が

大幅におくれているものが見受けられた」とい

う御指摘がございました。これにつきまして

は、市町村等の各種申請団体に対しまして、速

やかな交付申請の提出を指導いたしますととも

に、交付決定前に事業着手することがないよう

周知を図ったところでございます。

次に、（３）の契約事務についてでございま

す。「観光振興応援事業委託について、事業が

一部実施されていないにもかかわらず、契約書

に規定された変更承認手続が行われていないも

のがあった」という御指摘でございました。こ

れにつきましては、事業計画の変更等が生じる

場合には、速やかに協議し、変更手続がなされ

るよう事務手続に留意してまいりたいと考えて

おります。

続きまして、お手元の平成22年度宮崎県歳入

歳出決算審査及び基金運用状況審査意見書の40

ページをお開きください。（６）のえびの高原

レクリエーション施設特別会計に関する審査の

意見・留意事項等についてであります。「平

成22年度は新燃岳の噴火や口蹄疫等の影響も

あって、利用者は大きく落ち込んでいる。この

ため、利用者の確保や適正な管理運営等につい

て、指定管理者と十分連携をとりながら、安定

的な施設の管理運営を行うことが望まれる」と

の意見をいただいております。

続きまして、42ページをお開きください。

（８）の県営国民宿舎特別会計に関する審査の

意見・留意事項等についてであります。「県営

国民宿舎は指定管理者制度を導入し運営を行っ

ているが、えびの高原荘の経営収支は年々損失

額がふえており、特に平成22年度は新燃岳の噴

火や口蹄疫等の影響もあって、大きく落ち込ん

でいる。このため、利用者の確保や適正な管理

運営等について、引き続き指定管理者と十分連
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携をとりながら、効率的かつ安定的な施設の管

理運営を行うことが望まれる」との意見をいた

だいております。えびの高原スポーツレクリエ

ーションと県営国民宿舎えびの高原荘は、同一

の指定管理者において一体的な管理運営を行っ

ていただいております。平成22年度は、御指摘

のとおり、年度前半は口蹄疫、年末以降につき

ましては、降雪や新燃岳の噴火に伴いまして、

鹿児島県からのアクセス道路が長期間通行どめ

となりますなど、旅行環境が著しく悪化したこ

と等から利用者数が減少したところでございま

す。平成23年度からの第２期指定管理者の募集

に当たっては、県への納付金額を減額したとこ

ろでありますが、新燃岳の噴火による韓国岳へ

の入山規制が継続中でありますことから、えび

の高原を取り巻く環境はなかなか厳しい状況に

あります。今後とも、指定管理者とともに、関

係機関や団体とも協議、連絡を密にいたしまし

て、利用者の確保に努めてまいりたいと考えて

おります。

観光推進課の説明は以上でございます。

宮崎アピール○小八重みやざきアピール課長

課の平成22年度歳出決算について御説明いたし

ます。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。みやざきアピール課の一般会計予算額は

２億4,191万円、支出済額は２億3,555万253円、

翌年度繰り越しはございません。不用額は635

万9,747円、執行率は97.4％であります。

次に、目の執行残が100万円以上のものについ

て御説明いたします。19ページをお開きくださ

い。本課の場合、予算上の目は観光費一本であ

りますが、観光費におきまして、執行残が635

万9,747円となっております。これは、みやざき

総合ＰＲ推進事業のうち、「みやざきweeeek」

の実施に当たり、東日本大震災の発生に伴って

事業の一部を中止したことにより委託料の減額

が生じたこと、また口蹄疫の発生により一時期

県外での活動ができなくなりましたことなどか

ら、旅費、消耗品費などの需用費に不用額が生

じたことによるものでございます。

歳出決算についての説明は以上でございま

す。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

お手元の平成22年度主要施策の成果に関する

報告書のみやざきアピール課のインデックスの

ところ、194ページになりますが、お開きをいた

だきたいと思います。３の「活力ある地域づく

り」の１）の（２）の「スポーツランドみやざ

きの全県的な展開」についてでございます。主

な事業につきまして、施策推進のための主な事

業及び実績の表で御説明をいたします。スポー

ツランドみやざき誘致促進につきましては、ス

ポーツキャンプ・合宿の誘致競争が厳しくなる

中で県外からの一層の誘致を図るため、本県の

恵まれたスポーツ環境の情報を発信いたします

とともに、プロスポーツに限らず、企業、大学

等に対して誘致セールス活動を実施したところ

でございます。

○スポーツランドみやざき施設等整備促進に改

つきましては、市町村の有するスポーツ施設の

効果的な改修等を支援し、スポーツキャンプや

合宿の定着化や新規誘致のための環境整備を

行ったところでございます。

次に、○スポーツランドみやざき元気アピー新

ルにつきましては、口蹄疫からの復興事業の一

環といたしまして、元サッカー日本代表の中田

英寿氏の協力のもと、地元マスコミ等も参加し

た実行委員会を設けまして、サッカーマッチ等
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を実施したところでございます。この試合での

収益金のうち約850万円が口蹄疫からの復興のた

めに寄附として県へ贈呈されましたほか、県内

のサッカースポーツ少年団98団体すべてに記念

ボールが贈られたところでございます。

次に、195ページ、（３）の「効果的な情報発

信と快適な受け入れ環境づくり」につきまして

は、農畜水産物や物産、観光など、本県の総合

的な魅力を効果的にアピールするため、大手民

間企業等と連携をいたしまして、首都圏に加

え、関西及び福岡地区において「みやざきweeee

k」を中心的なイベントとする集中的なＰＲを実

施いたしますとともに、マスメディア等を活用

した情報発信を行ったところでございます。

宮崎情報発信マガジン発行につきましては、

食や旅を中心とした本県の魅力を掲載しました

グラフ誌、「Jaja」といいますが、これを作

成、発行し、本県ならではの旬の情報を発信し

たところでございます。

続きまして、196ページの表をごらんくださ

い。○県外みやざき応援団ネットワーク強化で改

あります。本県にゆかりのある方や本県に親し

みや興味を持っていただいている県外在住の方

々にみやざき大使やみやざき応援隊を委嘱いた

しまして、これらの方々の口コミパワーを活用

させていただきながら、宮崎の旬な情報を発信

してまいりました。また、県外みやざき応援団

ウエブサイトを開設して、大使、応援隊の交流

を促進いたしますとともに、よりタイムリーな

情報発信に心がけたところでございます。

○口蹄疫復興みやざき感謝祭実施につきまし新

ては、口蹄疫支援に対する感謝のメッセージを

込めて首都圏でみやざき感謝祭を開催いたしま

すとともに、大手民間企業とのコラボフェア等

の実施により、口蹄疫からの復興、イメージ

アップを図ったところであります。なお、みや

ざき感謝祭は口蹄疫からの復興への、いわば

キックオフ・イベントとして位置づけたところ

でございます。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は以上でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関して、特に報告すべき事項はございま

せん。

みやざきアピール課は以上でございます。

説明が終了いたしました。委員の○松村主査

皆様から質疑はございませんか。

委員会資料の12ページのところな○図師委員

んですが、労働教育費の内容で相談件数が減っ

たがゆえに執行率がかなり下がったということ

ですが、具体的な数字がわかれば教えてくださ

い。

労働指導相談事業ですけ○篠田労働政策課長

れども、これにつきましては、来所・電話相談

が243件ということと、それから社会保険労務士

の方にお願いしていまして、労働施策アドバイ

ザー相談ということで専門的な相談をやってい

るんですが、それが62件、計305件ということ

で、21年度に比べて件数としては７件程度減っ

たところでございます。しかし、減ったのは

今、雇用情勢が厳しい中で、いろいろ労働―

者、使用者の方から専門的な相談があったと

き、社会保険労務士の専門のアドバイザーに相

談する体制にするために謝金等を残していた関

係上、こういう執行残が出たところでございま

す。

相談件数は微減でありながら、さ○図師委員

らなる相談が来ることを見越して、労務費、報

償費を確保しておったがゆえの残という理解で

よろしいですか。
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そのとおりです。○篠田労働政策課長

了解しました。○図師委員

続きまして、13ページの職業訓練総務費です

が、新規事業で新規学卒者等就職支援に関して

執行残があったということですが、就職者がか

なり減ったような内容の説明だったと思うんで

すが、これも具体的な数字がわかれば教えてく

ださい。

一応、予算上380名で組ん○篠田労働政策課長

でいたんですけれども、実質的には64名という

ことで、その残が今回の不用額でございます。

それは余りにも、300名以上が見込○図師委員

みからはずれているわけなんですが、その原因

は。

この新規学卒者等就職支○篠田労働政策課長

援事業ですけれども、新規学卒者を中心に雇用

情勢が厳しいということで、新規学卒者だけ

じゃないんですけれども、離職者等もなかなか

厳しいということで、雇用保険等受給できない

者等、国の基金訓練というのがあるんですが、

その基金訓練を受講した方で、県内に就職する

こと、それから期間の定めのないということ、

４カ月以上の雇用期間があるという条件をつけ

たものですから、雇用情勢が厳しいので、正規

雇用とか４カ月以上の雇用期間というのはなか

なかなくて、パート、アルバイトという形に流

れたということで、今回の報奨金の請求が少な

かったというふうに考えております。

状況はわかるんですが、当初はそ○図師委員

ういう数字が出ることは見越していない予算づ

けだったと思うんですけれども、当初の見込み

よりさらに経済 特に県内の企業を中心とし―

た雇用していただける企業が低迷したというよ

うな理解でよろしいんでしょうか。

条件として期間の定めの○篠田労働政策課長

ないということで、４カ月以上の雇用期間とい

うことでありますので、中には、パート、アル

バイトで１カ月から３カ月内というのはあった

んですけれども、４カ月以上の雇用期間がない

とだめということにしていたものですから、そ

ういうことで、県内の雇用情勢は改善はしてき

ているものの、正規雇用とか４カ月の雇用期間

ではなかなか難しい情勢だったのかなというふ

うに考えております。

関連してですが、これは新規事業○図師委員

で取り組まれた内容ですけれども、見直す方向

は出ておるんでしょうか。

この事業につきまして○篠田労働政策課長

は、22年度から23年度ということで、22年度に

基金訓練を修了した者を対象ということでござ

います。今年度は４月以降、例えば３カ月間は

就職支援の開拓に努めてくださいということを

していますので、既に今年度は人数は確定して

いるところでございます。

23年度決算の成果についてはこの○図師委員

ような数字ではなく、目標に近いといいます

か、予算に近い内容が上がってくるものと、

待っております。

続けて、20ページの監査の指摘事項の中にあ

りました観光推進課の中で、事業が一部実施さ

れていないにもかかわらず、契約書に規定され

た変更の手続がされていないということなんで

すが、要は、委託業者から企画段階というか、

入札段階、応札段階で上がってきた事業内容に

記載されていたものが実施されていなくて、そ

れが変更があったにもかかわらず、事業がその

まま行われたというような解釈でいいでしょう

か。

おっしゃるとおりでござ○向畑観光推進課長

いまして、当初、計画されていた方を雇用する
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という状況だったんでございますけれども、人

員が集まらなかったということで、人材確保が

できなかったというのが１点、少ない体制で事

業を推進することができなかったということ、

この２点でございます。この２点でそのまま事

業を進められていた、そこを私どものほうに

ちゃんとした報告がなされていなかったといっ

たところでございます。

細かな事業内容まではいいんです○図師委員

が、では、当初の企画内容が変更になってい

る、人材が集まらなかった その分の事業費―

が浮いた分の返還はあったんでしょうか。

これは概算払いでござい○向畑観光推進課長

ますので、２回に分けて行いますので、私ども

のほうから、実績に基づいた形の部分がちゃん

と御報告があって、支出はしております。

では、契約変更の手続はされてい○図師委員

なかったけれども、事業実績がないということ

で、その分の事業費支払いはされていないとい

うことでいいですか。

おっしゃるとおりでござ○向畑観光推進課長

います。

わかりました。ただ、予算の執行○図師委員

上は、事業が実施されていないというのは指摘

する内容に値すると思いますので、今後、また

事業者の選定をされる際には、そのあたりの体

制まで十分確認された上での委託を行っていた

だきたいと思います。以上です。

観光推進課の説明書の189ページで○内村委員

すが、7,221万1,000円、公募提案企画を観光関

係団体に委託、10件としてあるんですが、この

ことについてもう少し詳しくお聞かせくださ

い。

この事業は、ふるさと雇○向畑観光推進課長

用の補助金を使いまして行った事業でございま

すけれども、例えば高千穂を初めとする観光協

会とか、いろんな市町村の方々から観光振興に

資するという御提案をいただいたところでござ

います。先ほど10の団体からの御提案があると

申しましたけれども、内容といたしましては、

例えば高千穂にあってはレンタカーを新しく

使って事業をやってみようかとか、北霧島のほ

うでは農家民泊をやってみようかとか、そうい

う新たにチャレンジをする事業というふうにと

らまえて、必ず事業計画をいただきまして、そ

して人員の確保等も含めて審査いたしまして、

事業を委託したところでございます。

観光客が大分ふえたとか、その成○内村委員

果はどのようにとらえていらっしゃいますか。

モデル事業に近い部分も○向畑観光推進課長

ございます。観光客という部分では、やはりそ

んなに簡単にはいかない部分もございますが、

先ほど言いましたように、例えば高千穂ではレ

ンタカーをうまく活用した観光客の入り込みが

ふえたし、また日南市の観光協会にあっては

「海幸山幸」をうまく利用した町歩きとか、そ

ういったものにも使うことができたというよう

な声をいただいているところでございます。

もう一点お願いします。191ページ○内村委員

の日本のふるさと宮崎誘客促進ということ

で6,700万円執行されておりますが、この成果は

どういうもので、どういう事業内容であったか

を教えてほしいと思います。

これはいろんなメニュー○向畑観光推進課長

がございますけれども、例えば航空会社、全日

空や日本航空とタイアップしたキャンペーンを

行いましたり、宮崎カーフェリーと一緒になり

まして、カーフェリーが行います自社企画ツア

ーにつきまして、私どものほうから助成いたし

ましてモニターツアーといいますか、そういっ
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たものを行ってもらったところでございます。

また、ＪＴＢもしくは農協観光、そういった大

手の旅行会社と組みまして、特に口蹄疫で苦し

んでいる部分もございましたので 例えば農―

協観光はことしも含めてですけれども、送客目

標をしっかり立てていただいて、県内のホテル

・旅館とタイアップしたキャンペーンを今でも

継続していただいているようなところでござい

ます。

労働政策課に２件だけ。１件は数○原委員

字です。シルバー人材センターの契約金額の推

移を教えてください。それと、まとめて聞いて

おきます。185ページ、労働福祉ですか、小規模

事業所退職金制度づくりサポート事業は、どの

程度の事業所にどういう内容というか、事業所

の重立った事業、どんなサポートを具体的に

やっているのか。

まず、シルバー人材○平原地域雇用対策室長

センターの契約額の推移についてでございます

が、平成18年度が34億3,100万円、平成19年度

が33億3,400万円、平成20年度が31億7,100万

円、平成21年度が30億7,500万円、平成22年度

が30億8,400万円という流れでございます。

小規模事業所退職金制度○篠田労働政策課長

づくりサポート事業ですけれども、これは対象

が従業員９人以下ということで、中小企業の退

職金の加入をいたしまして、零細なところはな

かなか掛金が出せないということがございまし

て、中小企業退職金制度に加入して、加入から

３カ月分の掛金の２分の１を補助すると。た

だ、１人当たり、従業員を入れて限度額5,000円

ということですけれども、そういう形で支給す

る制度でございます。

かなりの事業所が県内にはあると○原委員

思うんですが、こういう制度をつくっている割

合というのは、大まかな数字でいいんですけれ

ども、むしろ入っていない、つくっていないほ

うが多いんじゃないかと思うんですが、どうな

んでしょうね。つかんでおられれば、概算でい

いですから、アバウトな数字でいいですから教

えてください。

中小企業退職金共済制度○篠田労働政策課長

の加入事業所ですけれども、本年３月末現在

で3,060事業所が入っております。

パーセントとしてはどれぐらいで○原委員

しょうか。

県内事業所が、18年度の○篠田労働政策課長

事業所統計調査によると、５万8,127事業所です

けれども、その割合からいきますと5.3％という

ことになっております。

わかりました。○原委員

今、審議中ですけれども、委員の○松村主査

皆さんにお諮りをしたいと思います。本日の日

程が４時までとなっております。４時を超えて

５時あるいは深夜までということも可能ではご

ざいますが、日程が４時ということでございま

すので、ここでお諮りをしたいと思います。

本日の日程は、このまま継続してよろしい

か、あるいは一たん、ここで中断してというこ

ともございます。日程どおりここで本日の分科

会を終了したいと思いますが、いかがいたしま

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、執行部の皆さん、まだまだ続けた

いところでございますが、本日の日程は４時ま

でとなっております。

ここで暫時休憩いたします。

午後３時57分休憩

午後３時59分再開
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分科会を再開いたします。○松村主査

明日は10時再開を予定しておりますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

本日の分科会を終了します。

午後４時０分散会
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平成23年９月29日（木曜日）

午前10時０分再開

出席委員（８人）

主 査 松 村 悟 郎

副 主 査 渡 辺 創

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員  原 正 三

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 内 村 仁 子

委 員 髙 橋 透

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

商工観光労働部次長 長 嶺 泰 弘

企業立地推進局長 森 幸 男

観光交流推進局長 安 井 伸 二

商 工 政 策 課 長 後 沢 彰 宏

金 融 対 策 室 長 菓子野 信 男

工 業 支 援 課 長 冨 髙 敏 明

商 業 支 援 課 長 金 子 洋 士

労 働 政 策 課 長 篠 田 良 廣

地域雇用対策室長 平 原 利 明

企 業 立 地 課 長 黒 木 秀 樹

観 光 推 進 課 長 向 畑 公 俊

みやざきアピール課長 小八重 英

工業技術センター所長 橋 口 貴 至

食品開発センター所長 工 藤 哲 三

県立産業技術専門校長 押 川 利 孝

県土整備部

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

県土整備部次長
内枦保 博 秋

（ 総 括 ）

県土整備部次長
濱 田 良 和

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
大田原 宣 治

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 中 野 穣 治

管 理 課 長 江 藤 修 一

用 地 対 策 課 長 河 野 俊 春

技 術 企 画 課 長 満 留 康 裕

工 事 検 査 課 長 前 田 安 徳

道 路 建 設 課 長 白 賀 宏 之

道 路 保 全 課 長 谷 口 幸 雄

河 川 課 長 野 中 和 弘

ダ ム 対 策 監 森 茂 雄

砂 防 課 長 東 憲之介

港 湾 課 長 坂 元 政 嗣

空 港 ・ ポ ー ト
矢 野 透

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 大 迫 忠 敏

建 築 住 宅 課 長 伊 藤 信 繁

営 繕 課 長 酒 井 正 吾

施設保全対策監 上別府 智

高速道対策局次長 沼 口 晴 彦

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 野 中 啓 史

分科会を再開いたします。○松村主査

昨日は、労働政策課、観光推進課、みやざき

アピール課の説明が終わり、質疑となっており

ました。それでは、引き続き、質疑を求めたい

と思いますが、御意見はございませんか。
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主要施策の報告書の178ページです○丸山委員

が、シルバー人材センター、この前は請負の質

疑があったと思うんですが、会員が毎年毎年

減ってきていて、今後、活性化を図りながら会

員の確保もしていかないと 今後のシニアパ―

ワーを生かすとか、また生きがいを持っていた

だくことによって県勢発展にもつながっていく

と思っているんですが、平成22年度では確保対

策には何らかの取り組みとかやられたのか。よ

く聞いている話では、市町村合併があった関係

で旧町の会員がなかなかうまくフォローアップ

できないということも聞いているんですが、そ

の辺の実態についてお伺いしたいと思っている

んですが。

シルバー人材センタ○平原地域雇用対策室長

ーの会員の減少の原因の一つは、法律による定

年年齢の引き上げに伴って高年齢者雇用確保措

置義務が課されたことから、60歳以上になって

も、65歳までは働き続けられる方が多くなって

きたこともございまして、退職後に入会するシ

ルバー人材センターの数自体が 余り会員が―

ふえてきていないという実態がございます。そ

のような中で、会員の確保とか、仕事の拡大と

いうようなことで、これは国の事業なんです

が、シニアワークプログラムという企画提案型

の事業がございまして、これは連合会のほうで

受託いたしまして、技能の講習 訪問介護、―

調理の補助、庭の管理、パソコンですとか、セ

ンターのほうで受託するさまざまな仕事をやり

まして、事務系の方でもいろんな仕事をやれる

とか、そのような取り組みをしながら確保に努

めているというような状況でございます。

具体的には、連合会で受託した事○丸山委員

業が国のどれぐらいの予算なのか、それでどれ

だけの会員確保につながっているというふうに

認識すればよろしいでしょうか。

まず、先ほど説明い○平原地域雇用対策室長

たしました国のシニアワークプログラム事業に

つきましては、連合会のほうで、23年度ですけ

れども、4,000万円程度の事業をやっておりま

す。それから、実際の求職者と仕事のマッチン

グ等をする事業で、これも別に国のほうの事業

として、シニア就業支援プログラムという事業

なんですが、23年度で約1,800万円程度の事業を

受託しております。具体的に何人というのは把

握していないんですが、求職者の登録というこ

とで、先ほど説明しましたシニア就業支援プロ

グラムのほうでは、今年度1,000人以上の登録を

目標に事業を進めているところでございます。

1,000人以上の登録を追加したいと○丸山委員

いうことだと認識してよろしいんでしょうか。

必ずしも新規会員が○平原地域雇用対策室長

ということではないんだろうと思います。実際

の就業とのマッチングの登録ということですの

で、ただ、その中で就業の新規の会員も開拓し

ていくという考え方で 最近は新規の登録の―

相談等がふえてきているとは聞いております。

できるだけシルバー人材センター○丸山委員

は、成果の②に書いてあるとおり、労働局と連

携し、活性化を図っていく必要があるというふ

うに書いておりますので、宮崎県は高齢化率が

全国より５年進んでいるというふうに言われて

おりますので、こういうのもうまく生かしてい

かないと宮崎県の県勢発展につながらないん

じゃないかと思っていますので、頑張っていた

だきたいと思っています。

次に、179ページの新規事業、この前の委員会

で説明のありました職業能力開発計画策定のこ

とでお伺いしたんですが、審議会を１回しか開

いていないということでよかったのか。もう一
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つは、具体的に調査業務を1,5 0 0社、高校

生1,200人にやっているんですが、その割に、こ

の450万円という金額が何に使われたかというの

がちょっとイメージがわかないものですから、

その辺をお伺いしたいと思っています。

まず、審議会を１回とい○篠田労働政策課長

うことですけれども、これにつきましては、国

の基本計画が最終的にことしの４月15日に出て

きたんですけれども、それを待っていたんでは

今年度前半の県の計画の策定が難しいというこ

とで、まずは１回目の審議会を開きまして諮問

しまして、現状分析とか、そういうところを審

議会の委員に御説明したところでございます。

それから、２点目のニーズ調査ですけれど

も、これにつきましては、例えば事業所がどの

ような人材を抱えているか、あるいは行政にど

のようなものを求めているか、高校生につきま

しては、例えば高校生はどのような就職希望が

あるか、県内なのか県外なのか、そのあたりを

踏まえて計画の中に生かそうということで業者

のほうに委託したところでございます。学校と

か、そういうのを通じた関係で金額的にはこれ

ぐらいで済んだというふうに考えているところ

でございます。

業者に委託というのは、業者の方○丸山委員

が各企業とかに戸別訪問をやられたということ

でいいのか、もしくは郵送でぽんと送って、そ

れを解析するという手法、どちらをとられたと

いうことでよろしいでしょうか。

業者に委託しまして、ま○篠田労働政策課長

ず業者のほうは事業所にアンケートの調査用紙

を送りまして、当然、回収率を上げなきゃいけ

ないということがございますので、そのあたり

で催促等をお願いして、またわからないところ

は聞いたりして、その結果を踏まえて分析まで

していただいたところでございます。

私もこの前の計画を見たときに、○丸山委員

なかなかわかりづらいというのと、具体的に宮

崎県の今後の労働政策といいますか この450―

万円、かなり使っているということは、この５

年前後の計画の指標になると思っているもので

すから、これだけお金を使っているということ

を認識すれば 頑張っているということはわ―

かるんですが、何か掘り起こしといいますか、

本当に企業がどういうものを求めているか、高

校生がどういうことを求めているかという、具

体的な施策が今後出てくるというふうに理解し

てよろしいでしょうか。

計画はあくまでも大枠で○篠田労働政策課長

ございますので、これから例えば５年、毎年度

ごとでございますけれども、産業ニーズ等を踏

まえて具体的な施策に反映させていきたいとい

うふうに考えております。

この計画をつくるのにも450万円か○丸山委員

かっているということになると、絵にかいたも

ちじゃなくて、具体的に宮崎県の労働政策がで

きるようにお願いしたいと思っています。

次に、180ページの県立産業技術専門校のほう

で昨年よりも約１億円ふえているんですが、調

べてみましたら、昨年の８月か９月補正で口蹄

疫の影響で離職を余儀なくされた方々が再就職

するための職業訓練をやりますよというような

ことで、9,950万円ぐらいをかけてやっていらっ

しゃるんですが、この成果についてお伺いした

いと思います。

昨年の９月補正で、口蹄○篠田労働政策課長

疫に伴う離職者の方を対象に委託訓練を３コー

ス １コース20人を県内３地区でやったわけ―

でございますが、具体的には、口蹄疫の関連の

離職者はその訓練には参加してこなかった状況
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でございます。

20名の３地区ということなんです○丸山委員

が、実際には口蹄疫の影響じゃない人が来られ

たということか、確認させてください。

委託訓練ですので、例え○篠田労働政策課長

ば離職者を対象にしていますけれども、特に先

般９月補正でお願いした分は、口蹄疫に伴う離

職、例えば関連産業の方がいらっしゃったら優

先的に職業訓練を受けるように、そういうこと

を条件に訓練コースを設定したわけでございま

すが、結果としては口蹄疫に伴う離職の方はい

なくて、通常の一般の離職の方を対象に訓練を

実施したということでございます。

20名３地区ということですが、３○丸山委員

地区というのはどこで、また、それぞれの定員

が20名すべて来られたということでよろしいん

でしょうか。

宮崎、都城、日向地区で○篠田労働政策課長

各１コースやりまして、定員20名に対してそれ

ぞれ20名集まっております。

目的には口蹄疫と書いてあったん○丸山委員

ですが……。口蹄疫から離職される可能性が高

かったのが 児湯方面を中心にして豚とかの―

インテグレ関係の方たちがかなり離職されるん

じゃないかなというように我々は認識してお

り、それに対する職業訓練ではないのかなと

思っていたんですが、その辺を切りかえてもい

いという判断はどの辺でされたというふうに認

識すればよろしいでしょうか。

まず最初に、すべてを口○篠田労働政策課長

蹄疫の被害者、関連の事業所の従業員というこ

とで埋めるつもりでいたんですけれども、最

初、訓練を委託するときに委託先に対しまして

は、そういう方を優先的に訓練をさせてくださ

いと、そしてそういう方がいなければ一般の離

職者でも訓練を埋めていくということでやった

ところでございます。

私は昨年、商工の委員会でなかっ○丸山委員

たものですから、県議会にはそういうような報

告はしていらっしゃるということでよろしいで

しょうか。

補正の説明のとき、口蹄○篠田労働政策課長

疫の離職者を優先的に訓練しますということを

話しましたけれども、場合によってはほかの一

般離職者も含めてということは説明しておりま

す。

松村主査のほうが児湯のほうの雇○丸山委員

用状況とかは詳しいと思うんですが、かなり心

配しておりましたので、それがニーズがなかっ

たといいますか、職業訓練のコースがどうだっ

たのかというのもあったんじゃないかと思うん

ですが、現場とのやりとりなんかはやられたと

いうこと コースがどういうコースか私もわ―

からないんですが、そのコースが児湯方面で離

職される可能性が高い職種に対しての雇用対策

みたいな形のコースじゃなかったということも

あり得るんでしょうか。

この職業訓練につきまし○篠田労働政策課長

ては、当然、受講者のニーズということもござ

いますので、宮崎労働局とも連携しながらコー

スの設定をしたところでございまして、通常一

般的に、口蹄疫の関係で離職している方は、例

えばパソコンのスキル等がないと前提となりま

せんので、そういう訓練科を設定したところで

ございます。

一番最初の目的とちょっと違うも○丸山委員

のですから、それが気になったものですからあ

えて質問させていただきました。

続いて、182ページの認定職業訓練者数の推移

を見てみますと、平成22年が1,309名、この表の
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中でいうと平成19年が一番大きいんですが、失

業率も結構高いから、本来はこういう認定訓練

校に行く可能性も高いんじゃないかなと思って

いたんですが、減ってきているというのはどう

いう理由があると認識すればよろしいでしょう

か。

認定職業訓練は、例えば○篠田労働政策課長

事業所に雇用された従業員を対象に訓練を行う

わけでございますが、認定職業訓練校を構成し

ている企業は零細企業等が多くて、なかなか人

を雇用できないという状況等もございましたの

で、その方々を対象とした訓練がなかなか集ま

らなかったという状況でございます。

そうなりますと、宮崎県は中小零○丸山委員

細企業が多いと思いますので、この辺の感覚を

今後どうやっていくのか、先ほどから言ったよ

うに、450万円ぐらいかけてせっかくつくった計

画ですから、そういう中小零細企業をどうやっ

て救っていくのかというのを考えると、この辺

のこともリサーチし、計画しながら、今後は、

何らかの訓練をすることによって技術の向上な

り、もしくは所得の向上なり安定なりにつなげ

ていただくようなことをもう少しきめ細かに

やっていただければありがたいのかなというふ

うに思います。

産業技術専門校の就職率が年々落ちてきてい

る状況なんですが、やはり経済状況なり、今

持っているコースなりが影響しているんではな

いのかなと思いますが、昨年度の就職に対する

活動といいますか、どのようなことをやられた

のか、まずお伺いしたいと思います。

産業技術専門校の本校に○篠田労働政策課長

つきましては、これまで雇用してもらった事業

所等を校長以下職業訓練指導員の方が回って、

求人開拓を行っておりますし、また高鍋校につ

きましては、中卒訓練ということで、雇用情勢

が厳しい中で、そのあたり雇用の場がないんで

すけれども、職業訓練指導員あるいは職業訓練

のアドバイザーがいらっしゃいますので、そう

いう方々が各企業を回って求人開拓に努めたと

ころでございます。しかし、依然、雇用情勢が

厳しい中で、建築とか塗装科等でなかなか就職

ができなかったという状況がございます。

言っていいのかどうかなんですけ○丸山委員

れども、東日本大震災が起きまして、復興が始

まっていけば、そういう建築関係なり塗装関係

なり、かなり技術者等も要るんじゃないのかな

というふうに思っているんですが、東北のほう

からそういう技術者が必要なんですよというよ

うな話とかはあるものでしょうか。

建築業の方に聞いてみた○篠田労働政策課長

んですけれども、まだ宮崎県まではそういう話

は来ていないという状況で、恐らく東北周辺の

県等にはそういう話は行っているんじゃないか

と思うんですけれども、宮崎の業者までは話は

来ていないという状況でございます。

県議会の中でも昨年、なかなか向○丸山委員

こうに行けないということも含めてというわけ

じゃなかったんでしょうけれども、リフォーム

をしてほしいというような請願の採択も出し

て、リフォームすることによって、県の補助金

だけじゃなくて、いろんなところをやってお金

が回ったり、雇用の拡大にもつながっていく

じゃないかということで決議までやっているん

ですが、23年度には基本的には予算化されな

かったということもあって、労働政策サイドと

しても、こういう現状があればもう少し専門校

の人たちが働けるような場としても、商工サイ

ドとしても何らかのそういうアタックも今後は

よろしくお願いしたいかなというふうに思って
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おります。

委託訓練生の就職率もなかなか厳しいという

説明もきのうあったんですが、全国的にも厳し

いのかもしれませんけれども、全国に比較して

宮崎県はどうなのかというのがもしわかってい

ればお伺いしたいと思います。

まだ22年度の全国は出て○篠田労働政策課長

いないんですが、21年度が県のほうは66.2％で

すけれども、全国の委託訓練の就職率は57.4％

ということで、上回っているという状況はござ

います。

せっかく委託訓練をした方ですか○丸山委員

ら、できるだけ訓練を生かして就職できるとい

うことも必要なのと、もう一つ、産業専門校と

も関連するんですが、就職してずっと継続して

そこで働いているのかを含めて、就職に関して

は県がどこまでフォローアップできるか難しい

のかもしれませんけれども、やっていただけれ

ばありがたいのかなと思っております。

引き続き、労働政策課にお尋ねし○髙橋委員

ますが、184ページの就職相談支援センターでヤ

ングＪＯＢサポートの運営状況ですけれども、

相談者数が延べとなっていますが、実人員とい

いますか、実数がわかりますか。

申しわけございます○平原地域雇用対策室長

せんが、実数は把握できておりません。

実数がわかると 就職決定者数○髙橋委員 ―

が少ないじゃないですか。何回も来て161人なん

ですというところがちょっとつかみにくいなと

思って聞いてみました。これはわかりますか、

今はわからなくても。

今までそういうとり○平原地域雇用対策室長

方をしておりませんでしたので、データとして

は持っておりません。

私がイメージしていたのは、相談○髙橋委員

者のケースみたいなものがつくられるんだとい

うふうに思っているんですけれども、でない

と、次に来たときに、また指導の仕方だってあ

ると思うんです。もしなかったら、私はそこは

改善すべきじゃないかと思います。

確かに、継続的に御○平原地域雇用対策室長

相談に見えられる方も結構いらっしゃいますの

で、現場と相談いたしまして、そういうとり方

ができるかどうか検討してみたいと思います。

関連している事業ですけれども、○髙橋委員

若年者自立支援強化事業ですけれども、出張相

談をやっていらっしゃいますね。34人が非常に

少ないなというふうに思ったものですから、こ

れ実数ですか、延べですか。

これは延べでござい○平原地域雇用対策室長

ます。

先ほどと一緒で、実数もわかりま○髙橋委員

せんね。

わからない状況で○平原地域雇用対策室長

す。済みません。

出張相談の日程というのは、いわ○髙橋委員

ゆる啓発等、１日だけだったのか、２日だった

のか、その辺、詳しく教えてください。

ヤングＪＯＢの出張○平原地域雇用対策室長

相談につきましては、都城、日向、日南、小林

で、昨年度は毎月１回ずつやっております。出

張相談については、各市町村の広報等にお願い

をするとか、地元の新聞に投げ込みをいたしま

して取り上げていただくとか、そういう取り組

みをいたしております。

都城、日南、小林、日向で30人と○髙橋委員

いうのはちょっと少な過ぎるなというふうに

思ったものですから、啓発なり、毎月１回とい

うのはやむを得ないかもしれませんが、いろい

ろ工夫されて、相談者はいっぱいいると思うん
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で、工夫をいただきたいと思います。

都城につきまして○平原地域雇用対策室長

は、今年度から強化をしようということで、毎

週１回という形にふやしております。

ありがとうございます。○髙橋委員

続けていいでしょうか。観光推進課にお尋ね

しますが、189ページの○新魅力創出！みやざき改

観光地づくり支援事業、これは監査指摘事項で

挙がっていますね。交付決定事務が大幅におく

れたと説明がありましたが、この原因として、

市町村、いわゆる事業を求めているところの申

請がおくれたというふうに説明されたような気

がするんですが、その認識でよろしいでしょう

か。

みやざき観光地づくりの○向畑観光推進課長

場合は、どうしても観光地づくりのプランをつ

くらなくちゃいけないという条件がございまし

て、このプランをつくる際の準備がなかなか手

間取られたと。申請はされたんですけれども、

中身を見て、もう少し創意工夫が必要だとか、

そういった手続の部分がございまして、申請が

おくれた形になります。

その申請の時期とか、交付決定の○髙橋委員

時期を確認したいんですけれども、これは単年

度で結果を出すものじゃないですね。ずっと今

から結果を出していけばいい事業だから、交付

決定がおくれても、早いにこしたことはないん

でしょうけれども、何年もかけて結果を出すも

のですから、そんなに影響ないという認識でい

いですね。

委員おっしゃるとおり、○向畑観光推進課長

やはり観光地づくりのプランというのは、拙速

でつくられるよりも、もう一度自分のところを

見直して、その宝を磨いていくというのが第一

義でございます。そして、そのプランに基づい

ていろんな整備が行われる、もしくはいろんな

プロモーションとか、そういったことが行われ

ますので、単年で終わるというよりも継続して

やっていただく、そのためにはプランづくりに

は少し時間をいただいたという形になっており

ます。

わかりました。○髙橋委員

観光推進課、191ページのフィルムコミッショ

ン、これがスタートしてから予算規模というの

はだんだん小さくなっているという感じがして

いるんですが、いわゆるロケ地照会は、相手か

ら照会があるということで理解するんでしょう

か。

基本的に、私どもフィル○向畑観光推進課長

ムコミッションのほうで、宮崎のいろんなもの

がございますと素材ＰＲはしているんですけれ

ども、こういう照会というのは相手からの照会

でございます。

相手から83件あって、結局、実際○髙橋委員

に撮影したのは23件ということなんですね。宮

崎は素材に恵まれているというふうにいいなが

ら、結果的に23件、撮影支援ということになっ

ているから、もっと相手が魅力にとりつかれる

ような誘発ができないものか。それにはもう

ちょっと予算を膨らませないと、目で見て実際

に来てもらって、やっぱり来てもらえば 照―

会というのは媒体はどういったものなんでしょ

うか。

情報提供の点でいいます○向畑観光推進課長

と、私どものホームページへのアクセス、特に

フィルムコミッションに関する素材を見られる

アクセス数は年間大体３万7,000件ございます。

そして、そういったところから制作会社のほう

が見られて私どものほうにお問い合わせがある

のが、テレビドラマ、釣り番組、ＣＭ等がやは
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り一番多くなっているところでございます。

これは観光と密接に関連するんで○髙橋委員

すね。映像で流されると、今までもずっと脚光

を浴びたところは、何らかのタイミングで映像

化されてそこに観光客が殺到したとか、ブーム

が起こったりしていますから、私は、これはも

うちょっと力を入れてもらって、撮影支援がふ

えるような取り組みをお願いしたいなと思いま

す。

おっしゃるとおり、私ど○向畑観光推進課長

も国内外にＰＲをやっております。22年度の実

績をいいますと、日本で言うところの「渡る世

間は鬼ばかり」のような番組で、台湾に「夜市

人生」というのがございますが、宮崎で取材さ

れて、それがＰＲされて おっしゃるよう―

に、観光地を国内外にＰＲするためにはこの

フィルムコミッションを有益に使っていきた

い、活用していきたい、かように考えておると

ころでございます。

お願いします。○髙橋委員

最後に、みやざきアピール課にお願いしま

す。196ページ、県外みやざき応援団ネットワー

ク強化事業のみやざき大使161人、みやざき応援

隊485人ということで登録があるみたいですけれ

ども、私が認識不足なのかもしれませんが、余

り知らないんです。ホームページとか見れば出

てくるのかわかりませんが……。

確かに、大○小八重みやざきアピール課長

使、応援隊につきましては、特に大使の場合

は、県庁で前東国原知事が行いましたような委

嘱式がある場合にはよく御理解いただけるんで

すが、現地に行って、例えば宮崎に企業の支店

長で来られた方がお戻りになるときに大使を委

嘱するとかいうような場合には、そういうセレ

モニー的なものがございませんので、よくわか

らないという向きもいらっしゃると思います。

ただ、県庁のホームページをごらんいただきま

すと、私どもみやざきアピール課のところに、

大使の方々が、有名などういう方がいらっしゃ

るかというようなこともございますし、昨年、

この予算の中で、大使、応援隊の方々向けのホ

ームページというのを開設いたしました。この

ホームページにつきましては、大使、応援隊の

方のみが書き込みができるというものではござ

いますが、皆様に公開をしておりますので、ど

ういう方がどういう書き込みをされていると

か、どういう動きをされているとかいうのを随

時ごらんいただけますので、まさにこれが昨年

の予算でいただいて、今、運用が緒についたと

いうところでございますので、これから期待で

きるところではないかと思っております。

総括で言ったほうがいいのかもし○髙橋委員

れませんが、きのう、商業支援課でアンテナ

ショップがちょっと話題になったじゃないです

か。渡辺副主査も質疑しましたが、アンテナ

ショップの売り上げばかりが注目されて、そこ

で一喜一憂するんじゃなくて、あくまでも手段

で、目的はあそこの売り上げが伸びることじゃ

ないと思うんです。いろんなところで宮崎県産

品が売られるような場所づくり、場所開拓、そ

のために、こういうみやざき大使とか応援隊の

方が活躍いただいているんだろうなと思ってい

るんです。だから、そういったアンテナショッ

プに出場機会があるかどうかというのはどうな

んでしょう。

アンテナ○小八重みやざきアピール課長

ショップへの出展云々というのは、私のほうで

はよくわかりませんが、ただ、応援隊の方につ

きましては、東京エリア、関西エリア、福岡エ

リアで毎年１回交流会をさせていただきまし
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て、意見交換等もしていただいております。そ

の中から、お互い、他業種の方とお話をすると

か、あるいは宮崎のものを使って何かをつくろ

うというような動きも出てきております。直近

の例で申し上げますと、滋賀県に「魚忠」とい

う料亭がございます。ここはおかみさんが宮崎

の御出身の方なんですが、宮崎のヘベスを使っ

てケーキをつくるとか、そしてそれを何とかル

ートに乗せようとか、あるいは宮崎のヘベスを

使ったジェラートといいますか、アイスクリー

ムをつくって、それをルートに乗せようという

ような動きもされておられます。それを支援す

るような方もあらわれておりますので、そう

いった意味では、商業支援課が行っておられる

「ＫＯＮＮＥ」との連動というようなことも考

えられるかと思います。

わかりました。○髙橋委員

観光のほうですけれども、192ペー○内村委員

ジです。みやざき恋旅プロジェクトというの

と、３つ、新規事業と口蹄疫復興のほうとある

んですが、合わせて5,200万円ということなんで

すが、この内容とその成果をお尋ねします。

みやざき恋旅プロジェク○向畑観光推進課長

トでございます。みやざき恋旅の場合は、宮崎

の神社等で恋とか愛とか、そういったものと結

びつけた、20代の方、30代前半の方たちをター

ゲットにした新しい旅行商品をつくっていただ

くということで、恋旅キャンペーンということ

を行っております。

この事業に関しましては、やはり女性の方で

すので、若い女性の方が興味があられるであろ

うということで、東京ガールズコレクションを

主催される方々とタイアップいたしまして、平

成22年度は、９月、３月、２回に分けたキャン

ペーンを行いました。東京ガールズコレクショ

ンの会場の中でキャンペーンを行ったところで

ございます。それとあわせてマスメディアを十

二分に活用させていただいているところでござ

います。そういったこともございまして、県

内24カ所を周遊する、携帯電話で回って自分の

ルートをつくっていくというのがございます

が、こういったキャンペーンを２回ほど行いま

した。あわせてテッパンルート そういった―

恋旅の神社ゆかりのところを訪問できるような

ルート設定もいたしまして、多くの方に参加を

していただいたところです。そういったＰＲが

重ねられることによりまして、最近では大手の

旅行会社のほうから恋旅をキーワードにした旅

行商品もおつくりになっていただいているとい

うような状況でございます。以上でございま

す。

旅行商品をつくっていらっしゃる○内村委員

ということですが、それに対しての旅行客がこ

ちらのほうへ見えたかどうかということの把握

はしていらっしゃいませんか。

先ほど申し上げました○向畑観光推進課長

テッパンルートにございます例えば青島神社、

高千穂、そういった県内の各所を訪問してい

らっしゃるというふうに伺っております。22年

度になりますと、トータルで16社の旅行会社の

方々が17の商品、ルート設定をしていただいた

商品を送っていただきまして、約２万人近い送

客がなされているというような御報告をいただ

いているところでございます。

認識不足で済みません。東京ガー○内村委員

ルズコレクションというのは、どこに所在と

か、事務所とかがあるのかを……。

東京ガールズコレクショ○向畑観光推進課長

ンはＦ１メディアという会社がされていらっ

しゃるんですが、若い女性の方、そしてプロの
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モデルもそうなんですけれども、一般の方々が

モデルになられるというような、ある程度高い

プレタポルテみたいなところ パリとか向こ―

うから発信するのではなく、消費者目線で新し

い視点でファッションをされていらっしゃると

いうところで、本社は東京でございます。

ありがとうございました。○内村委員

きのう不在だったので申しわけな○緒嶋委員

いんですけれども、192ページ、口蹄疫復興緊急

誘客事業、これはかなりメリットというか、実

績は上がったというふうにとるべきなんです

か。どういうふうに理解されております

か、3,000万円使ってどれぐらい効果が上がった

というのは。

なかなか厳しい宮崎の観○向畑観光推進課長

光業界でございますので、この誘客事業におき

まして、平成22年度下期ですが、口蹄疫の非常

事態宣言が終わった後には10の商品といいます

か、キャンペーンを旅行会社とともにしていた

だきました。例えば、ＪＲ旅連の全国に向けた

「宮崎へ行こう」というキャンペーン、農協観

光がやられた「がんばろう宮崎」キャンペーン

とか、そういったものがございまして、なかな

か厳しい状況ではございましたが、ある程度の

送客が上がるときに新燃岳が出てしまったとい

うような状況でございました。そして、この

キャンペーンは、23年度に向けた旅行商品のつ

くり方ということで、15の団体、例えば全日

空、ＪＡＬ、そういった航空会社も含めてです

けれども、そういった方々と組ませていただい

て、23年度に向けた旅行商品の造成を図ったと

ころでございます。

3,000万円という金額的にかなり大○緒嶋委員

きな金額の割に、それはいろいろタイミングと

いうか、新燃岳が噴火した、そういうことも

あったのかもしれませんけれども、時宜を得た

タイミングで行われたのかなという思いがした

から……。

九州新幹線誘客対策ですが、きょうの南日本

新聞に新幹線効果は鈍行並みと書いてあったわ

けです。宮崎県の人が新幹線に乗って帰るだけ

だと。宮崎県の人が鹿児島に行って新幹線に

乗って福岡に行く。新しい観光客的な人がふえ

ていない。数からいえば、そのほうが多い。県

民のためには利便性は上がったが、観光客のた

めにどれだけ新幹線効果があるかというのは

ちょっと疑わしいというようなことがあったん

ですけれども、その辺の認識はどういうふうに

持っておられるか。

けさの南日本新聞の記事○向畑観光推進課長

だと思いますが、この記事を見ておりますと、

ＪＲ九州の宮崎本部の川原部長もおっしゃって

いるように、宮崎の方々が外に出ていかれると

いう状況があることも一つだと思います。ま

た、この新聞記事では、最後のほうで少し旅行

客がふえつつあるというようなお話もございま

すが 先般、私どもがＪＴＢと一緒になりま―

して、「もりもり宮崎」というキャンペーンを

張らせていただきました。その折には送客目標

が２万7,000という数字でございましたが、３万

を優に超えるというようなデータも上がってお

りますし、高千穂にあってはレンタカーが、先

般もちょっとお話しさせていただいたと思うん

ですが、伸びております。私どもは、この新聞

の記事自体は真摯に受けとめなくちゃいけない

と思っておりますけれども、やはりじわっと、

鈍行よりももう少し普通列車なりの動きで宮崎

へお客様は来ていただいているんじゃないかな

と、かように考えているところでございます。

労働政策課、県立産業技術専門校○緒嶋委員
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のいろいろな就職率もちょっと落ちぎみで、施

策の成果の中で、カリキュラム等の見直しを検

討する必要があるというふうに明確に書いてあ

るわけですが、具体的にカリキュラムを見直し

ておられるわけですか。

現在、産業技術専門校と○篠田労働政策課長

一緒になりまして、カリキュラムの見直しの検

討を行っているところでございます。

やはりニーズに合った方向にカリ○緒嶋委員

キュラムが変わっていかないと、就職率も悪い

し、生徒さんもなかなかうまく来てくれないん

じゃないかなという気がするんですが、来年度

から新たなカリキュラムで生徒募集をされるわ

けですか。

当然、カリキュラムは今○篠田労働政策課長

年度中に見直しを行うつもりでおるんですが、

それに伴って、例えば職業訓練指導員の確保と

か、いろいろありますので、来年度は間に合い

ませんので、再来年度から早ければそういう形

でいけるように努力していきたいと考えていま

す。

具体的には、将来の方向性という○緒嶋委員

のはどういうふうな視点でカリキュラムの見直

しをやっておられるわけですか、内容的には。

まず、業界のニーズを踏○篠田労働政策課長

まえると、例えば現在、産業技術専門校は４訓

練科あるんですけれども、特にこういうあたり

を重点的に専門校で教えてきてほしいという分

野がありますので、そのあたりに特化した、訓

練科の中でコース分けするとかいう形もあるん

じゃないかなと考えております。

やはり将来はどこの学校も、専門○緒嶋委員

校もでしょうが、生徒数が減ってくるわけで

す。そうなるとニーズに合ったものを早く見定

めて、そういうふうにしなければ専門校そのも

のの存立がまた危うくなるような可能性もなき

にしもあらずだろうというふうな気もしますの

で、ぜひそういうふうに見直しを早目にやっ

て、25年度から、人的な体制、スタッフも必要

ということですが、その辺も考えて早目早目の

対策を立てておく必要があるんじゃないかと思

いますので、そういうふうな視点で頑張ってい

ただきたいというふうに要望しておきます。

184ページ、労働政策課のところ○渡辺副主査

ですが、最初の御説明にあったかもしれません

が、再度伺いたいのが、新規学校卒業者等雇用

創出・人材育成事業とありますが、民間企業等

への委託の件数34件、新規雇用失業者数133人と

あるんですが、これをもう一度、中身を少し御

説明いただいてもいいですか。

この事業は昨年度の○平原地域雇用対策室長

新規事業ということで、当時、新規学卒者の就

職内定率が非常に悪い状態で推移しておりまし

て、その中で、雇用創出と、雇った中で人材育

成をして次の就職につなげる形も含めて、民間

企業への委託ということで募集をして、応募件

数が46件ございまして、そのうち35件採択をし

たんですが、１社については採択後に事業の実

施が困難だということで向こうから申し入れが

ございまして辞退がございまして、最終的に

は34社と契約をいたしました。新規雇用失業者

数は133名ということでございましたが、133名

中、途中で退職された方が25名おられまして、

それ以外の方のうち、実際の委託企業で継続的

に雇用された方が51名、その会社からほかの会

社で就職された方が33名というような形になっ

ております。

もう少しイメージとして、何を○渡辺副主査

どういう場所で、どんな作業というか、仕事を

しながら、仕事のノウハウをどのくらいの期間
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としてやるのかというのを御説明いただければ

と思います。

具体例を少し申し上○平原地域雇用対策室長

げますと、一つは、ソフトウエア関連の企業に

おいて失業者を雇用いたしまして、コールセン

ターの人材育成を行いまして、これは６名採用

したんですが、３者を自社で正規雇用いたしま

して、残りは他のコールセンターのほうに就職

したというようなことでございます。それか

ら、放送関連の会社で音響や舞台設備等の技術

者の養成を１年かけてやっておりますが、これ

は12名採用いたしまして、１名が自社で雇用、

７名が他社への就職ということになっておりま

す。

今の御説明と数字を聞いている○渡辺副主査

と、１年間、現場でのある種、勉強をさせても

らうことで、その会社では採用されなくても同

種同業他社にかなりの確率で就職できている

と。そういう意味では、職業能力の開発的には

非常に大きな意味があるという認識を当局とし

てはされているということでいいですか。

これは緊急雇用基金○平原地域雇用対策室長

事業を活用した事業でございまして、基本的に

は一時的な事業なんですが、先ほど申しました

ように、新規学卒者等ということで、できるだ

けその場なり、他社への就職をお願いするとい

う形で進めてきたところでございます。

新規学卒でなかなか就職がうま○渡辺副主査

くいかなくて、社会に出るときの入口でなるべ

くきちんとサポートできるというのは極めて大

事なことだというのはよく認識できるんです

が、ただ、頭数で割ってみると、予算額で４

億9,000万円、１人当たり360万円使って、１年

間雇用の場を得られるという意味で、また将来

につなぐという意味では非常に大事なことだと

いうのはわかるんですが、例えば宮崎県の県民

所得の平均水準とか考えれば、１人が社会人の

入口としての労働の場を得るのに360万円ずつと

いうのが高いか低いかというのは、いろいろ議

論があるかと思いますので、その意味では、よ

り効果的な雇用の生み方、また将来の職業能力

の開発というのも考え方はあるのかなという気

はするんですけれども、その辺はいかがでしょ

うか。

先ほど言いましたよ○平原地域雇用対策室長

うに、この事業は緊急雇用の基金事業の活用と

いうことで、２分の１以上を人件費というこ

と、あとは物件費という中でやっておりまし

て、さまざまな基金事業の一つとして新規卒業

者を主に対象として進めてきたところでござい

ます。

もう一点、きのう図師委員のお○渡辺副主査

話の中にもあったところでしたが、179ページの

新規学卒者等就職支援のところで、昨年度の計

画の人員と実際の支給対象者の大きな乖離のお

話があって、図師委員はそれ以上、いろんな思

いを込めて聞かれなかったと思うんですが、こ

としの予算額の中では何人を想定していらっ

しゃるんでしょうか。去年380人を想定して、い

ろいろな事情の中で64人の実施だったというお

話でしたけれども、あえて伺いますが、今年度

は何人を想定した予算額になっているんでしょ

うか。

今年度は300人としており○篠田労働政策課長

ます。昨年、新規事業を考えるとき、基金訓練

で卒業した方で、こういう形の対象になる方

を1,000人と考えたんですけれども、ただ、修了

後３カ月間就職支援に努めていただくというこ

とで、昨年度の11月末で基金訓練修了した方を

対象に絞り込んだものですから、今度は、昨年
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のそれ以降の３月までに修了した方をことしの

４月以降３カ月間就職支援していただいて実績

が出るという形にしておりますので、今年度

は300人ということで予算は組んでいるところで

ございます。

わかりました。○渡辺副主査

もう一点伺います。183ページの新卒者等就職

支援指導・広報というところで、主な実績内容

のところで、テレビのＣＭ17本という打ち方が

ありますけれども、この17本というのは１カ月

の中で17回ＣＭを流したという意味でしょう

か、スポットを何秒か、15秒か30秒かわかりま

せんが。

17回流したというこ○平原地域雇用対策室長

とでございますが、実際は労働局と費用の負担

をいたしまして、この場合、34回流したところ

でございます。

素朴な疑問なんですけれども、○渡辺副主査

予算額も県の分だけでいえば250万円ぐらいのも

のなわけですが、広報のあり方も、例えばポス

ターをつくる、テレビＣＭという話が出ていま

すけれども、テレビＣＭは効果が大きいのはわ

からなくはないんですが、15秒のスポットか30

秒かわかりませんが、１カ月間で日に１回、何

時の時間帯に流れたかはわからないというＣＭ

の打ち方をするよりも、本当に必要としている

世代の方々、特に新卒者の就職支援の事業とい

う意味では、テレビのスポットを打つよりも効

果的な当事者の人たちに伝える方法というのは

あるんじゃないかと思いまして、今ずっと通し

て質問してきた３点含めて申し上げたいんです

が、やることが若干硬直化しているんじゃない

かという気がします。議会１年目で素朴な思い

でというふうに御理解いただければと思うんで

すけれども、本当にこの17本、国と合わせて34

回ＣＭを打つということで効果が上がるのかど

うか、実質的な効果を上げるための取り組みと

いうのが大事じゃないかという気がしますの

で、御意見等をお伺いできればと思います。

この広報事業につい○平原地域雇用対策室長

ては、求職者側に対する広報ということではな

くて、６月ぐらいから実際の求人活動が始まり

ますので、求人サイド、企業等に対する広報と

いうことで、ここには予算的に使っていないの

で余り書いてございませんが、経済団体等に対

する求人要請 早目に求人を出してください―

とか、できるだけ求人してくださいというよう

なお願いをしながら、こういう広く一般の企業

の方にも目に届くような形での広報ということ

でやってきておるところでございます。

あえて細かく伺いますが、今○渡辺副主査

おっしゃったような要素のほうが必要じゃない

かと思っての指摘なんですが、17本のスポット

で幾ら予算額的にかかっているんでしょうか。

役務費だろうと思い○平原地域雇用対策室長

ますが、228万円を使っております。

テレビＣＭのみで228万円だと考○渡辺副主査

えていいわけですか。

ポスターの分とテレ○平原地域雇用対策室長

ビＣＭを含めて先ほどの額でございます。

ポスター630枚であれば恐らく値○渡辺副主査

段は想像ができる額だと思いますので、大半は

テレビのＣＭにかかっているんだと思います。

そういう意味でいえば、先ほど御説明があった

ように、より効果的な広報でいえば、実際に採

用の可能性がある個別の企業を直接回られてお

話をされるほうが恐らく効果も上がるんじゃな

いかという気もいたしますし、趣旨は、実際に

一番必要とされている方のところに届く広報の

方法というのがあるのじゃないかという意見で
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終わらせていただきます。

今、個別に回ってと○平原地域雇用対策室長

いう話でございますが、183ページの例えば地域

雇用対策強化費、県内就職促進強化費などの中

に雇用推進員というのを設けておりまして、そ

の方々が企業を回っていただいて、求人開拓等

をお願いしているという状況でございます。

みやざきアピール課にお尋ねしま○内村委員

す。こちらのほうの報告書には出ていないんで

すけれども、22年度の当初予算の概要について

という中で、みやざき移住定住促進事業という

ので1,300万円、宮崎移住！地域おこし後継者発

掘事業というので2,536万4,000円の予算化がさ

れているんですが、この報告はどうなっている

かをお尋ねします。

この事業につ○小八重みやざきアピール課長

きましては、22年当初に組織がえが行われた折

に中山間・地域政策課のほうに移管をされてお

りますので、予算のときにはそういう組み方を

しておりますが、実際の事業は中山間・地域政

策課のほうでやっておりますので、そちらの委

員会のほうで実績の報告がなされると思ってお

ります。

わかりました。○内村委員

190ページですが、宮崎県のほうも○丸山委員

コンベンションをかなり頑張っていただいてい

るというのはこれまでもわかっているんです

が、平成22年度も口蹄疫があった割には、延べ

人数からすると結構来ていただいているのかな

というふうに思っております。193ページ、23年

度の観光消費額は多分データがそろっていな

かったから出ていないというふうに思っている

んですが、平成22年度の観光消費額というのが

もしわかっていれば教えていただければという

ふうに思っています。

申しわけござません。ま○向畑観光推進課長

だ集計中でございまして、大体年末になろうか

と思っております。

想定すると、平成20年、21年、○丸山委員

ちょっと下がりぎみになってきていると思う

と、やはり下がっているというふうな認識でよ

ろしいのか、それともちょっとは復活したとい

うふうに見てよろしいんでしょうか。

コンベンションの開催状○向畑観光推進課長

況でございます。コンベンションに関しまして

は、ことしの６月補正予算で緊急コンベンショ

ン誘致事業費をいただきました。その成果もご

ざいまして、現在のところ、当初でいただいて

おりますコンベンションの80件プラス緊急コン

ベンション誘致事業で今のところ41件来ており

ますので、まだまだ頑張っていかなくちゃいけ

ないと思いますが、９月に入りまして、先般、

東京のほうでいろんな工学会等を含めたところ

への働きかけや、また来週、再来週には、福岡

のほうでの働きかけ等も行っていきます。そし

て、少しでも宮崎でコンベンションを開催して

いただきますように、私どもと観光コンベン

ション協会と一緒になりまして誘致に努めたい

と思っております。以上でございます。

基本的なことで教えていただきた○丸山委員

いんですが、193ページに出ております観光客数

の状況は、いろいろ議論があるんですが、各県

でこれまで数値のとり方も違って、それを統一

しようというような国全体の動きがあったんで

はないのかなと思っているんで、その辺はもう

決まったんでしょうか、どうでしょうか。

おっしゃいますように、○向畑観光推進課長

観光庁のほうでも各県ばらばらでございまし

て、私どものほうでもとれていない数字がござ

います。そこで、平成21年にモデル的に全国で
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何カ所かやりまして、そして統一基準を含め

て、実を申しますと、平成22年度の数字からは

観光庁の数字も使っていきたいということでご

ざいまして、私どものほうもそちらの準備を進

めているところでございます。そうなってきま

すと、従前の観光動向調査に比べますと、公表

する時期が遅くなることは観光庁からも来てお

りまして、従前の観光調査と国の調査の整合性

といいますか、ある程度、指標の統一性を見き

わめながら御報告してまいりたいと考えており

ます。以上です。

もう一つ、宮崎県は、コンベン○丸山委員

ションはかなり頑張っているんですが、今は個

人の旅行、そちらが比重を占めてきていて、個

人旅行、少人数の旅行というのが伸びていない

から、宮崎県がとっている観光消費が少し伸び

悩んでいるというのもあるんじゃないかなと思

うんですが。そうすると、県のほうでもやって

いるとおり、一村一祭とか、宮崎観光遺産と

か、そういうのをもう少し磨き上げないと、コ

ンベンションですると、宮崎市内の、イメージ

的にはシーガイアを中心にしたコンベンション

がわっと来て 県内にもいろんなところにい―

い素材があるんですけれども、なかなか磨き

切っていないというのが現状ではないのかなと

思うんですが、その辺の認識をお伺いしたいと

思います。

おっしゃるとおり、最近○向畑観光推進課長

の旅行形態は個人旅行が多くなっております。

入り込みも、車で入ってこられる方、もちろん

列車もそうですけれども、いろいろと形態が変

わっている状況でございます。ただ、一点少し

変わってきたなと思っているのが、長期滞在型

を志向される方も、じわりですけれども、ふえ

ております。そういった中で、例えば延岡であ

りますと、「えんぱく」という形で、市の中の

いろんな観光資産をまずは市内、県内の方に

知っていただこうということで、広域観光ルー

トの取り組みが始まっております。私どもも観

光地づくりという視点で各市町村と協議してお

りますけれども、そういったところを十二分に

磨き上げをして、そして全国に向けた旅行商品

に耐え得るもの、例えば今、日南にあります飫

肥城で頑張っておられたおかげで観光列車「海

幸山幸」が入ってきたということで、やはり頑

張った分、外的なサポートも思った以上に入っ

ておりますので、私どもも市町村も含めた観光

地づくりを頑張っていく、そして旅行会社との

タイアップをきめ細やかに行っていく、かよう

な側面で行っていきたいと。そうすることに

よって、コンベンションに関しましても、県内

を回るエクスカーションといいますか、視察旅

行等にも使っていただけるようになるかと思い

ますので、どちらにこだわることなく、まずは

観光地づくりに取り組んでいきたいと思ってお

ります。

189ページの○の新魅力創出！みや○丸山委員 改

ざき観光地づくり支援事業の中に、観光地づく

りプランというのが書いてあるんですけれど

も、これは全市町村では多分まだつくり上げて

いないというふうに思っているんですが、市町

村はどれぐらいつくられているというふうに認

識すればよろしいでしょうか。

これは平成15年ぐらいか○向畑観光推進課長

らずっと取り組んでいるんですけれども、まだ

なかなかうまく取り組まれていないというとこ

ろもございまして、現時点においては13の市町

村で取り組まれているというふうになっており

ます。

ぜひ、宮崎県全体で取り組むよう○丸山委員



- 51 -

な形をつくっていただくためにも、市町村と連

携しながら、よりよいものをつくっていただい

て、市町村では自分のところはこんないいもの

があるんだというのがなかなかわからないとい

いますか、そういうのも結構あると思っている

ものですから、ぜひ県なり、また県外の 特―

に私、個人的に思っていますのは、若い都会の

人たちが来るようになれば、すごく興味を持て

る地域だと。都会の人が来ると、田舎に行けば

行くほど何もなくてもいいんだというようなん

ですが、田舎の人たちはこれでいいんでしょう

かというようなギャップもあるというふうに聞

いていますので、そういう形も今後は進めてい

ただければありがたいのかなというふうに思っ

ております。

みやざきアピール課のほうになると思うんで

すけれども、196ページの施策の成果等というこ

とで、④に口蹄疫被害をきっかけに企業や個人

に応援の輪が広がっていったということなんで

すが、これを今後ともつなげていかなくちゃい

けない、１回で終わりじゃなくてずっと引き続

きやっていく必要があるというふうに思ってい

るんですが、昨年、設置されていると思うんで

すが、今後、宮崎県に対しての応援といいます

か、そういうムードがあるというふうに認識し

てよろしいんでしょうか。

今のお尋ねで○小八重みやざきアピール課長

ございますが、特に個人による応援の輪という

のは、昨年、福岡のＦＭ放送で宮崎を支援しよ

うというような輪が広がりまして、福岡市内を

中心にいろんなレストランとか、そういうとこ

ろで宮崎を応援しようというような個人的な輪

の広がりがございまして、義援金等もいただき

ました。そして、そのつながりといたしまし

て、３月に福岡で初めて、口蹄疫復興あるいは

そのお礼も兼ねまして、従来、東京だけでやっ

ていました「みやざきweeeek」というイベント

を福岡でやったんですが、その際に、その関連

ということで、御協力いただいたシェフの方た

ちがわざわざ宮崎まで来て、宮崎の食材を自分

たちの目で見て、それを持って帰られて、福岡

の皆さんに宮崎にはこういういいものがありま

すよというような形での、名前をど忘れしまし

たが 「宮崎プランタニエール」というよう―

な、宮崎の食材を多くの方に食べていただくと

いうような催しをやっていただきました。今も

そういう方たちとのつながりはございますし、

また今年度後半に「みやざきweeeek」等も考え

ておるところなんですが、そういった意味で

は、先方のほうからもことしはどうするのとい

うようなお話も伺っておりますので、そういっ

たものを大事にしながら、一つ一つ積み上げ

て、そういう応援団の方たちを、先ほど申し上

げました応援団とは違うんですが、そういうふ

うに応援してくださる方たちをつなぎとめなが

ら、宮崎の魅力を発信していきたいというふう

には思っております。

ぜひ、そういうつながりを切らな○丸山委員

いように、つなげていただくようにお願いした

いと思っています。

スポーツランドのキャンプ状況が、平成22年

度は特に新燃岳の関係もあったり、口蹄疫が

あったりだと思うんですが、団体数が減ってい

るということなんですけれども、減ったところ

は、今の宮崎の状況は まだ来ないというふ―

うに思っているのか、ことしは来ていますよと

いうふうに認識していいのか、どちらでしょう

か。

まだはっきり○小八重みやざきアピール課長

先方からのキャンプへのオファー等はございま
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せんが、先般来、私ども職員がセールス活動で

お邪魔している限りは、新燃岳の状況もおさ

まってきたというようなこともございまして、

再度、宮崎でというような感触は得ているよう

でございます。

新燃岳のほうはわかりませんけれ○丸山委員

ども、できる限りオファーはしていただいて、

少しでも多くの方々に来ていただくことによっ

て、また報道関係もついてくるというふうに

思っておりますので、報道関係がついてくれば

全国にそれが必然的に流れていくというふうに

思っております。昨年は口蹄疫とか新燃岳で厳

しかった年だというふうに認識しておりますけ

れども、観光面というのは、先ほど言いました

とおり、すそ野の広い産業になってくるという

ふうに思っておりますので、ぜひ頑張っていた

だければと思っております。

そのほか質疑はございませんか。○松村主査

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がないようですので、以上を○松村主査

もって後半のグループの審査を終了いたしま

す。執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時12分休憩

午前11時20分再開

分科会を再開いたします。○松村主査

それでは、商工観光労働部の決算全般につい

て、何か質疑はありませんか。

答弁の訂正をお願いし○菓子野金融対策室長

たいと思います。昨日、髙橋委員の御質問に対

する答弁の中で、小規模企業者等設備導入資金

特別会計の不納欠損処理につきまして、償還

後10年を経過して不納欠損処理を行うといった

説明をいたしました。しかしながら、こうした

場合も含めまして、不納欠損処理は財務規則

第53条に基づき実施することになっております

ので、中には10年未満でも、破産法の手続等に

よりまして、債務者、連帯保証人とも免責され

るような場合には、その時点で不納欠損処理を

する場合もありますので、訂正させていただき

たいと思います。申しわけございませんでし

た。

質疑ございませんか。○松村主査

175ページでしたか、商業支援課、○原委員

まちなか商業再生支援というのがあるんですけ

れども、質疑という具体的なことじゃないんで

すが、今後の予算に生かすということもありま

すので、中心市街地は、過去には活性化法がで

きたり、いろんなことをやってきましたが、片

や、大店舗法の規制緩和等々があって、今は全

国どこでもそうですが、中心市街地の疲弊とい

うのは目に余るものがあるわけです。完全な

シャッター通りと化してしまっているわけで

す。そのうちゴーストタウンになるんじゃない

か、それぐらい言っても過言じゃないぐらいの

状況で進んでいるわけですが、中心市街地の活

性化は果たして可能なのかなということも考え

るし、実際、車社会の中で郊外型の商業施設が

郊外に広がっていくとか等々あるわけですけれ

ども、まちなか商業再生支援というのが中心市

街地を考えたものではないのかもしれないけれ

ども、これについてどういうふうにお考えなの

か、ちょっとお尋ねしたいのであります。

今、委員おっしゃいまし○金子商業支援課長

たとおり、全国的な状況でございますけれど

も、規制緩和による郊外出店によって中心地

は、別に商業機能だけではなく、そこに住んで

おられる居住人口も減っているというふうな状

況がございます。宮崎、都城しかりでございま
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す。そういった中で、非常に厳しい環境、それ

から商業自体も長期デフレというような状況も

ありまして、商品販売額あたりも平成９年あた

りをピークに下がっているというふうな状況も

ございます。

そういった中で、ではどう生き残りを図るか

というところが各商店街に課せられた大きな課

題であるわけなんですけれども、やはり本来、

商店街が果たしていた機能というのは町なかの

コミュニティーを維持する 単に買い物の場―

だけではなく、そこに人々の住まい、暮らしが

ある、そういった中でコミュニティーの核を担

うという役割を果たしてきたわけですので、

今、私どものまちなか商業再生支援事業を使う

中で、例えば高鍋町でございますけれども、あ

そこもかなり郊外店がずっと進出しています

が、次の世代を担う若い人たちが中心になりま

して、今、町なかの活性化を図っている状況に

ございます。これをモデル地区としまして、３

カ年間ずっと支援をしてきているわけなんで

す。そういった中では、御紹介しましたような

観光協会の移転移築ですとか、あるいはのれん

の統一とか、「あかりモニュメント」というよ

うな形での活性化、今年度はさらに町家を改造

したコア施設をつくっていきたいというふうな

ことを進めているところでございます。そのよ

うな状況で、中心市街地の中で商業が従来担っ

てきた役割、まだ可能性がある部分については

必死に何とか残そうということで取り組んでい

るところがありますので、そこを私どもとして

もこの事業を使って支援しているところでござ

います。

ただ、これは商業、いわゆる業振興だけの問

題ではなくて、もうちょっと広くまちづくり全

体のあり方の問題ですね。さっき言いましたと

おり、郊外の宅地造成なんかの影響も出ている

わけですので、要は、今後の少子高齢化を見据

えた場合も、いかにコンパクトな町をつくって

いくかということが大事な役割だと思います。

既に中心部にもこれまで多大な公共投資等も

やってきているわけです。それが結局、人が住

まないゴーストタウンと化してしまったら、過

去の投資も全く無駄になってしまうというよう

な状況もあります。なおかつ、やはり街の顔と

しての中心市街地が廃れるということは、いろ

んな意味でその都市のイメージにもマイナスの

イメージ等があって、宮崎なんかは観光都市で

すので、そこらのやはり影響も出てまいりま

す。結局、私どもは、これは一番関係が深いの

は県土整備部の都市計画課でございますけれど

も、そことタイアップしまして、もう一度中心

市街地の再生を図っていこうというような形で

取り組みを進めていますし、庁内関係各課とも

連携をとりながら、今、取り組んでいるという

ような状況でございます。

恐らく昼で終わって、昼からは県○原委員

土整備部でしょうから、都市計画法との関連も

あるので、そのあたりの横の連携のことも意見

として聞いてみようかなと思っていましたが、

今そこまでおっしゃいましたので、そこあたり

の、いわゆるコンパクトシティの考え方とかあ

るけれども、それについて商工観光労働部とし

てはどうやってそのまちづくりに参加していく

かというようなことをやっていかないと、本当

に手おくれかなというふうに思っていますの

で、ぜひお願いしたい。

それで、次のもう一つ質問ですが、商工政策

課、160ページの商工会等50団体への補助、小規

模事業経営支援事業費補助金というのがありま

す。合併が進みました。私の町は残念ながら合
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併していないんですけれども、合併のデメリッ

トの部分というのは、それぞれ郡部に町があっ

た、合併したことによって郡部の中心市街地で

あったところが全部廃れていくわけです。これ

はもう目に見えております。過去の例も証明し

ているわけですが、そういう中で、合併は、行

政はしたけれども、商工会は何とか、町なか、

中心を残したいので、商工会としては合併しな

いと。例えば都城市であっても、まだ庄内だと

か、安久だとか、残っているわけです。これが

まだ辛うじて残っているから、行政体としては

都城市になったけれども、町なかとしては中心

的な部分を残して、商店街の要素を何とか残し

て踏ん張っているということがあるわけです。

ところが一方では、行革の中で行政としては合

併を推進されておるやに聞いておりまして、果

たしてこのことが今言う町なかの衰退というこ

とを考えたときに、いいことなのか。行政は合

併して広域でやることがよかったのかもしれな

いが、商業ということについては、そこの商工

会というのが残って踏ん張っていることが地域

の衰退をとめている部分というのがかなりある

んじゃないかというふうに僕は思っていまし

て、今のところ、こういう御予算をいただいて

いるようでございますが、さてこれからの方

針、過去の決算を踏まえた今後の方針というの

はどのようなことをお持ちなのか、お聞かせを

いただきたいのであります。

今、委員御指摘の点は、○後沢商工政策課長

県としても非常に悩んでいるところでして、私

も商工会など単会も含めていろいろお伺いし

て、お話を伺っている中でも、やはり自分たち

がここで踏ん張っているので地域がもっている

んだという自負心も大分持っておられますし、

そういう側面も確かに認められるというふうに

私も実感として感じています。

ただ一方で、委員が御指摘されたところです

けれども、商工会とか商工会議所に対する支援

は、この小規模事業経営支援事業費補助金で県

としてはさせていただいているわけですが、こ

れについてもやはり年々、３％、４％、そうい

うふうに削減をされてきていて、これは県全体

の財政が厳しい中でなかなか避けては通れない

道かなというふうにも実感しているところで

す。そういった県の財源が厳しくなっている一

方で、彼らの自主財源である会員企業からの会

費、そういったものについても小規模事業者数

が減ってきている中でなかなか先行きが厳しい

ものがあって、財政基盤的には商工会のほうで

も不安を感じている。いわば二律背反するよう

な世界なんですけれども、そんな中で組織とし

てどういった形が最適なのかということは、

今、商工会の中でも検討委員会を設けて議論さ

れておりますし、そこの議論には県のほうも加

わって、いろいろ意見交換をしたりとかいうこ

とで進めております。今、県が合併を進めてい

るというお話がありましたけれども、合併とい

うのは答えの一つではあると思うんですけれど

も、それが最適かどうかというのはまだわから

ない。

最終的に、私どものスタンスとしては、商工

会サイドのほうでどういった形が最適なのかと

いう答えを出されるんだろうというふうに思っ

ておりまして、それに対して県として必要な情

報提供をする、客観的な状況を御説明する、場

合によってはアイデアをこちらが提供する場面

はあるとは思いますけれども、そこはやはり

しっかり議論して答えを出していく。そのとき

に、今のままでいくと厳しいのかもしれません

けれども、もうちょっと今の単会を残しつつ、
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広域での連携で人を融通し合うとか、いろいろ

その考え方はあるとは思うので、これが答えに

なるかわかりませんが、そういったことも含め

て議論をしていく必要があると思いますし、し

ているという状態でございます。

商工会ですけれども、これは今○緒嶋委員

は13億1,445万円か、一番多かったときの補助金

と、今の補助金は３％ぐらいずつカットされて

いるということだが、どれぐらい減額なのか。

商工会の役員の皆さん方は、県が補助金をカッ

トすることは商工会の運営にとって大変厳しい

と。もともと商工会自身は収益事業というのは

組織としてはほとんどできないわけです。それ

こそ会長さんたちなんかはほとんど報酬ももら

えないまま、ボランティア的な立場で活動され

ておるわけですが、これは相当、過去の補助金

から見たらカットされているんじゃないかと思

うんですけれども、実態はどうなんですか。

私の手元にある資料です○後沢商工政策課長

と、平成16年度の当初予算の数字が一番古い数

字になるんですが、平成16年度から今年度まで

の間ですと、やはり平成16年度が一番高くて、

この当時は15億7,725万円余ということになって

おりますので、２億円近く削減がされていると

いう状況でございます。

今、財政が厳しいという中でも、○緒嶋委員

商工業者のほうからいえば、農業はいろいろな

補助があるが、商工業者にはほとんど融資ぐら

いで補助というのはないから、この運営の補助

ぐらいは何とか確保してもらえんものだろうか

というような意見がかなり強いんです。そうい

う意見は課長は聞いておられますか。

私は、商工会の会長会で○後沢商工政策課長

今の県の財政状況だとかいうことを御説明する

場面もありましたので、そういう場ですとか、

個別にお話を伺う中で、たくさんそういうお話

は伺っております。

たくさん聞いておられるなら、そ○緒嶋委員

れはできるだけその立場で、財政当局等当然い

ろいろあるでしょうが、言われたとおり、町場

の小さな商店を守るというのは商工会がしっか

りしていなければとてもじゃないんです。商工

会は無理して合併させる必要はないと私も思い

ます。それがなくなると、その地域の核がなく

なる。それでなくても少子化で人口減は地域活

性化のマイナス要因ですから、そう考えた場合

にはますますもって、均衡ある発展とか、いろ

いろ活性化とか言いながらも、逆に行政が地域

の活性化をマイナスのほうに誘引しているよう

なものになる気がするので、ここは踏ん張りど

ころだと思う。やっぱり商工振興のためにはそ

ういう気持ちで努力していただかないと、財政

の厳しさはわかるけれども、そのほかのほうで

財政の厳しさはクリアすることを考えにゃいけ

ないわけであって、地域全体が衰退するような

方針というのは今後はとるべきじゃないという

ふうに私は思いますので、ぜひ頑張っていただ

きたいと思います。

今、農商工連携というのが宮崎県の一つの大

きなキーワードにもなっておるんですけれど

も、今後において、雇用の場の確保、また農業

の振興、商業の振興を絡めた場合に、これをど

う大きなものにしていくか、そういう努力を皆

さんされておるんですけれども、特にやはり商

工という立場の中で 農業のほうが今後はＴ―

ＰＰを含めいろいろと大変になっていきます。

地域で地産地消という言葉もありますが、これ

については商工サイドとしては農商工連携

を、22年度では連絡会議も１回、これはスター

トしただけだから、そういうことだと思うんで
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すけれども、今後についてはどういう方針で考

えておられるか。

農商工連携につきまして○冨髙工業支援課長

は、商工業者と農林漁業者がお互いに資源を有

効に活用して、最終的には売れる商品をつくり

ながら、ウイン・ウインの関係になろうという

ことで取り組んでいる事業でございますので、

当然、我々としましても、商工業者の視点も持

ちながら、農業者の視点も持ちながら、タイ

アップしていただきたいというふうに考えてお

りまして、そのシーズ、ニーズのマッチングを

図っているところでございまして、やっぱり業

種が違いますので、農業者と商工業者が出会う

機会というのがまだまだ少ないというふうには

感じておりますが、そこのマッチングをまず優

先的にさせていただこうというふうに思ってい

るところではございます。今、我々、ファンド

で助成事業をさせていただいております。10年

間の事業ということで整理させていただいて、

今、３年目ということになります。この一つ一

つの事業は、一つの製品の開発でありますの

で、それができたからといって爆発的に産業が

振興できるというものではないとは思っており

ますが、継続的にやることによって、点を線

に、線から面にというような形での広がりを持

たせていきたいなというふうには思っていると

ころでございます。また、農政サイドにおきま

しては、今、６次産業化ということに取り組ん

でおられますし、そういったところと車の両輪

というような形で取り組んでいきたいなという

ふうに思っているところでございます。

今年度になって連絡会議とかいう○緒嶋委員

のはかなり頻繁にやられておるわけですか。

会議につきましては、委○冨髙工業支援課長

員御指摘のあったとおり、去年は１回というこ

とで、口蹄疫の関係もございまして、なかなか

各団体お集まりいただけなかったということで

ございますので、今年度につきましては、庁内

の会議も含めまして、去年以上に開催したいと

いうふうには思っているところでございます。

去年が１回だから、去年以上であ○緒嶋委員

ることは当たり前でないといかんわけで、去年

と同じではどうにもならん。これはそう目に見

えて最初からうまくいくと私も思いませんが、

地についた立場で、理想だけ追ってもどうにも

ならんと思いますので、お互い連携をいかに

とってやるかということだと思います。もとも

と商工会と農協というのが地域によっても余り

仲がよくないんです。その辺も含めてうまくい

くように頑張ってほしいと思います。

きのういろいろあったのかと思いますが、商

工政策課、融資の問題で、融資で貸し付けるの

はいいけれども、セーフティネットとかいろい

ろありまして、融資額もふえた、いろいろある

けれども、保証協会の補てんがふえるというの

は、本当からいったら余り望ましい形ではない

わけです。将来的にはこの補てん額というの

は、金は借りたいが、償還になると大変だとい

うのが多いわけですが、このあたりはどういう

ふうに見通しを立てておられますか。

信用保証協会の損失補○菓子野金融対策室長

償の件でございますけれども、ここにあります

ように、平成22年度１億1,549万8,000円が損失

補償金として補助をしているということでござ

います。この傾向でございますが、平成20年度

に１億5,294万1,000円、平成21年度が8,824

万9,000円、平成22年度１億1,549万8,000円とい

う数字になっておりまして、金融円滑化法の関

連でございますけれども、こういった代位弁済

というのがだんだん少なくなってきておりま
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す。代位弁済というのは、倒産とか延滞が発生

したときに支給するものでございますので、景

気状況、そういったことが大きく影響します。

また、金融円滑化法が本年度末までというふう

に今のところなっているわけなんですけれど

も、この状況等によりまして、今後こういった

代位弁済といったものがふえてくる可能性はあ

ると思っております。ただ、金融円滑化法が本

年度末までなんですけれども、これにつきまし

ては、今いろいろな議論が行われておりまし

て、国のほうからも私どものほうに、また金融

機関へいろいろ意見聴取等が行われておりま

す。円滑化法いかんによってはいろんな影響が

出てくるんではないかというふうに考えており

ます。

特に、宮崎県は口蹄疫の関係も○緒嶋委員

あって融資の需要というのはふえてきたわけで

すので、できるだけ補てんをして何とか生き残

るようなことができればいいけれども、補てん

するということは厳しい状況でありますので、

この推移も、将来的な動向を十分注視しなが

ら、県の行政としてどう取り組むかというのは

将来的な展望を持ちながら対応を考えていただ

きたい。これは当然、国の融資制度の中でしか

抜本的なことを県でやれといっても容易な―

ことでないけれども、やっぱりその動向につい

ては十分注視してほしいということを要望して

おきます。

代位弁済が出てくると○菓子野金融対策室長

いうのは企業の経営状況が悪化していくという

ことでございます。悪化する前に、早期発見、

迅速再生といったことが非常に重要だというふ

うに考えております。個々の企業の経営状況を

条件変更等を行いましたときに債務の返済―

等が軽減されるわけですので、その時期をとら

えて経営改善といったことを考えていく必要が

あるだろうと思います。そこに我々としては専

門家 弁護士、税理士、中小企業診断士等を―

派遣して、個々の企業の経営改善といった活動

にも取り組んでいるという状況でございます。

このことは農家のほうにも言える○緒嶋委員

わけです。農家のほうも口蹄疫を含めて厳しい

状況があるので、やはりその辺は、農政にも関

係があるわけですけれども、ぜひ注視していた

だきたいというふうに思います。

宮崎県の場合、延岡を中心とする東九州メ

ディカルバレー構想、これをどういうふうに将

来組み立てて、本当にそれが一つの拠点になら

なければ、かけ声だけでは 今からどうなる―

かというのはちょっと明確でないわけですが、

この将来展望、東九州自動車道が完成するとい

うことで連携がさらに深まるということはわか

るわけですけれども、将来的な見通しという

か、どのあたりまで将来的に具現化するのか、

雇用を含めて地域の活性化につながるというよ

うな展望はお持ちかどうか。

東九州メディカルバレー○冨髙工業支援課長

構想につきましては、いろんな産学官の連携を

とりながら構想を進めまして、昨年の10月に構

想そのものはできておりまして、今年度から具

体的にいろんな取り組みを始めたところでござ

います。具体的に申しますと、まず、医療機器

産業へ地場企業が参入するということが一つ大

きなポイントだろうと思っておりますので、連

携コーディネーターという方を１人配置いたし

まして、いろんな企業を訪問していろんな情報

を集めながら、参入の道を探っているところで

ございます。10月には参入を希望する地場企業

の皆さんにお集まりいただきまして、研究会を

立ち上げる予定にいたしております。その中
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で、いろんな具体的な企業のお考えがあるで

しょうから、その辺をサポートしていくという

取り組みをしたいというふうに思っているとこ

ろでございます。

もう一つが研究開発の拠点づくりということ

で、今年度、宮崎大学のほうに寄附講座が、県

と市で寄附を出し合いまして、年度内にはでき

ると思っておりますけれども、そういう取り組

みもしておりまして、そこに宮崎大学と企業と

のタイアップした研究というのが生まれてくる

んだろうというふうに思っているところでござ

います。

人材の育成につきましても、九州保健福祉大

学にトレーニングセンターがございますし、大

分県のほうではアジアからいろんな留学生を受

け入れている立命館アジア太平洋大学というの

がございますので、その辺と連携をしながら、

アジアからもそういう人を受け入れる体制をつ

くっていきたいというふうに考えているところ

でございます。

ここ１～２年でそういう取り組みの足場をつ

くりまして、最終的には、この前の産学官連携

の会議の中でもお話しさせていただきましたけ

れども、10年ぐらいをめどに、そういうものが

形になって東九州地域が医療拠点なんだという

ところが認識できるような、認知していただけ

るような地域にしたいということで今、取り組

んでいる状況でございます。

大分県との連携ですが、県同士の○緒嶋委員

連携というか、今、立命館大学のことは言われ

たけれども、県同士でそのあたりをお互いフォ

ローするというか、そういう形のものはないわ

けですか。

この計画の策定段階か○冨髙工業支援課長

ら、大分県の産学官、宮崎県の産学官、当然、

行政も入っておりますけれども、そこのメンバ

ーが集まりまして、何度か会議をやりながら構

想をつくったということでございます。そのメ

ンバーを中心に構想を推進する会議 構想推―

進会議というのをつくっておりまして、既に１

回、会議をやっておりますけれども、そういっ

た連携の中で取り組んでいるところでございま

す。当然、行政同士もそういう意味での連携は

とっているところでございます。

ぜひ、その連携の中で、今、構想○緒嶋委員

段階というか、スタートしたかせんかというぐ

らいの感じですから、今後の中ではそういうも

のになっていけばすばらしいものだと思います

ので、かけ声だけにならんように 過去にも―

いろいろニューシルバーだ何だというかけ声だ

けはすばらしかったけれども、後はどうなった

かわからん、10年たったら消えてしまったとい

うような構想では、構想だけで終わるというよ

うな形では問題になりませんので、やはり県が

できるだけ連携をうまく深めながら これは―

やはり旭化成がある程度中心的な動きをしてい

かんと、なかなか小さな会社だけというか、企

業だけではうまく進まんのではないかと思うん

ですけれども、旭化成との連携というのは何か

強力なものがあるわけですか。

この構想そのものが旭化○冨髙工業支援課長

成の御提案という部分も、それだけじゃないん

ですけれども、そういう部分もございますの

で、それを受けまして、大分と宮崎がこういう

構想をつくろう、計画を進めようという段取り

で始まった事業でございます。その中で当然、

先ほど申し上げましたように、行政だけが計画

をつくって押しつけるというような計画ではご

ざいませんで、産学官が知恵を出し合ってつ

くった構想でございますので、そういう意味で
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は、そういうベースといいますか、推進するベ

ースはある程度できつつあるのかなというふう

に思っておりますし、当然、両県にまたがる企

業というのは旭化成になりますので、そこにつ

いての連絡調整は、我々としては十分に今のと

ころしている状況でございます。

ぜひ、そういう連携を深めながら○緒嶋委員

構想の具現化について最大の努力をしてほしい

と思います。

きのうの総括でも出たんですけれども、企業

誘致した雇用と倒産した雇用をプラスマイナス

したら、倒産したことによっての雇用のほうが

多い、きのうの質疑ではそういう感じであった

んですが、22年度は実質的にはそういうこと

だったというふうに理解していいんですか。倒

産することによって失業者というか、職がなく

なった人と企業誘致で雇用が生まれた人とのプ

ラスマイナス……。

きのう本会議でお答○米原商工観光労働部長

えさせていただいたんですが、あのときお答え

させていただいた企業立地のほうは、22年度に

立地企業として認定、いわゆる立地調印等を

やって認定した企業のその年度に操業開始した

ときの従業員の数でございます。一方で倒産し

た企業については、もちろん倒産したときに何

名働いていたかという数でございまして、確か

にきのう申し上げた数字では301名と470幾ら

だったと思うんで、倒産が多いとなりますが、

実はきのうも丸山委員のほうからお話がありま

して、企業立地の雇用者数は、確かに今、最終

雇用者で言っていますが、最終雇用者というの

は５年以内にそういうふうに達成されると。と

ころが、きのうお答えしたのは、22年度立地調

印ですが、実は21年度に立地調印して22年度に

雇用を開始したり、あるいはふやした数もあ

る、20年度に立地調印して雇用した数があると

いうことで、そういったところを入れていった

ときにまたどうなるかというのがございます。

そこで、きのうも御提案ございましたので、企

業立地件数の雇用に係る数字、その年度だけを

切り取るのか、数年前からの立地でふえていく

分もその年に雇用していますので、４～５年前

に立地したところからその年度何名ふえたかと

いうのもしっかり把握してくるのが本来の姿か

なと思っていますので、今そこを検討しており

ます。きのうのは22年度に立地調印したところ

の、たまたまその年に採用した数だけですの

で、それだけが雇用というのでは私どもとして

はちょっと狭いかなというふうに思っていま

す。その辺は今後も検討させていただきたいと

思います。

そういうことだと思うんですけれ○緒嶋委員

ども、あんたたちは割と雇用の数字の出し方が

うまかったですが、きのうのを見るとどうも余

りうまい数字の出し方じゃないなというふうに

思ったところでありますので、もっと上手な出

し方もあるんじゃないかと思いますので、

ちょっと知恵を出してほしいということをお願

いしておきます。以上です。

昨年は口蹄疫が発生したというの○丸山委員

がやっぱり一番大きかったと思っております。

我々も口蹄疫で奔走したという思いがあるんで

す。そのときに被害想定額というのが５年間

で2,350億というふうに記憶しているんですが、

これは農業分野、商工業分野すべて含んだとい

うふうに記憶しているんですが、実際、平成22

年度を終えてみて、商工業のほうで口蹄疫によ

る想定した被害額と実際の被害額というのはど

のように把握されているものか、お伺いしたい

というふうに思っています。
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商工業者の被害額につい○後沢商工政策課長

て数字で把握したものはございません。

しかしながら、想定額がああいう○丸山委員

ふうに一応出たものですから、農業だけではな

くて、先ほど言いましたように、商工業含ん

で2,350億だったように記憶しているものですか

ら、それが実際どうだったのかなという思いが

あります。それだけ被害が出ているんだった

ら、どうやって政策として打っていかなくちゃ

いけないのかということで、一つ出たのが融資

で、私が持っているデータでは、７月15日現在

で口蹄疫の緊急貸し付けで50億としていたけれ

ども、23億は貸し付けができたという実績はあ

るんですが、どう商工業者に対して口蹄疫の被

害が出たのか、そして今後どうやって乗り越え

ていかなくちゃいけないのかというのが余り見

えてこないといいますか、非常に難しい問題か

もしれませんけれども、それをチェックしなが

らしていかないと、ただ、こういう施策を打ち

ましただけではいけないんじゃないかなと思う

んです。できれば今後は、口蹄疫の被害という

のがどうだったのか、それを把握していただい

て、もし次に、もう出たらいけないんですが、

出さないために取り組むことと、出たときのこ

とを考えて、どういった対策を商工業としてし

ていくのかというのをしっかり検証していただ

きたいかなというふうに思っております。その

辺をしっかり数値的にも検討していただければ

ありがたいと思うんですが、そういう感覚は考

えられないんでしょうか。

なかなか数字をつかむと○後沢商工政策課長

いうのは、商工業者は当然、数も多いですし、

すそ野も広いですので、数字の精度をどこまで

求めるかという議論もあるとは思うんですけれ

ども、正確な数字をつかむということはハード

ルの高い仕事になるかなというふうには思って

おります。

再発防止ということになると、口蹄疫に限れ

ば、どう防疫するかという話にもなってくるん

でしょうけれども、東日本大震災もそうですけ

れども、危機事象に対応したときにいかに事業

を継続していくか、ＢＣＰとか、そういった議

論も出てきていますので、そういった取り組み

を、これは企業が中心になりますけれども、進

めていただくということと、口蹄疫や東日本大

震災についてもそうでしたけれども、県として

はとにかくそういう事象があったときには速や

かに、融資が中心になってきますけれども、そ

ういった手段を整える、対策を整えていくとい

うことになるかというふうに思っております。

あともう一つ、口蹄疫応援ファン○丸山委員

ド、250億近くのファンドがあって、５年間で

やって、あれをうまく使うか使わないかによっ

て商工業の支援になっていくというふうに思っ

ております。今のところ、プレミアム商品券等

が一番多く出ているんではないのかなというふ

うに思っていますが、それ以外の発想といいま

すか、例えば先ほどからの中心市街地、どう

やって商業者を守っていくか、具体的に施策を

やっていくというのが見えてきてほしいかなと

いうふうに思っておりますが、応援ファンドに

関しての取り組み方というのは、市町村を通じ

てが一番多いと思うんですが、新たな発想でこ

うやって商工業を支えたい、そういう提案とか

は出てきているものでしょうか。

今、委員御指摘の中小企○後沢商工政策課長

業応援ファンドのほうは、原資の大部分が中小

企業基盤整備機構からの貸し付けになっており

まして、その貸し付けを受けてファンドを造成

するときにはどうしても事業の縛りが出てきて
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しまうものですから、ファンド造成時に国とお

約束した範囲内で事業を実施していくというこ

とになりますので、なかなかその枠を超えたも

のをすることは難しいと。現在は、今お話に出

ていたプレミアム商品券、地域活性化イベント

の支援、観光振興の取り組みに対する支援とい

うことで取り組ませていただいております。

いずれにしましても、口蹄疫はも○丸山委員

う二度と起こしたくはないんですが、まだ復興

の道半ばだと思っておりますので、商工業者の

支援については商工観光労働部が中心に、観光

面を含めてというふうに思っておりますので、

しっかりやっていただきたいということをお願

いしたいと思います。

観光宮崎の再生についてお尋ねし○髙橋委員

ますが、一連の事業の説明を聞いて、委員の質

疑を聞きながら、ちょっと気がついたんですけ

れども、高齢者を対象にした、そういったアピ

ール商品とか事業というのはどれに当てはまる

のか。もしここにないとしたら、これは主要施

策ですから、ほかの事業であるのか、その辺を

お尋ねします。

今御指摘ございましたよ○向畑観光推進課長

うに、従前からやっておりますいろんな事業の

中で、実をいいますと、大半の観光客層という

のは御高齢の方といいますか、リタイアされた

方が多うございます。60歳を超えられて第二の

人生という形で御夫婦で見えられる方等も多う

ございまして、そういった方々を対象にした旅

行商品を旅行会社もおつくりになっていらっ

しゃいます。例えば、クラブツーリズムという

旅行会社がございますが、こういったところが

少人数でバス１台で、例えばＴＲ関連の日之影

がやっていますセラピー基地をめぐる旅等々を

おつくりになっていらっしゃいますので、その

ために、まず私どもとしては、そういった方々

がゆっくり歩いて過ごしていただけるような観

光地づくりをしなければならないというふうに

考えております。また、それ以上の御高齢の方

々がいらっしゃった場合には、そういった方が

ゆっくり過ごされるような、例えば飫肥での町

なか、そのときには町内の方たちと一緒になっ

て座るところを整備するとか、そういったとこ

ろもございます。都井岬にありましては、展望

台を串間市のほうがおつくりになられるときに

は、一緒になって計画をつくり上げまして整備

をする。そういったようなことを一つ一つ細や

かに取り組むことによって、今でも来ていただ

いている高齢者の方々の旅行商品をより一層

使っていただけるように支援しているところで

ございます。

宮崎県の観光行政として、今の説○髙橋委員

明ではよくわかりました。旅行会社が商品をつ

くって工夫してやっていると。市町村もやって

いるんでしょうけれども、県として呼び水とな

るような事業をやっぱりやるべきじゃないかな

と。先ほど内村委員も質疑されていましたが、

東京ガールズコレクションですか、若年者を対

象にするなということじゃなくて、そこも私は

必要だと思うんです。ただ、宮崎は新幹線がな

い、高速道もまだ不便で、鉄道も単線じゃない

ですか。不便なところですね。ある意味、スロ

ーなところだから、高齢者にとって旅行しやす

い土地だと思うんです。若年者もいいんでしょ

うけれども、しかし、先ほど説明がありました

が、長期滞在がふえているとおっしゃいました

ね。若者は金と時間がありません。高齢者はそ

ういった分では期待できると思うんです。だか

ら、宮崎レディースコレクションじゃありませ

んけれども、いろんな工夫されて、例えば昔、
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ＪＲだったと思うんですけれども、フルムーン

というキャッチフレーズで呼んでいましたね。

例えばオーバーセブンティ、そういう何か工夫

してキャッチして商品をつくるとか、得々旅行

券とか、そんなもので宮崎は高齢者の旅行地な

んだという全国アピールをするといいんじゃな

いかなと、先ほどの質疑を聞きながら思ったと

ころでした。23年度はもう事業が始まっており

ますから、来年度の事業展開でいろいろと参考

になれば、ぜひ高齢者をターゲットに、金と時

間がある方々ですので、よろしくお願いしたい

と思います。

委員おっしゃるように、○向畑観光推進課長

私ども、幅広い方々に宮崎を訪れていただきた

いということで、今取り組んでおりますのが、

例えばＪＲ九州とタイアップいたしました「駅

から観タクン」という、御高齢の方等が来られ

た場合には、駅に着かれて、そこからタクシー

を使っていただいて、ある程度格安になるよう

な旅行商品をつくってくださいというようなこ

とでタイアップいたしておりますし、これから

先は、先ほどありましたように、60歳を超えら

れた方々が少しでも足を延ばしていただけるよ

うな創意工夫を今後とも重ねていきたいと思っ

ております。

70歳でいいと思いますが、60歳で○髙橋委員

もいいんですけれども、ぜひ宮崎ならではの呼

び水、誘客事業、施策をお願いしたいと思いま

す。

ここで委員にお諮りいたします。○松村主査

時間が正午を過ぎているようでございますけれ

ども、このまま継続してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしということで、このまま○松村主査

引き続き委員会を続けます。

そのほか質疑はございませんか。

総括ですから総括的に、今、景気○原委員

対策が一番、県にとっても全国的にもそうです

が、特に先進国でデフレなのは日本だけだと、

そういう指摘もある中での景気対策、浮揚です

から、大変だと思うんですが、平成22年度決算

審査ですが、要は、宮崎県という所得の低い県

の所得を上げていくためには 私は島が好き―

で、たまに島に行くんです。島の経済というの

は非常にわかりやすいんです。インとアウトが

飛行機と船しかありませんから、自動車とか自

転車とかないので非常に掌握しやすいんですけ

れども、宮崎県を一つの経済圏、ブロックと考

えたときに、インとアウト、お金、金融、資産

を考えたときに、要するに、宮崎県を豊かにす

るためには宮崎県に入ってくるお金をふやさな

いといけない。私は難しい経済理論はわかりま

せんけれども、単純に考えればそういうことだ

ろうと思うんです。そう考えたときに、いろん

な施策を打って、特に商工観光労働部というの

は第２次産業、その中でも、石材とかの工業、

建設業は除いた２次産業、３次産業をつかさど

るところ、そして金融をつかさどるところなん

ですが、そういう観点から見たときに、宮崎県

全体の経済、インとアウトの宮崎県としての資

産増減はどういうふうな、何かそれを押さえら

れるデータ、指数、指標はあるんですか。何か

あったほうが宮崎県のいろんな施策を展開する

上でわかりやすいというか、そういう気がする

んですが、なければなくていいんですけれど

も、一つの総括的な疑問、質問としてわかれば

教えてください。

数字は切り方によってい○後沢商工政策課長

ろいろあるとは思いますけれども、例えば国で

はＧＤＰに当たるところですね。県民経済計算
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で移出入額というのが出てきますので、そこで

移出が超過なのか、移入が超過なのかというの

は見れると思います。全体のマクロな意味での

出と入については、そういう経済指標で見るこ

とができるとは思います。

質問が漠としているから答えにく○原委員

いと思うんだけれども、何かそういう指標的な

ものが、宮崎県として経済的に豊かさに向かっ

ているのか、少なくなっているのか、そういう

ものがあるといいなと思いましたので、マクロ

的にはないことはないということですから、今

後の検討でもいいんですが、何かそういうもの

を御検討いただくといいなということをお願い

をしておきます。以上で終わります。

そのほかにございませんか。○松村主査

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がないようですので、以上を○松村主査

もって商工観光労働部を終了いたします。執行

部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時９分休憩

午後０時10分再開

分科会を再開します。○松村主査

この後、午後１時15分に再開し、県土整備部

の審査を行うことといたします。

そのほか何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、以上をもって○松村主査

午前の分科会を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後０時10分休憩

午後１時14分再開

分科会を再開いたします。○松村主査

それでは、県土整備部の平成22年度決算につ

いて執行部の説明を求めます。

なお、全体の説明時間が長時間に及ぶことか

ら、前半、後半の２つに分けて説明をお願いい

たします。

委員の質疑は、前半、後半それぞれ説明がす

べて終了した後にお願いいたします。

それでは、よろしくお願いします。

県土整備部であります。○児玉県土整備部長

当分科会で御審議いただきます平成22年度決

算の認定について、その概要を御説明いたしま

す。

提出しております決算特別委員会資料の１ペ

ージをお開きいただきたいと思います。１ペー

ジに宮崎県総合計画の分野別施策体系表を書い

ておりますので、これで御説明したいと思いま

す。表は、左から基本目標、施策の基本方向、

施策の基本方向（最下層）となっております。

まず、県土整備部の柱の１つであります基本

目標「くらしの舞台づくり」についてでありま

す。施策の基本方向の「自然と共生した環境に

やさしい社会づくり」として、公共下水道の整

備、道路や河川等における県民との協働による

環境保全活動の推進など、本県の豊かな自然環

境と良好な生活環境を生かし、人と自然が共生

した循環型社会を目指す舞台づくりに取り組み

ますとともに、施策の基本方向の「快適で人に

やさしい生活空間づくり」として、沿道修景美

化推進、暮らしやすいまちづくり推進、公営住

宅の長寿命化計画の策定、国県道の整備など、

だれもが快適に暮らせる人にやさしいまちづく

りに努めてきたところであります。さらに、施

策の基本方向の「安全で安心な暮らしの確保」

としまして、交通安全施設の整備、土砂災害に

関する防災知識の啓発推進、並びに災害に強い
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県土づくりのため、緊急輸送道路等の防災対

策、河川の改修、砂防設備の整備及び急傾斜地

崩壊対策などに取り組んだところであります。

次に、基本目標の２つ目、「経済・交流の舞

台づくり」についてであります。施策の基本方

向の「工業・商業・サービス業などの活性化」

としまして、経営相談、新分野進出への支援、

建設事業協同組合等貸付など、技術と経営力に

すぐれた建設業者が伸びていける環境づくりの

推進に努めたところであります。次に、施策の

基本方向の「経済・交流を支える基盤づくり」

としまして、県政の最重要課題であります東九

州自動車道を初めとする高速道路網の整備促進

や開通に向けたＰＲ、細島港のコンテナターミ

ナルを初めとする港湾の整備など、広域交通

ネットワークづくりに取り組んだところであり

ます。また、施策の基本方向の「活力ある地域

づくり」としまして、宮崎県景観形成基本方針

に基づきまして、「美しいみやざき」の創造を

目指した事業や良好な景観の形成に取り組む活

動の支援を行ったところであります。

次に、22年度決算の状況について御説明した

いと思います。

お手元の１枚紙の資料で御説明したいと思い

ます。平成22年度県土整備部決算概要をごらん

いただきたいと思いますが、一般会計の予算措

置状況は、予算額1,081億4,966万6,368円、これ

に対します執行状況ですが、支出済額が807

億2,180万8,709円、繰越額が265億2,732万4,000

円、不用額が９億53万3,659円となっておりまし

て、執行率が74.6％、翌年度への繰越額を含め

ますと99.2％となります。なお、翌年度への繰

り越しの主な理由といたしましては、用地交渉

及び関係機関との調整や工法の検討に日時を要

したことにより工期が不足したことなどによる

ものであります。

次に、特別会計について御説明いたします。

まず、宮崎県公共用地取得事業特別会計であり

ますが、予算額９億8,713万7,024円、これに対

する執行状況は、支出済額が８億7,973万3,595

円、繰越額が１億722万1,890円、不用額が18

万1,539円となっておりまして、執行率は89.1

％、翌年度への繰越額を含めますと99.9％とな

ります。なお、翌年度への繰り越しの理由とし

ましては、移転先選定等に日時を要したことに

よるものであります。

次に、宮崎県港湾整備事業特別会計について

でありますが、予算額18億687万3,000円、これ

に対する執行状況は、支出済額が17億2,092

万2,270円、繰越額が2,198万円、不用額6,397

万730円、執行率95.2％、繰越額を含めます

と96.5％となります。翌年度への繰り越しの理

由としましては、関係機関との調整に日時を要

したことによるものであります。

次に、監査における指摘事項についてでござ

います。

今の１枚紙の裏面をごらんいただきたいと思

います。指摘状況を一覧にしたものでございま

して、平成22年度県土整備部に係る監査では、

指摘事項が５件、注意事項が17件、合計22件の

指摘を受けたところであります。

この主な概要を御説明いたしますので、委員

会資料に戻っていただきまして、５ページをお

開きください。監査結果報告書指摘事項のまず

（１）の収入事務についてでありますが、「浮

き桟橋使用料等について滞納整理票が作成され

ていない」との指摘事項であります。次に、

（２）の支出事務であります。「道路の巡回パ

トロール及び応急維持工事に係る委託につい

て、契約印と異なる請求印に基づき支払いを
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行っていた」との指摘事項であります。次に、

６ページの（３）ですが、契約事務でありま

す。「草刈り業務委託において、追加の変更契

約を締結しないまま部分払いを行っていた」と

の指摘事項であります。次に、７ページをお開

きください。（６）のその他ですが、「河川法

に基づく工作物の新築等の許可について、着手

届及び完了届がなく、検査も実施されていな

い」との指摘事項が２つの土木事務所でござい

ました。監査指摘の概要については以上であり

ますが、今後、このようなミスが起きないよう

職員への注意喚起を行いますとともに、規則に

基づく適正な事務処理を指導徹底してまいりた

いと考えております。

また、お手元の平成22年度宮崎県歳入歳出決

算審査意見書及び基金運用状況審査意見書、こ

の中で、９件の意見・留意事項が県土整備部関

係ではございました。これらにつきましては、

監査指摘の改善状況とあわせまして、後ほど関

係課長から御説明いたします。

以上、平成22年度決算状況、監査指摘事項に

ついて説明いたしましたが、決算の詳細につき

ましては、それぞれ担当課から説明させますの

で、御審議のほどよろしくお願いいたします。

以上であります。

管理課でございます。○江藤管理課長

県土整備部に係る共通事項と管理課の所管事

項について御説明いたします。

初めに、資料の説明と各課の説明の要領につ

いてであります。

各課が本日の分科会で説明に使用いたします

議会提出資料は、１つ目が平成22年度宮崎県歳

入歳出決算書、２つ目が決算に関する調書、３

つ目が主要施策の成果に関する報告書、４つ目

が宮崎県歳入歳出決算審査意見書及び宮崎県基

金運用状況審査意見書でありますが、このうち

宮崎県歳入歳出決算書と決算に関する調書につ

きましては、県土整備部関係分を抜粋しまし

て、先ほどごらんいただきましたお手元の決算

特別委員会資料にまとめております。各課は、

主にこの委員会資料と主要施策の成果に関する

報告書により説明を行いますので、よろしくお

願いいたします。

それではまず、県土整備部に係る共通事項に

ついて御説明いたします。

委員会資料の２ページをお開きください。平

成22年度歳出決算事項別明細総括表でありま

す。この表は、ただいま部長が説明いたしまし

た予算額、支出済額、翌年度繰越額等を各課別

に整理したものであります。次の３ページから

４ページをごらんください。この表は、２ペー

ジの表を款項目の予算科目別に集計したもので

ありまして、説明は省略させていただきます。

次に、管理課の決算について御説明いたしま

す。

同じ委員会資料の８ページと９ページであり

ますが、９ページの管理課計をごらんくださ

い。平成22年度の決算額は、予算額20億6,411

万6,000円、支出済額19億2,017万8,773円、不用

額１億4,393万7,227円で、執行率93.0％となり

ます。

次に、目の執行率が90％未満のものはありま

せんが、執行残が100万円以上のものについて御

説明いたします。８ページの土木総務費の不用

額であります。１億3,849万9,206円でありまし

て、主に職員の給料、職員手当等の人件費であ

ります。これは、県費で支出を予定していた人

件費を補助公共の事務費に振りかえたことによ

るものであります。

次に、９ページの建設業指導監督費の不用額
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は543万8,021円でありまして、主に補助金であ

ります。県では建設業者に対しまして、新分野

進出の補助金を交付しておりますが、そのうち

３業者が事業の中止により３月に辞退の申し出

があったことなどによるものであります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の管理課のイ

ンデックスがついておりますが、263ページをお

開きください。施策体系区分、１）の「挑戦す

る中小企業への支援」であります。表をごらん

ください。建設業指導であります。主な実績内

容の欄をごらんください。建設業許可や経営事

項審査を実施しましたほか、県内各地で建設業

者研修会を開催し、2,040人の建設業者に対して

建設業法の許可制度を初め、各種制度について

説明を行ったところであります。また、経営相

談窓口の設置、新分野進出セミナーの開催や新

分野進出に取り組む企業に対する助成を行いま

すとともに、建設事業協同組合等への融資原資

の貸し付けを実施するなど、経営基盤の強化に

取り組む建設業者への支援を行ったところであ

ります。

次に、施策の成果等でありますが、建設産業

を取り巻く経営環境が依然として大変厳しい中

で、経営相談を初め、各種の支援を行いまし

て、経営基盤強化の機運の醸成や環境整備が図

られたと考えておりますが、引き続き、地域の

建設業者を育成、支援していく必要があると考

えております。

委員会資料にお戻りください。５ページから

７ページに監査の指摘事項をまとめておりま

す。管理課の指摘事項は該当がありませんでし

たが、土木事務所などで７件の指摘を受けてお

ります。

５ページをごらんください。（１）収入事務

の注意事項の２つ目であります。「日向土木事

務所の情報開示請求に伴う収納金について、指

定金融機関への払い込みのおくれているものが

あった」との指摘であります。これにつきまし

ては、歳入歳出決算審査意見書の４ページをお

開きください。（１）収入事務についてのイで

あります。「現金収納金について、指定金融機

関への払い込みが遅延しているものが見受けら

れた」との指摘を受けております。今後、この

ようなことが起こらないよう、財務規則等の諸

規定に従って適正な処理を行うよう指導したと

ころであります。

次に、委員会資料にお戻りいただいて、５ペ

ージの（２）支出事務の指摘事項であります。

「高岡土木事務所の道路の巡回パトロール及び

応急維持工事業務に係る委託について、契約印

とは異なる印の請求書に基づき支払いを行って

いた」との指摘であります。今後は、契約書と

請求書等の支払いに係る書類の内容について複

数の職員で確認を行い、チェック体制を強化

し、再発防止に努めてまいります。

次に、（２）支出事務の注意事項の２つ目で

あります。「高岡土木事務所の夜間勤務手当に

ついて支給不足となっているものがあった」と

の指摘であります。これにつきましては、歳入

歳出決算審査意見書の４ページをお開きくださ

い。（２）支出事務のイであります。「諸手当

の認定事務の誤りや、認定後の事後確認が不十

分なため支給額に過不足が生じているものが見

受けられた」との指摘を受けております。認定

事務に当たっては、複数の職員で精査するとと

もに、総務事務所との連携強化を図るよう指導

したところであります。

委員会資料にお戻りいただいて、６ページで
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あります。「延岡土木事務所の自家用電気工作

物保安業務委託について、委託期間終了前に最

終回の委託料を支払っていた」との指摘であり

ます。これにつきましては、歳入歳出決算審査

意見書の３ページをお開きください。（３）委

託契約について、「委託期間終了前に支払いを

行っているものがあった」との指摘を受けてお

ります。今後は、契約内容を十分に把握し、適

正な事務処理に努めるよう指導したところであ

ります。

再び委員会資料にお戻りください。６ページ

の「延岡土木事務所の臨時的任用職員の賃金に

ついて、過払いとなっているものがあった」と

の指摘であります。中部港湾事務所についても

同様の指摘であります。これら２件につきまし

ては、歳入歳出決算審査意見書の４ページをお

開きください。（２）支出事務についてのウで

あります。「賃金の支払いにおいて計算誤りが

見受けられた」との指摘を受けております。認

定事務に当たっては、複数職員で精査するとと

もに、総務事務所との連携強化を図るよう指導

したところであります。

再び委員会資料の６ページの（３）契約事務

の指摘事項であります。「串間土木事務所の草

刈り業務委託について、除草箇所の追加があっ

たにもかかわらず、変更契約を締結しないまま

部分払いを行っていた」との指摘であります。

今後、除草箇所の追加があるときには、請負業

者へ書面をもって指示するとともに、変更図面

を作成し、変更契約をするよう指導したところ

であります。

管理課につきましては以上でございます。

用地対策課でございま○河野用地対策課長

す。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の10ページから12ページでありま

すが、当課の予算は、一般会計と特別会計がご

ざいますので、まず一般会計から御説明いたし

ます。10ページの一般会計の計の欄をごらんく

ださい。平成22年度の決算額は、予算額５

億6,270万2,000円、支出済額５億6,236万2,563

円、不用額33万9,437円となっておりまして、執

行率は99.9％となります。

なお、執行残が100万円以上及び執行率が90％

未満のものはありません。

次に、11ページをお開きください。公共用地

取得事業特別会計でありますが、決算額につき

ましては、先ほど部長が説明いたしましたの

で、省略をさせていただきます。

なお、執行残が100万円以上及び執行率が90％

未満のものはありません。

用地対策課の一般会計、特別会計を合わせま

した決算につきましては、用地対策課計の欄を

ごらんください。予算額15億4,983万9,024円、

支出済額14億4,209万6,158円、翌年度繰越額１

億722万1,890円、不用額52万976円となっており

まして、執行率は93.0％で、翌年度への繰越額

を含めますと99.9％となります。

次に、特別会計の歳入についてであります

が、12ページの歳入合計の欄をごらんくださ

い。予算現額９億8,713万7,024円、収入済額９

億8,717万618円となっておりまして、収入未済

額はありません。

次に、主要施策の成果についてであります。

主要施策の成果に関する報告書の用地対策課

のインデックス、264ページをお開きください。

公共事業用地取得の推進であります。これは、

公共事業を円滑に推進するために、特別会計に

よる公共事業用地の先行取得を行うものであり

ます。平成22年度は、中央西通線ほか２事業に
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つきまして、用地取得を行ったところでありま

す。

次に、監査委員の決算審査意見書についてで

ありますが、特に報告すべき事項はありませ

ん。

用地対策課は以上です。

技術企画課であります。○満留技術企画課長

当課の決算について御説明をいたします。

委員会資料の13ページをお開きください。技

術企画課計をごらんください。当課の平成22年

度決算額は、予算額３億4,905万円、支出済額３

億4,843万8,552円、不用額61万1,448円で、執行

率は99.8％となります。

なお、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものはございません。

次に、主要施策の成果について御説明をいた

します。

報告書の技術企画課のインデックス、265ペー

ジをお開きください。１）の施策「環境への負

荷が少ない循環型社会づくり」でございます。

この施策は、廃棄物の発生抑制、適正処理を推

進するとともに、循環型社会の形成に貢献する

環境にやさしい製品の積極的な利用を促進する

ものであります。技術企画課では、建設副産物

のリサイクル推進に取り組んでおります。施策

推進のための主な事業及び実績の表をごらんく

ださい。建設工事リサイクル推進におきまして

は、建設発生土情報交換システムを活用し、建

設発生土の有効利用を行うなど、官民一体と

なった建設副産物のリサイクル推進を図ったと

ころであります。また、宮崎県新技術活用促進

システムを活用し、リサイクルに関する新技術

の登録と利用の促進を図ったところでありま

す。

施策の成果等につきましては、コンクリート

塊やアスファルト塊などの建設副産物につい

て、分別解体、再資源化が着実に進められたと

ころであります。今後とも、環境への負荷の少

ない循環型社会を構築するための取り組みを推

進してまいりたいと考えております。

次に、266ページをお開きください。２）の施

策「建設業対策の推進」でございます。この施

策は、公共工事の品質低下を防止するため、施

工体制監視チームによる施工体制の重点点検を

実施し、品質確保を図るものであります。施策

推進のための主な事業及び実績でございます。

公共工事品質確保強化におきましては、施工体

制監視チームによる施工体制の重点点検を335件

実施したところであります。なお、この件数に

は、環境森林部及び農政水産部発注の工事点検

も含まれております。

施策の成果等につきましては、元請業者だけ

でなく下請業者を含めた全体の施工体制の重点

点検を実施するとともに、必要に応じて元請業

者への適切な指導を行ったところであります。

今後とも引き続き、施工体制の重点点検を実施

し、公共工事の品質確保を図ってまいりたいと

考えております。

次に、監査報告についてであります。

技術企画課の指摘事項はありませんでした

が、土木事務所において２件の注意を受けてお

ります。注意内容を御説明いたします。委員会

資料の６ページをお開きください。（４）工事

の施工についてであります。高鍋土木事務所及

び日向土木事務所におきまして、注意を受けて

おります。これにつきましては、お手元の平

成22年度歳入歳出決算審査意見書の４ページを

ごらんください。（３）契約事務についてのイ

でございます。「工事契約の業務内容の変更に

おいて、監督員指示書が作成されていないもの
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が見受けられた」という指摘であります。これ

に対する改善につきましては、契約内容の変更

を受注者に指示する場合の書面通知につきまし

て、適正な事務処理のさらなる徹底を担当者に

指導したところであります。

技術企画課につきましては以上でございま

す。

道路建設課でございま○白賀道路建設課長

す。

当課の決算について御説明いたします。

資料の14ページからでありますが、16ページ

の計の欄をごらんください。当課の平成22年度

の決算額は、予算額が365億3,451万円、支出済

額が265億7,331万3,014円、翌年度への繰越額

が99億4,835万7,000円、不用額が1,283万9,986

円で、執行率が72.7％、翌年度への繰越額を含

めますと99.9％となっております。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものにつきまして、御説明いたし

ます。15ページの（目）道路新設改良費であり

ますが、不用額が1,283万8,550円となっており

ます。これは、主に防衛施設周辺整備事業にお

いて事業費が確定したことに伴う不用額でござ

います。また、執行率が68.4％となっておりま

すが、翌年度への繰り越しを含めますと99.9％

となっております。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書のインデックス、道路建設課でござい

ます。267ページをごらんください。３）の「地

域交通ネットワークづくり」についてでありま

すが、主な事業内容及び実績について御説明い

たします。まず、公共道路新設改良であります

が、この事業は、国の補助を受けて県内国県道

の拡幅整備などを実施するものでございまし

て、一般国道では、道路改築で国道219号ほか２

路線で事業を実施し、完成及び一部供用も含め

まして、3,220メートルを供用いたしておりま

す。

次に、地域活力基盤創造交付金であります

が、この事業は、国から地域活力基盤創造交付

金の交付を受けまして、道路の拡幅整備を実施

するものでございます。一般国道では、国道218

号ほか12路線で事業を実施し、完成及び一部供

用も含めまして6,550メートルを、また地方道で

は、県道宮崎西環状線ほか44路線で事業を実施

しまして、完成及び部分供用を含めまして１

万6,970メートルを供用いたしております。

268ページをお開きください。施策の成果等で

ありますが、①から⑤に掲げておりますよう

に、本県の最も基本的な社会基盤としての国県

道の整備を進めてきておりまして、先ほど御説

明いたしましたように、平成22年度は新たに

約27キロメートルの区間について完成供用した

ところであります。今後とも、真に必要な道路

整備につきまして、効率的、効果的に事業を進

めることとしております。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関し

て、特に報告すべき事項はありません。

道路建設課は以上でございます。

道路保全課でございま○谷口道路保全課長

す。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の17ページから20ページでござい

ます。20ページの道路保全課計をごらんくださ

い。平成22年度決算額は、予算額が218億9,569

万500円、支出済額が169億2,524万75円、翌年度

繰越額が48億5,573万7,000円、不用額が１

億1,471万3,425円、執行率が77.3％、翌年度繰

越額を含めますと99.5％となります。



- 70 -

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明をいたしま

す。まず、執行率についてでございますが、18

ページの（目）道路維持費の不用額１億1,443

万389円でございます。これは、主に新燃岳の活

動火山対策に係る事業費の執行残でございまし

て、１月末の大噴火以降３月までに、なお数回

の大規模な降灰を見込んでおりましたが、幸い

なことに小規模なものにとどまりましたことか

ら、降灰除去に要した経費が想定を下回ったも

のでございます。

次に、執行率についてでございますが、同じ

く（目）道路維持費の執行率が75.7％となって

おります。また、19ページをごらんください。

（目）橋梁維持費の執行率が67.7％となってお

ります。これらは、いずれも翌年度への繰り越

しによるものでございます。

続きまして、主要施策の成果について主なも

のを御説明いたします。

報告書の道路保全課のインデックス、269ペー

ジをお開きください。まず、３）の施策「豊か

な自然環境の保全・創出」の道路環境保全活動

協働推進であります。地域住民が行います道路

の美化活動や草刈り活動に取り組んでいる延

べ80の団体と協定を締結しまして、活動用具等

の支給などの支援を行ったところでございま

す。

施策の成果等といたしましては、多くの県民

が道路環境の保全活動に参加し、道路愛護運動

の普及啓発が図られており、今後も、取り組み

の拡大に向けまして、引き続き支援を行う必要

があると考えております。

次に、271ページをお開きください。３）の施

策「地域交通ネットワークづくり」の地域活力

基盤創造交付金でございます。交通安全事業と

いたしまして、宮崎須木線ほか25路線34工区で

歩道等の整備を、また災害防除事業としまし

て、日之影宇目線ほか７路線８工区で県道の落

石対策等を行っております。

施策の成果等といたしましては、交通環境の

安全性や利便性が向上しており、今後も、歩道

の整備や落石対策等の道路整備を計画的に行っ

ていく必要があると考えております。

続きまして、１）の施策「交通安全対策の推

進」についてであります。272ページをお開きく

ださい。県単道路維持でございますが、県が管

理いたします国道16路線、県道199路線におきま

して、路面、のり面、安全施設等の日常的な維

持補修を実施しております。

273ページをごらんください。施策の成果等と

いたしましては、交通環境の安全性、快適性が

向上しており、今後も引き続き、道路利用者の

安全確保の観点から、交通安全施設等の交通環

境の整備や適正な維持管理に努める必要がある

と考えております。

次に、３）の施策「災害に強い県土づくり」

についてでございます。274ページをお開きくだ

さい。公共道路維持でありますが、災害防除事

業といたしまして、国道219号ほか４路線９工区

で主に国道の落石防止対策やトンネル補修工事

を、また橋梁維持事業といたしまして、国道218

号ほか８路線12工区で国道の橋梁の補修や耐震

対策を実施しております。

施策の成果等といたしましては、緊急輸送道

路の重点的な整備を進めておりますが、落石対

策についてはまだ未対策箇所が多く残されてお

りまして、平成24年度整備完了予定の橋梁の耐

震対策とあわせまして、引き続き計画的に整備

を進める必要があると考えております。

最後になりますが、監査委員の決算審査意見
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書に関しましては、特に報告すべき事項はござ

いません。

道路保全課は以上でございます。

高速道対策局でござい○中野高速道対策局長

ます。よろしくお願いします。

まず、当局の決算について御説明させていた

だきます。

委員会資料の47ページと48ページをごらんく

ださい。当局の平成22年度の決算額でございま

すが、予算額26億6,255万488円、支出済額26

億3,536万8,008円、翌年度繰越額1,819万円、不

用額899万2,480円でございます。執行率は99.0

％で、翌年度繰越額を含めますと99.7％となり

ます。

続いて、執行残が100万円以上の項目について

御説明させていただきます。（目）道路橋梁総

務費でございますが、不用額が899万2,480円で

ございますが、これは、主に委託料に係る不用

額でございます。内容としましては、東九州自

動車道用地対策事業におきまして、当初、収用

裁決申請を見込んで測量調査等を予定していた

案件のうち、任意交渉により契約が可能となっ

た案件が生じました。これにより一部測量調査

が不要となったということによるものでござい

ます。

続きまして、主要施策の成果について御説明

させていただきます。

報告書の高速道対策局のインデックス、302ペ

ージをごらんください。「経済・交流を支える

基盤づくり」の広域交通ネットワークづくりで

ございます。主な事業及び実績でございます

が、まず、高速道路網整備促進につきまして

は、高速道路網の早期整備に向けまして、促進

大会等の開催や、国及び関係機関等への要望活

動を実施したものであります。

次に、東九州自動車道用地対策につきまして

は、西日本高速道路株式会社から事務を委託し

まして、用地事務及び用地測量調査等を行った

ものでございます。

次に、地域自立・活性化交付金につきまして

は、高速道路のインターチェンジに接続します

案内標識の整備を行ったものでございます。

303ページをごらんください。東九州自動車道

開通ＰＲにつきましては、有料道路方式により

ます２区間、高鍋―西都間及び門川―日向間の

供用開始に伴います開通のＰＲを行ったもので

ございます。

続いて、施策の成果等について御説明をいた

します。県内の高速道路の整備促進につきまし

ては、隣県あるいは沿線市町村、また県民と一

体となった建設促進大会等を開催いたしまし

て、国や関係機関に対しまして、早期整備の要

望活動を精力的に行ったところでございます。

西日本高速道路株式会社から受託している東九

州自動車道の日向―都農間の用地取得につきま

しては、年度末におきまして、取得率９割を超

えることができました。残る難航箇所について

は、現在、土地収用法に基づく法的手続を進め

ているところでございます。次に、国土交通省

による整備区間につきましては、鋭意整備が進

められているところでございますが、未整備区

間あるいはまだ開通時期が公表されていない区

間もございます。これにつきましては、予算の

確保が課題でございます。今後、一層強く国や

関係機関等へ予算の確保を訴えていく必要があ

ると考えております。平成22年度に開通しまし

た東九州自動車道の２区間の県内外へのＰＲに

つきましては、地元と一体となりましてイベン

トなどを盛大に開催いたしました。２区間の開

通イベントに合わせて約7,000名の参加があるな
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ど、一定の成果を上げたと考えております。

最後になりますが、監査委員による決算審査

意見書に関しましては、特に報告すべき事項は

ございません。

高速道対策局は以上でございます。

前半の説明が終了いたしました。○松村主査

これより質疑を行います。質疑はございません

か。

監査結果の指摘事項についてお尋○内村委員

ねしますが、管内とか巡回パトロールは公用車

は使っていらっしゃらないんですか。多分、土

木事務所ですから公用車だと思うんですけれど

も、それについてお尋ねします。

監査結果報告書の（２）○谷口道路保全課長

の支出のところの巡回パトロールの件につきま

しては、業者との契約によりまして、業者の車

両で行っているような形です。

すべて業者の車の支給不足 夜○内村委員 ―

間勤務手当については職員の方ということで

しょうか。パトロールは業者の車ということで

すが、監査項目に、夜間勤務について支給不

足、旅行雑費が重複して支給されていたという

のが出ているんですが……。

巡回パトロールにつきま○谷口道路保全課長

しては指摘事項の部分でございまして、下の注

意事項はまた別の案件でございます。

わかりました。注意事項につい○内村委員

て、支給不足、旅行日の誤りや重複していると

書いてある分について、それと延岡土木事務所

の臨時職員の賃金の過払いになっているという

ことについてお尋ねします。

（２）の支出事務の注意○前田工事検査課長

事項、旅行命令書について重複しているものや

旅行日を誤っているものがあったという件でご

ざいますけれども、これは当課の工事検査専門

員が検査に参るときの旅費について、手続上の

ミスがあったということでございます。旅行命

令の重複につきましては、１件200円の過払いが

ありましたので、これを戻入しております。ま

た、旅行日の誤りにつきましては、入力ミスと

いうことで是正をしております。これから気を

つけたいと思っております。

延岡土木事務所の臨時的任用○江藤管理課長

職員の賃金についての過払いであります。これ

につきましては、臨時職員の勤務日数を精査す

る際に欠勤した時間を見落として誤った積算を

行ったことによるものであります。今後は、出

勤簿、休暇処理簿など関係書類の精査を含め

て、総務事務所との連携を強化し、適正な執行

に努めるよう指導したところであります。

日向土木事務所でしょうか、１○内村委員

件200円の過払いということでしたけれども、こ

の旅行といいますか、出張は公用車を使ってい

らっしゃる すべて公用車じゃないかと思う―

んですが、公用車についても旅費が支給される

のかどうか、そこがわからないものですからお

尋ねします。

注意事項について、私が○前田工事検査課長

お答えしました１件200円というものであります

けれども、これは公用車で行っているんです

が、日額旅費が200円出るという内容になってお

ります。

確認をもう一回しますけれども、○内村委員

公用車で行っても旅費が出るということになる

わけですね。都城の場合は公用車を使ったとき

は出ないんですが、そこのところが……。

公用車で行った場合について○江藤管理課長

も、旅費というよりも、旅行雑費という言い方

をしておりますが、１件200円を支給するように

しております。
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わかりました。○内村委員

263ページです。管理課ですか。新○原委員

分野進出セミナー、14名となっていますが、個

人的には少ないなと思ったんですけれども、そ

れ以前からの推移がどうなっているかというこ

とと、地域的にはどういう地域の人たちが、偏

りがあるものかどうかということをまずお知ら

せください。

まず、新分野進出セミナーの○江藤管理課長

平成22年度の開催の実績ですけれども、参加者

数が14人ということでありました。これは18年

度から毎年実施しておりますが、21年度までの

参加者数としましては、大体30名から40名程度

の参加を得ております。22年度につきまして

は、開催の会場をそれまで３カ所でやっており

ましたけれども、22年度は２カ所となっており

ます。この事業は17年度からのスタートですけ

れども、建設業協会が行うセミナーに対して県

のほうが補助を行っております。協会のほうが

自主財源を追加する形で県の産業支援財団のほ

うにセミナーの開催を委託している事業であり

ます。会場の箇所数が３カ所から２カ所になっ

ておりますけれども、これまでは宮崎、都城、

県北のほうでいきますと、年度によって違いま

すけれども、高千穂あるいは日向、延岡で開催

してきております。22年度は宮崎と延岡の会場

で実施をしております。

新分野進出支援、26件とございま○原委員

すが、具体的にはどういう分野への支援が行わ

れたのか、それが成功したかどうか。

今年度は26件、新たに補助金○江藤管理課長

を交付しております。26件の内訳につきまして

は、製造業が11件、農林業が８件、飲食・サー

ビスが４件、小売業が３件となっております。

まだ22年度は補助金を交付したばかりでござい

ますけれども、今年度に入りまして、７月から

適宜、事後的な現地調査を行っております。具

体的に、今年度、補助金を交付した先の状況等

についてはまだ十分分析はしておりませんけれ

ども、これまで累計で延べ98件の補助を行って

おります。その中では、例えばパンの製造販売

とかいった形での、事例としては成功事例とし

て取り上げられるものも見受けられますけれど

も、この補助金だけで成果がすぐに得られるよ

うなところまで至っているのは、全体としては

まだそう多くはないというふうに思っておりま

す。

補助金はどういう割合というか、○原委員

どういう事業費に対してどれだけという基準を

教えてください。

この補助金につきましては、○江藤管理課長

新分野へ進出する際の内容的に見ると多いの

は、施設設備を導入する際の補助で使われる方

が多いように見受けられます。補助率は２分の

１以内となっておりまして、補助限度額は通

常100万円、22年度からは経営革新の承認を得た

建設業者に対しましては、補助金を250万円まで

引き上げております。

確認です。平成22年度からは、も○原委員

う一回そこのところを。

22年度からは、従来の補助限○江藤管理課長

度額100万円に加えまして、経営革新の承認を得

た建設業者につきましては、補助限度額を250万

円まで引き上げて利用できるような形にしてお

ります。

経営革新というのは定義という○原委員

か、内容は。

商工のほうで実施しておりま○江藤管理課長

す新事業に取り組む際に もともと中小企業―

新事業活動促進法に基づくものなんですけれど
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も、事業者が新しい事業活動を行うことで経営

の相当程度の向上を図る計画を経営革新計画と

いう言い方をしているんですが、これを作成し

まして、県が承認することによって、例えば税

制の優遇措置とか、あるいはさまざまな支援措

置を受けることができるようになる制度であり

ます。新事業活動の中には、新商品の開発、生

産、そういったものもありますので、建設業者

の方が新分野に進出するというところでこの計

画として認められれば、限度額を250万円まで認

めているということであります。

製造業、15件になるんですか。パ○原委員

ンをおっしゃいましたが、ほかにはどういうも

のがございますでしょうか。

製造業でいきますと、竹製○江藤管理課長

品、ミネラルウオーターなどの分野とか、飲食

・サービスでいきますと、先ほどのレストラ

ン、あるいはコインランドリーとかいったよう

なものが見られます。

コインランドリーも製造業です○原委員

か。

失礼しました。製造業でいき○江藤管理課長

ますと、例えば陶芸用の粘土の製造販売、ある

いは発光ダイオードの製造販売、先ほど言いま

したミネラルウオーターの製造販売、シカ肉や

シシ肉の食品加工業、菓子の製造販売、さまざ

まな分野に挑戦されているということでありま

す。

わかりました。○原委員

技術企画課、主要施策の265ペー○緒嶋委員

ジ、４Ｒという中で再利用するというか、再資

源活用しなきゃいかんわけだが、リサイクルで

再利用できる段階になっても公共事業で使わ

にゃ、それはサイクルにはならんわけだね。貯

蔵するだけになる。それがなかなかうまくいっ

ていないということだが、設計の段階でそうい

うのを使うということは 改良箇所が少ない―

とか、新設改良が少ないとかいうこともあると

思うんだけど、うまくリサイクルになっていな

いというんだけど、そのあたりはうまくいって

いるんですか。

リサイクル製品の公共工○満留技術企画課長

事への適用というか、そういう御質問になりま

すけれども、一番代表的な例でいいますと、再

生クラッシャーランといいまして、コンクリー

ト塊とかアスファルト塊を取り壊したものを粉

砕して、次の新しい現場での道路の舗装材料や

ブロックの裏に詰める材料に使うようなものが

ございます。これにつきましては、リサイクル

原則適用ということで、必ず特記仕様書の中で

再生骨材を使いなさいということで、発注のと

きはそういう仕様にしております。

例えば、近くの再資源化の施設で在庫がない

というような状況もある場合は、必ず業者がメ

ーカーの在庫がありませんという証明を添付し

た上で、全くさらの新しい材料を使いたいとい

うことであれば、それは承認ということになり

ますけれども、原則はそういう再生の骨材を使

いなさいということで発注はしております。た

だ、現在のところ、公共工事がかなり縮減とい

うことになっておりますので、もともとの需要

―といいますか、公共工事そのものの減少も

ある意味、場所によってはそういうせっかくつ

くっていただいた再生骨材が若干はけが悪いと

いいますか、なかなか売れないということはあ

るかとは思いますが、原則、使うということで

発注はしております。

そういう話をちょっと聞くものだ○緒嶋委員

から、実際使っておればだけど、足らんときの

証明はどうでもいいんだけど、余っているから
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どうするのかということだから、そのあたり

は、設計段階でそれを使うように明記しておけ

ば当然使わにゃいかんわけでしょうから、それ

は確認も当然できるだろうと思うから、その辺

を徹底すべきじゃないかと思いますので、お願

いしておきます。

委員会資料の18ページ、道路保全○原委員

課、道路維持費、繰越明許40億でしたか、新燃

岳の関連で予想に反して動きがおさまったから

というようなお話でございましたが、繰り越し

なんですけれども、平成23年度は、新燃岳関連

では当初予算で幾ら計上してあったんでしょう

か、２回、骨格と肉付けとありましたが。

新燃岳関係の火山対策につき○江藤管理課長

ましては、23年度の骨格では計上しておりませ

んで、６月補正の際に新燃岳の関連の分という

ことで１億措置をしております。

わかりました。○原委員

認識不足のところがあるかもしれ○髙橋委員

ませんが、同じく道路保全課、この決算書は土

木事務所の積み上げ分になるわけですね。委託

料の執行残が多いですね。１億1,300万円です

か。監査の指摘でも見かけたんですが、委員会

資料の19ページで委託料が１億1,300万円の執行

残になっていると思うんです。監査の指摘事項

にもあったものですから、委託料の中身を教え

てください。

道路維持費の中で委託料○谷口道路保全課長

が28億ほど予算としてはございます。これは草

刈りとか、そういったものもありますが 済―

みません。今言われた委託料の分は、先ほど説

明いたしました新燃岳の分でございます。

明許じゃないですね。○髙橋委員

1 9ページの執行残１○谷口道路保全課長

億1,300万円でございますが、これは先ほど御説

明いたしました新燃岳の降灰除去の分です。

しなくて済んだという執行残です○髙橋委員

ね。私は、もともとあったものを使い残して、

要求はいっぱいあるのになと思って、勘違いし

ていました。わかりました。

同じく道路保全課になると思いま○丸山委員

すが、270ページの沿道修景美化のことについて

ですけれども、沿道修景というのは道路管理者

だけじゃなくて観光者にとっても非常に目につ

くところで、最近どうなのかと若干言われてい

ます。私の記憶では、ピーク時の沿道修景の予

算というのはもうちょっとあったような気がす

るんです。新しく道路改良となって沿道修景で

植えていくことがあると、逆に重点化していく

ことも宮崎県の観光とか含めて必要じゃないか

なと思っているんですが、草刈りの回数を減ら

すとか、いろんな努力もあって、こういう予算

になっているのかもしれませんが、まずピーク

時の沿道修景の予算というのはどれくらいあっ

たかわかっていれば、教えていただくと助かる

んですけれども。

手持ちの資料で19年度ぐ○谷口道路保全課長

らいしかないんですが、19年度から約７億で固

定ということで、減額もしておりませんし、横

ばいの状態でございます。

前はもうちょっとあったような気○丸山委員

がするのと、平成16年からかなり行財政改革に

よって厳しくなってきていると聞いていて、本

来でありますと、こういう必要なものは財政課

サイドとうまく詰めながらやっていただいたほ

うが、観光という面と、交通事故も含めて、い

ろんな面もあるものですから、できる限りやっ

ていただきたいかなというふうに思っておりま

す。

あわせて269ページに、地域住民の支援団体と
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コラボレーションしながらやっていただいてい

るんですけれども、平成21年度は、この表によ

ると、道路、川、海、全部合わせての数です

が、平成22年度に関しては道路だけというふう

にカウントしていいと思っているんですが、参

加延べ人数はかなりふえているのかなと思いま

すけれども、ふえた理由というのは何なんで

しょうか。

平成22年度から支援のや○谷口道路保全課長

り方を工夫しまして、草刈りに関しては距離に

応じて支給額をふやしたり、そういう取り組み

で制度をちょっと改めまして、改めて団体と契

約をし直して、その結果、80団体の方と契約し

ていただいておるということで、参加は5,321名

ということでございます。

我々も道路改良してほしいという○丸山委員

ことをよく要望するんですが、その後、地域の

住民とともに保全もしていくんですよという形

で、もうちょっと幅広くやっていただければ、

公共のお金だけ借りずに済むようなこともでき

るんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ

その辺は協力を地域住民とつくる前からやって

いただければありがたいのかなというふうに

思っております。

もう一つ、平成22年度の中で、橋梁の長寿命

化ということでアセットマネジメントという制

度が始まってきていると思っているんですが、

それに対して 平成22年度中にある程度計画―

をして、スムーズに実施していくというような

ことも聞いていたんですけれども、平成22年度

である程度細かい調査設計も終わったと思うん

ですが、概要も含めて、今後の長寿命化に向け

てどのようなスタンスで取り組んでいかれるの

か、改めてお伺いしたいと思います。

橋梁のアセットマネジメ○谷口道路保全課長

ントについてでございますが、これについて

は、平成22年に橋梁長寿命化修繕計画を、今

後10年間の修繕計画を個別の橋梁も含めまして

対応していくということで計画をつくりまし

た。今は平成23年ですので、まだ１年たってい

ませんが、その計画に基づいて適切に対応して

いきたいというふうに考えています。

できますれば、県の管理している○丸山委員

ものでなくて、市町村のほうも、ふるさと農

道、林道とか、でき上がって10年近くたってい

る橋とかあるものですから、そちらのほうの市

町村に対する指導なり技術的アドバイスはでき

るようなものなんでしょうか。

県でつくりましたアセッ○谷口道路保全課長

トマネジメントのシステム自体は公表していま

して、市町村も十分参考にしていただくために

公表しております。また、市町村におきまして

は、橋梁のアセットというのは非常に大事とい

うことで、事あるごとに市町村ともお話しさせ

ていただいておりまして、全市町村が平成25年

度までにはアセットマネジメント、要するに計

画をつくって、今後その対応をしていきたいと

いうことで取り組んでいただいているところで

ございます。

263ページです。先ほど出ました建○内村委員

設業指導のところで新分野進出支援や新分野進

出セミナーというのがあって、平成21年度から

始まっているようなんですが、この事業は、新

しい事業に転換して、その後、何年間か継続し

なければならないとか、そういう要件はあるも

のですか。

新分野進出の補助金について○江藤管理課長

ですが、これまで延べ98件助成しておりますけ

れども、そのうち３件が廃業に伴うとかいうよ

うなことで事業をとりやめるに至っております
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が、補助金を受けて何年以内にとかいうような

補助金を交付する際の返還の要件、そういった

ものは特にございません。とにかく新分野に挑

戦してみようという建設業者に対して支援をし

ていきたいということでの補助事業と考えてお

ります。

同じ件ですが、建設業から農業へ○内村委員

の転換をされて、それこそやめていらっしゃっ

てということで、その先の今度は雇用関係につ

いては何も相談とかはないものでしょうか。廃

業された後の雇用関係。

新分野進出の補助金というの○江藤管理課長

は、あくまで基本的には、建設投資が落ち込む

中で建設業に軸足を置きつつ新たな分野に挑戦

しようという方に対する支援であります。進出

支援の効果といいますか、そういうものについ

ても昨年、利用された業者に対してアンケート

調査もやったところですけれども、大体アンケ

ートの回答を見る中では、雇用の維持という面

では一定の効果があらわれているような回答を

いただいております。

263ページの建設業許可が新規・追○髙橋委員

加、264件とありますね。こういう数字、びっく

りしたんですけれども、どういった新規なの

か、廃業されたところの従業員が独立されたと

か、いろいろパターンがあると思うんですけれ

ども、教えてください。

建設業の許可につきまして○江藤管理課長

は、新規の許可と更新です。今、許可期間が３

年から５年に延びておりますので、５年の更新

が来るというものがございます。新規につきま

しても、建設業の許可については28の業種があ

りますので、それぞれに許可するという内容に

なっております。最近の全くの新規の件数につ

いては、ここ５年程度を見ますと、130件か

ら150件程度で推移しております。ただ、中身

が、例えば、以前廃業された方がどのくらいか

とかいったものについてはデータを持ち合わせ

てはおりません。

264件というのは28業種まとめた数○髙橋委員

字だということですね。

許可を受ける業種は28の業種○江藤管理課長

があるんですけれども、１業者で２～３の業種

の許可を取っている場合には、ここでは１件と

いうふうにカウントしております。

質疑はございませんか。○松村主査

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がないようでございます。○松村主査

それでは、以上をもって前半のグループの審

査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時30分休憩

午後２時33分再開

分科会を再開します。○松村主査

後半の説明をお願いいたします。

河川課でございます。○野中河川課長

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の21ページからでございます

が、26ページの河川課計をごらんください。当

課の平成22年度決算額は、予算額226億4,449万

円、支出済額147億3,848万2,267円、翌年度繰越

額73億8,745万4,000円、不用額５億1,855

万3,733円、執行率65.1％で、翌年度繰越額を含

んだ執行率は97.7％となります。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたしま

す。21ページにお戻りください。まず、（目）

河川総務費でありますが、執行率が73.7％と

なっております。22ページの（目）河川改良費
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でありますが、執行率が65.3％となっておりま

す。これらは、主に翌年度への繰り越しによる

ものであります。また、河川改良費の不用額２

億1,645万6,148円につきましては、主なものと

して直轄工事負担金の地方負担額の確定による

執行残であります。

次に、23ページをお開きください。（目）海

岸保全費でありますが、執行率が89.0％となっ

ております。24ページの（目）水防費でありま

すが、執行率が93.4％となっております。これ

らも、主に翌年度への繰り越しによるものであ

ります。

なお、水防費の不用額768万7,500円につきま

しては、新燃岳の噴火に伴う降灰対策としてダ

ムのゲートなどの点検清掃を行うためのもので

したが、予想より降灰の量が少なかったため、

執行残となったものであります。

次に、25ページをお開きください。（目）土

木災害復旧費でありますが、執行率が54.6％と

なっております。これも、主に翌年度への繰り

越しによるものであります。また、不用額２

億9,440万9,760円につきましては、主に平成20

年・21年災のすべての箇所が完了し、流用する

箇所がなかったことなどによる執行残でありま

す。

次に、主要施策の成果について主なものを御

説明いたします。

報告書の河川課インデックスの275ページをお

開きください。３）の「豊かな自然環境の保全

・創出」についてであります。ふるさとの川や

海を守り隊！活性化支援では、県民と行政が協

働して河川や海岸の美化活動や愛護活動を実施

したものであります。河川や海岸の清掃などの

ボランティア活動について必要な資材の貸し出

しや支給などを行い、平成2 2年度は 4 7団

体、5,667人の実績がありました。

次に、277ページをごらんください。３）の施

策「災害に強い県土づくり」の推進のための主

な事業及び実績であります。河川管理施設維持

管理計画策定（河川のカルテ作成）であります

が、平成21年度から３カ年計画で実施してお

り、平成22年度は前年度に引き続き、八重川ほ

か11河川において維持管理計画の策定に取り組

んだところであります。

広域河川改修であります。これは、平成17年

の台風14号などにより甚大な浸水被害を受けた

比較的規模の大きな河川において河道掘削や築

堤などに重点的に取り組んだところでありま

す。

水防災対策であります。これは、五ヶ瀬川ほ

か６地区におきまして、輪中堤の整備や宅地の

かさ上げなどを行うことにより家屋の浸水被害

の防止、軽減に取り組んだところであります。

次に、278ページをお開きください。県単河川

改良であります。これは、湯之元川ほか82河川

におきまして、河川の堆積土砂の除去などに取

り組んだところであります。

公共土木災害復旧であります。平成22年度

は、22年災について山内川ほか163カ所を実施

し、災害箇所の早期復旧に努めました。このう

ち、庄内川ほか134カ所を23年度に繰り越しまし

たが、ことし９月までに繰り越し箇所を含めた

全体の箇所164のうち約75％が完成しておりま

す。

次に、279ページをごらんください。ダム施設

整備及びダム施設管理でありますが、管理設備

の改良工事や機器の更新、補修工事に取り組ん

だところであります。

次に、280ページをお開きください。施策の成

果等につきまして御説明いたします。平成22年
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度の成果としましては、河川改修について

は、17年の台風14号などで浸水被害が大きかっ

た箇所を中心に実施しております。国と県で実

施しておりました大淀川、五ヶ瀬川、川内川に

おける激特事業については22年度で完了したと

ころであります。土地利用一体型水防災事業に

ついては、平成22年度から大淀川（高岡上流地

区）に新規着手するなど７カ所で整備を進めて

おり、このほか一ツ瀬川においても広域河川改

修事業により平成22年度の補正予算から新規着

手し、築堤や堤防の補強に取り組むこととして

おります。また、ハード整備とあわせて、わか

りやすい防災情報の伝達・提供などのソフト対

策を今後も推進していく必要があり、県が作成

を支援し、市町村が作成した洪水ハザードマッ

プについては、平成21年度までに22市町村が作

成を完了し、平成22年度までに各戸への配付を

行うなど周知に努めたところです。さらに、平

成22年７月からＮＨＫ地上デジタル放送のデー

タ放送を活用して、県が管理する主な水位局、

雨量局の情報配信を開始したところです。災害

復旧事業につきましては、決定箇所の98.2％に

着手しており、特に昨年７月の豪雨で被災した

丸谷川、庄内川において災害関連事業が採択さ

れました。今後、再度災害の防止を図るため、

早期かつ効率的な復旧を図っていく所存であり

ます。

続きまして、監査結果の報告についてであり

ます。

委員会資料にお戻りいただきまして、７ペー

ジをお開きください。（６）その他の指摘事項

であります。高岡土木事務所と日向土木事務所

におきまして、「河川法に基づく工作物の新築

等の許可について、着手届及び完了届のないも

のが散見され、検査も実施されていなかった」

との指摘であります。当課では、この指摘を受

けまして、両土木事務所に対して、許可受者に

着手届などの速やかな提出の指導を行うこと、

完了検査を適正に実施すること、また担当リー

ダーや担当課長による内部チェック体制の再点

検を行うことを指示し、再発防止に万全を期す

ことといたしました。あわせて全土木事務所に

対しても、河川法の許可について改めて適切な

事務処理の徹底を行うように指導を行ったとこ

ろであります。

河川課につきましては以上でございます。

砂防課でございます。○東砂防課長

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の27ページから28ページでござい

ますが、28ページの砂防課計をごらんくださ

い。当課の平成22年度決算額は、予算額69

億3,148万6,000円、支出済額45億7,695万4,000

円、翌年度繰越額23億5,453万2,000円、不用額

はございません。執行率66.0％で、翌年度への

繰越額を含めますと100.0％となります。

次に、目の執行残が100万円以上のものはござ

いませんが、執行率が90％未満のものについて

御説明いたします。27ページをごらんくださ

い。（目）砂防費でございますが、執行率

が65.9％となっております。これは翌年度への

繰り越しによるものであります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書をごらんください。砂防課のインデッ

クス、282ページをお開きください。３）の施策

「災害に強い県土づくり」でありますが、主な

事業について御説明いたします。通常砂防であ

りますが、高千穂町の城屋敷川ほか34渓流にお

いて堰堤工や護岸工を整備し、土石流による災

害の防止対策を実施しております。
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次に、地すべり対策でありますが、日之影町

の下小原地区ほか４地区において排水ボーリン

グなどを施工し、地すべりによる災害の防止対

策を実施しております。

283ページをごらんください。災害関連緊急砂

防でございます。平成22年７月の梅雨前線豪雨

で土石流により被害が発生しました都城市の牛

ノ脛谷川及び渡司川におきまして堰堤工を整備

し、土石流対策を実施いたしております。

急傾斜地崩壊対策でありますが、宮崎市の元

神南地区ほか43地区において擁壁工及びのり面

工を実施しております。

総合流域防災についてであります。砂防事業

につきましては、串間市の春日谷川ほか２渓流

において渓流保全工を実施するとともに、急傾

斜地崩壊対策事業といたしまして、宮崎市の富

吉上村地区ほか13地区において擁壁工やのり面

工を実施しております。また、土砂災害防止法

に基づく土砂災害警戒区域等の指定をするため

の基礎調査を県内一円において実施しておりま

す。

284ページをお開きください。県単砂防でござ

いますが、宮崎市の松山川ほか13渓流において

水路工、護岸工、及び新燃岳の噴火に伴う土石

流対策のための緊急対策を実施しております。

285ページをごらんください。施策の成果等に

ついてであります。本県の土砂災害危険箇所の

整備状況につきましては、平成22年度に25カ所

を完成させ、27.9％の整備率となっておりま

す。また、平成17年、19年、22年に発生した土

砂災害の対策工事につきましても、順調に工事

が図られたところであります。今後とも、災害

発生箇所の早期復旧を図り、土砂災害危険箇所

の整備を推進するとともに、災害時の避難を円

滑にする防災情報の提供や警戒区域の指定など

のソフト対策を進めてまいりたいと考えており

ます。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関し

て、特に報告すべき事項はありません。

以上でございます。

港湾課でございます。○坂元港湾課長

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の29ページから35ページでござい

ますが、港湾課は一般会計と特別会計がござい

ます。まず、一般会計から御説明いたしま

す。32ページの一般会計の計の欄をごらんくだ

さい。平成22年度決算額は、予算額52億9,917

万3,000円、支出済額45億4,660万9,081円、翌年

度繰越額７億2,949万1,000円、不用額2,307

万2,919円、執行率85.8％、翌年度繰越額を含め

ますと99.6％となります。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたしま

す。29ページにお戻りください。（目）土木総

務費でありますが、不用額が451万9,624円と

なっております。これは、主に港湾事務所施設

改修工事と空港整備直轄事業負担金の執行残で

ありまして、国の事業費の変更決定がおくれた

ことによるものでございます。

30ページをごらんください。（目）港湾管理

費でありますが、不用額が1,767万5,560円と

なっております。これは、主に需用費と直轄港

湾事業負担金の執行残でありまして、国の事業

費の変更決定がおくれたことなどによるもので

ございます。

次に、31ページをごらんください。（目）港

湾建設費でありますが、執行率が75.2％となっ

ております。これは、主に港湾改修事業等の翌

年度への繰り越しによるものであります。

次に、33ページをお開きください。港湾整備
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事業特別会計の決算についてでございます。決

算額等につきましては、先ほど部長のほうから

御説明しましたので、省略させていただきま

す。

同じく33ページの（目）港湾管理費でありま

すが、不用額が1,634万9,103円で、執行率

が88.9％となっております。これは、主に港湾

運営費に係る需用費及び工事請負費の執行残で

あります。

次に、（目）港湾建設費でありますが、不用

額が4,560万円で、執行率が84.8％となっており

ます。これは、油津港上屋及び細島港コンテナ

ヤード整備の執行残によるものであります。

次に、34ページをごらんください。（目）予

備費でありますが、平成22年度は予備的費用が

発生しなかったことから、200万円全額が未執行

となっております。

次に、港湾課の計の欄をごらんください。当

課の一般会計、特別会計を合わせました平成22

年度決算額は、予算額71億604万6,000円、支出

済額62億6,753万1,351円、翌年度繰越額７

億5,147万1,000円、不用額8,704万3,649円、執

行率88.2％、翌年度繰越額を含めますと 98.9％※

となります。

次に、35ページをお開きください。港湾整備

事業特別会計の歳入について御説明いたしま

す。予算現額18億687万3,000円に対し、収入済

額が17億7,948万823円となっております。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

報告書の286ページをお開きください。２の

「快適で人にやさしい生活空間づくり」の１）

の「美しい景観づくり」についてであります。

主な事業及び実績でありますが、みやざき臨海

公園運営は、宮崎港一ツ葉地区にありますみや

ざき臨海公園の管理運営を指定管理者に委託し

ているものでございます。

施策の成果等につきましては、公園全体の利

用者数は24万2,600人であり、口蹄疫等の影響に

より前年度を若干下回っておりますが、海水浴

期間の利用者数につきましては、８万7,200人と

過去最多となっております。各種イベント等の

開催により利用促進が図られたものと考えてお

ります。

次に、288ページをお開きください。２の「経

済・交流を支える基盤づくり」の１）の「広域

交通ネットワークづくり」についてでありま

す。主な事業及び実績でありますが、港湾改修

は、細島港、油津港におきまして、港内の静穏

度を確保するため、防波堤の整備を行ったもの

であります。

次に、289ページをごらんください。ポートセ

ールス推進でありますが、県内外で港湾セミナ

ーを開催するとともに、本県港湾の利用促進の

ために企業訪問やＰＲパンフレット作成などを

行ったものであります。

次に、○細島港埠頭整備促進調査でありま新

す。この事業は、今年度新規着手となりました

細島港大型岸壁に関連して、県が整備する岸壁

背後の埠頭用地について測量や地質調査等を

行ったものであります。

次に、○細島港整備（コンテナターミナル整新

備）であります。細島港は、進出企業の貨物量

増加に伴い、コンテナ取扱量の増加が予想され

ていることから、平成22年度から24年度の３年

間をかけて埠頭用地の整備を行うこととしてお

り、平成22年度はコンテナヤードの舗装を行っ

ております。

290ページをお開きください。施策の成果等で

※86ページに訂正発言あり
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ありますが、港湾整備につきましては、既存施

設の有効活用を図りながら、重点的、効果的な

整備を行ったことにより、安全性や信頼性の向

上など港湾施設の強化につながったものと考え

ております。ポートセールス活動につきまして

は、港湾セミナーや企業訪問を積極的に実施し

たところでありますが、細島港及び油津港のコ

ンテナ貨物取扱量は過去最高となっておりま

す。

主要施策の成果については以上でございま

す。

次に、監査報告についてであります。

港湾課の指摘事項はありませんでしたが、港

湾事務所で指摘を受けております。委員会資料

５ページをお開きください。（１）収入事務、

「中部港湾事務所の宮崎港浮き桟橋使用料等に

ついて、財務規則に定められた滞納整理票が作

成されていなかった」との指摘であります。今

後、このようなことがないように財務規則の内

容の周知徹底を図り、適正な事務の執行に努め

るように指導してまいります。

続きまして、６ページをごらんください。中

部港湾事務所の旅費につきまして、「パック旅

行を利用する場合の調整誤りにより、支給額を

誤っているものが見受けられた」との指摘であ

ります。これにつきましては、歳入歳出決算審

査意見書の４ページをお開きください。（２）

の支出事務についてのア、「パック旅行の計算

誤りにより支給額に過不足が生じているものが

見受けられた」との指摘を受けております。旅

費算定事務に当たっては、複数職員において精

査し、職員の旅費に関する条例及びその運用に

つき適正な事務処理に努めるように指導したと

ころであります。

委員会資料にお戻りください。６ページでご

ざいます。（３）契約事務、油津港湾事務所の

物件等調査業務委託につきまして、「検査員が

調査職員を兼務していた。また、検査の時期が

おくれていた」との注意であります。これにつ

きましては、歳入歳出決算審査意見書の３ペー

ジをお開きください。（３）委託契約につい

て、「委託業務の履行の確認が適正でない」と

の指摘を受けております。今後は、提出書類、

確認事項についてのチェックリストを作成し、

適正な事務処理を図るとともに、検査時期のお

くれを防止するため、進行管理を徹底するよう

指導したところであります。

港湾課につきましては以上でございます。

都市計画課でございま○大迫都市計画課長

す。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料では36ページから39ページに当課

の決算について記載しております。39ページを

お開きください。都市計画課計の欄をごらんく

ださい。当課の平成22年度決算額は、予算額53

億5,307万6,000円、支出済額43億4,601万4,014

円、翌年度への繰越額10億467万2,000円、不用

額238万9,986円、執行率81.2％、翌年度への繰

越額も含めますと99.9％となっております。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

まず、目の執行残が100万円以上のものについて

ですが、37ページにお戻りください。（目）街

路事業費の不用額が168万8,772円となっており

ます。これは、主に小林市からの市町村受託事

業に係る事業費が２月補正後に減額確定したこ

とによるものでございます。

続いて、執行率が90％未満のものについて御

説明いたします。36ページにお戻りください。

（目）都市計画総務費の執行率88.1％、続い
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て37ページの（目）街路事業費の執行率79.6

％、38ページの（目）公園費の執行率85.4％、

これらにつきましては、いずれも主に翌年度へ

の事業費の繰り越しによるものでございます。

次に、主要施策の成果について主なものを御

説明いたします。

報告書の都市計画課のインデックス、291ペー

ジをお開きください。２）の「きれいな空気・

きれいな水の確保」についてであります。公共

下水道整備促進により、平成22年度に下水道事

業を実施しております宮崎市ほか６市６町に補

助を行うとともに、下水道県過疎代行によりま

して、日南市北郷町における下水道事業を県が

代行して幹線管渠の整備を行ったものでありま

す。

施策の成果等についてでありますが、292ペー

ジをお開きください。この結果、県内の平成22

年度末現在での公共下水道人口普及率は53.3％

となっております。今後とも、平成18年度に改

定いたしました第２次宮崎県生活排水対策総合

基本計画に基づき、市町村の実情に応じたより

一層の効果的、経済的な下水道整備を進める必

要があると考えております。

次に、１）の「美しい景観づくり」でござい

ます。美しい景観づくりでありますが、これ

は、景観行政団体となった市町村のうち、日向

市など２市１村において景観計画の策定を支援

したほか、地域住民を対象にした景観研修や地

域での景観に関する検討会などに景観アドバイ

ザーを派遣したものでございます。また、民間

活力を生かした景観・地域づくり支援により、

景観形成に関する実践的なセミナーを開催する

など、美しい景観づくりへの取り組みを図った

ものであります。

293ページをごらんください。施策の成果等に

ついてでありますが、これらの取り組みによ

り、県内市町村のうち、新たにえびの市が景観

行政団体へ移行し、全体で19団体となったとこ

ろであります。また、景観に配慮した公共事業

の整備を進めるため、さまざまな施設における

配慮すべき事項をまとめた宮崎県公共事業景観

形成指針ガイドラインを策定したところであり

ます。

続きまして、294ページをお開きください。

３）の「地域交通ネットワークづくり」につい

てであります。○暮らしやすいまちづくり推進新

でありますが、これは、県内の都市計画区域外

の地域のうち、今後、都市的開発が進むと見込

まれる区域などにおいて土地利用を規制するた

め、６カ所を対象に準都市計画区域予定図を作

成したものであります。

次に、295ページ、地域活力基盤創造交付金で

あります。これは、延岡市中心部の交通混雑緩

和やまちづくりを推進するため、延岡西環状線

の一部となります愛宕通線の岡富橋や須崎中川

原通線の祝子橋など10路線で街路の整備を行っ

たものであります。

296ページをお開きください。施策の成果等に

ついてであります。都市計画審議会の審議を経

まして、県内にある18の都市計画区域のう

ち、16の都市計画区域マスタープランの見直し

を図ったところであります。また、街路整備の

推進により、放射・環状道路、交通結節点への

アクセス道路、歩道のバリアフリー化など、人

にやさしい交通環境に資する安全・快適な道路

整備を図ることとしたものでございます。今後

とも、都市部における安全で円滑な交通を確保

する街路整備を進めるとともに、安心で快適な

都市空間の整備に取り組んでまいりたいと考え

ております。
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次に、297ページをごらんください。３）の

「災害に強い県土づくり」についてでありま

す。公共都市公園整備でございます。災害時の

対策拠点施設として活用するため、県総合運動

公園のひむかスタジアムの耐震補強工事等を

行ったものであります。また、地域自立・活性

化交付金により、ひむかスタジアムの外壁補修

や平和台公園のトイレ建設などを行ったところ

であります。

298ページをお開きください。施策の成果等で

あります。県総合運動公園の施設耐震化等によ

りまして、災害時における活動拠点施設として

の機能強化に努めたほか、県及び市町の都市公

園を活用しまして、防災ネットワークによる情

報伝達訓練の実施などを行って、広域連携によ

る防災機能の充実を図ったところであります。

監査委員からの監査意見書についてでござい

ます。当課に関する事項につきましては、特に

報告する事項はございません。

都市計画課につきましては以上でございま

す。

建築住宅課であります。○伊藤建築住宅課長

当課の決算について御説明をいたします。

委員会資料の40ページから44ページでありま

すけれども、まずは44ページの建築住宅課計の

欄をごらんください。当課の平成22年度決算額

は、予算額28億8,268万3,380円、支出済額26

億2,096万864円、翌年度繰越額２億2,889

万1,000円、不用額3,283万1,516円、執行率90.9

％、翌年度への繰越額を含めますと98.9％と

なっております。

次に、目の執行率が90％未満のものまたは執

行残が100万円以上のものについて御説明をいた

します。40ページにお戻りください。（目）建

築指導費の不用額が301万6,428円となっており

ますけれども、これは、主にがけ地近接等危険

住宅移転助成事業の申請件数が当初予定してい

た件数を下回ったことなどにより、不用額が生

じたものであります。

41ページをお開きください。（目）都市計画

総務費の執行率が70.1％となっておりますけれ

ども、これは、主に開発行為の審査件数が減少

したことにより開発審査会の開催が少なくなっ

たため、その委員報酬及び事務費に不用額が生

じたものであります。

（目）住宅管理費の不用額が2,911万7,586円

となっておりますが、これは、主に新燃岳噴火

による県営住宅の破損や火山灰除去を想定して

修繕費などの執行を見合わせていましたとこ

ろ、想定したほどの被害がなかったことなどに

よるものであります。

次に、主要施策の成果について御説明をいた

します。

主要施策の成果に関する報告書の建築住宅課

のインデックス、299ページをお開きください。

まず、２）の「ゆとりある住空間づくり」につ

いてでありますけれども、これは、住宅や居住

環境の質の向上を図るとともに、住宅の流通を

円滑にする市場の整備や住宅セーフティネット

の充実などにより、だれもが快適に暮らせるゆ

とりある住空間づくりを目標としておりまし

て、次の施策推進のための主な事業及び実績の

欄にあります事業に取り組んだところでありま

す。まず、公共県営住宅建設事業におきまして

は、日南市内の馬越団地３号棟24戸を新規に着

工しまして、同馬越団地２号棟の20戸を完成い

たしました。宮崎市内の平和ヶ丘団地３号棟37

戸と小戸団地４号棟28戸につきましては、事業

を継続し、本年度の上期に完成したところであ

ります。また、環境整備事業としましては、宮
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崎市内の学園木花台団地ほかにおきまして、外

壁改修などを実施したところであります。

次に、○県営住宅長寿命化計画策定事業にお新

きましては、県営住宅の長寿命化とライフサイ

クルコストの縮減を目的とする計画を策定した

ところであります。

次に、市町村営住宅建設促進事業につきまし

ては、人にやさしい公営住宅整備促進事業とし

て高齢者や障がい者世帯向けの公営住宅20戸を

整備します宮崎市など３市町に対し、その整備

費の一部を助成したところであります。

300ページをお開きください。次に、住まいづ

くり対策事業におきましては、県民の住まいづ

くりを支援するため、ホームページによる住情

報の提供や、「住まい・る・メッセ」などのイ

ベントを開催し、住まいに関する情報の提供な

どに努めたところであります。

次に、○宮崎県住生活基本計画改訂事業にお新

きましては、平成19年３月に策定しました現計

画を社会経済情勢等が変化したことから見直す

こととしまして、平成23年度中の改訂に向けま

して、まずは計画見直しの基本方針作成のため

の基礎調査などを行うとともに、住宅政策懇談

会を行ったところであります。

次に、施策の成果等についてでありますが、

ただいま御説明しました取り組みなどの結果、

住宅に対しまして満足している県民の割合は高

く維持され、また県営住宅のバリアフリー化率

の向上や、効率的な維持管理が可能となるな

ど、一定の成果が得られたものと考えておりま

す。

次に、301ページをごらんください。２）の

「危機管理体制の強化」についてであります。

これは、県民の防災意識の高揚を図り、自然災

害を初めとする多様な危機事象に迅速に対応す

るため、危機管理体制の強化に努めることを目

標としておりまして、次の施策推進のための主

な事業及び実績の欄にあります建築物防災対策

事業に取り組んだところであります。この事業

におきましては、建築物防災展の開催などの建

築物地震対策事業を初め、木造住宅の耐震化促

進などに取り組んだところであります。

この結果、次の施策の成果等にありますとお

り、建築物所有者などの防災意識の高揚を図る

とともに、県内11市町で30戸の耐震診断と、４

市で29件のアドバイザー派遣を実施したところ

であります。今後も引き続き、これらの事業の

促進に努めてまいりたいと考えております。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はありません。

建築住宅課は以上であります。

営繕課でございます。○酒井営繕課長

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の45ページから46ページに記載し

ていますが、まずは46ページの営繕課計をごら

んください。当課の平成22年度の決算状況額

は、予算額９億7,013万9,000円、支出済額９

億2,788万7,498円、不用額4,225万1,502円とな

り、執行率は95.6％となっております。

次に、目の執行率が90％未満のものはござい

ませんが、執行残100万円以上のものについて御

説明いたします。45ページをごらんください。

（目）財産管理費でありますが、不用額が4,193

万3,035円となっております。これは、組織改正

に伴う執務室改修等に係る修繕費の執行残、並

びに庁舎・公舎等に係る営繕工事費の執行残で

あります。

次に、主要施策の成果でありますが、当課は

該当ございません。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、
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特に報告すべき事項はございません。

営繕課は以上であります。

訂正でございます。委員会資○坂元港湾課長

料の34ページの決算額の報告の際、港湾課の計

を説明の際、98.9％と申し上げましたが、98.8

％でございます。おわびの上、訂正させていた

だきます。

執行部の説明が終了いたしまし○松村主査

た。後半部分の質疑を行います。

委員会資料の25ページ、河川課に○図師委員

関してですが、執行率が低いのが気がかりで、

説明の内容は理解できたところですが、翌年度

繰り越しになった理由をもうちょっと詳しく教

えてください。

25ページ、（目）土木災害復○野中河川課長

旧費でよろしいでしょうか。こちらにつきまし

ては、執行率54.6％ということで、繰り越しに

よるものでございます。災害復旧につきまして

は、当該年度に災害を受けて査定を受けてから

の執行ということがございまして、その後の発

注になりますと、どうしても標準工期がとれな

かったりして繰り越しが多いところでございま

す。また、出水期に護岸工事等ができなかった

り、非洪水期に河川工事をすることもございま

すので、繰り越しが多くなっているところでご

ざいます。以上でございます。

内容は理解できるところで、着工○図師委員

率も98.2％ということで、速やかな入札なりの

ところまではたどり着かれているんだなという

のはわかったところです。ただ、ちょっと気が

かりだったのが、もちろん災害がいつ起こるか

わかりませんけれども、応札する際に不落な

ど、うまく業者選定まで至らなくて工期の設定

がおくれたとか、そういうようなことがあって

はいないかというような気がかりもあったんで

すが、そういうような事象はなかったですか。

工事の執行につきましては、○野中河川課長

基本的にはすべて一般競争入札でやっておりま

すので、選定に著しく時間がかかるということ

はございません。工事の中においては、どうし

ても用地があったりするものもございますの

で、そちらでなかなか御協力いただけなかった

りしておくれることはあっても、選定でおくれ

るということは事象としてなかったと思ってい

ます。

わかりました。○図師委員

では、次、続けてですが、資料の７ページ、

監査の指摘事項の中にありました河川法に基づ

く工作物の新築などの許可について、届け出も

なければ検査もなかったというような内容です

が、これは具体的な事業規模なりを教えてくだ

さい。

事業規模と申しますか、河川○野中河川課長

法に基づく第三者に対する許可案件でございま

して、河川工作物の設置や撤去、そういう許可

案件でございまして、予算が関係するものでは

ございませんでした。この２土木事務所につき

ましては、工作物の設置に対しての着手届、完

了届、それに対する完了検査ができていなかっ

たということで、注意指導を行うとともに、全

土木事務所にもこのようなことがないようにと

いうことで指導に努めたところでございます。

以上です。

県民の方が勝手に河川に隣接する○図師委員

ような形で何か物を設置したり、それが防災目

的か何かわかりませんけれども、それに関して

届け出がなかったし、定期的な河川パトロール

等での発見がおくれたというようなことなんで

しょうか。

説明が悪くて申しわけありま○野中河川課長
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せん。実は、申請がございまして、申請後に着

手届を出していただかないといけないことに

なっています。終わったら終わったで完了届を

出していただく。その後、こちら側で適切に処

理されたか確認をする検査ということで、それ

ぞれが今回、処理として漏れておったものでご

ざいます。

具体的に何をつくられたんです○図師委員

か。

具体的と申しますか、案件と○野中河川課長

しては多々ございまして、例えば電柱を九電が

設置するとか、ケーブルテレビのケーブルを渡

架するとか、用件としてはさまざまでございま

す。こいのぼりを渡架するとか、そういうもの

もございました。

くれぐれも、それらの工作物の設○図師委員

置によって河川の安全が損なわれるということ

があってはならないことだと思われますので、

今後のまた指導体制を強化していただきたいと

思います。以上です。

砂防課、283ページ、きょうの読売○緒嶋委員

新聞にも載っていたけれども、土砂災害警戒区

域の指定、宮崎県はどの程度指定がいっている

のかな。ほかの県はかなりおくれているところ

もあるけれども、新聞には宮崎県は載っていな

かったから、かなり進んでおるかなと思ったけ

れども、どの程度指定されているんですか。

土砂災害警戒区域の指定は、県○東砂防課長

の場合は全部で１万1,826カ所あって、そのう

ち1,687カ所を今、指定して、指定率14.3％と

なっております。今おっしゃられた新聞のほう

に報道されているものにつきましては、宮崎県

の場合は、調査をやって、その調査の中で指定

する必要がある箇所というのが2,166カ所ありま

して、そのうち、まだ指定されていないもの

が383カ所ということで、17.7％となっていま

す。この主な理由は、通常は基礎調査を例え

ば22年度やって、３月いっぱいかかったもの、

あるいは次の年度にやらなければならないもの

であるとか、あるいは昨年度は口蹄疫の関係が

あって、地元の説明会もやっていくんですけれ

ども、その辺がおくれたとか、そういうこと

で、調査したけれども、まだ指定まで至ってい

ないものがあるということで17.7％ということ

でございます。

指定されたことで危機意識という○緒嶋委員

か、地域の皆さんがそれを持つことが安全・安

心にも 安心とはなかなかいかんと思うけれ―

ども、いざというときの避難なんかも早期にで

きるという自覚も持つようになると思うので、

できるだけこれが100％ いろいろ手続はある―

ということで大変だろうと思うけれども、これ

は進めるべきだと思いますので、頑張ってほし

いということを要望しておきます。

先ほど図師委員が質疑したところ○髙橋委員

ですが、委員会資料の26ページ、工事請負費の

執行残のところで流用する箇所がなかったとい

うふうに説明されたと思うんですけれども、と

いうことは、災害があって、見落として、後で

何とかしてくれんかという声がよく私たちに届

くんですが、災害箇所づけをしていないところ

には流用しないということなんでしょうか。

例えば、21年から22年に繰り○野中河川課長

越した21年の災害がございますけれども、こち

らにつきましては、すべて着手した上で執行残

が発生しておりまして、それ以外に着手する箇

所がなかったということでございます。ま

た、22年、当該年度の予算につきましても、着

手できるものすべて着手した上で、執行残、入

札残等で執行するものがなかったということで
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ございます。災害復旧事業につきましては、制

度上、災害査定制度というのがございまして、

現地で査定決定して箇所は決定しておりますの

で、それを見過ごすとか、そういうことはござ

いません。それを査定決定後に執行していくも

のでございまして、件数を後で見落としたと

か、そういうことはございません。

私も聞き方が間違っていました。○髙橋委員

災害に予算づけられたお金だからということで

すね。20年か21年度の災害に充てられた災害復

旧費だから他に流用できないということです

ね。わかりました。

続けて、港湾課の説明で執行残の説明がな

かったというような気がするんですが、例え

ば33ページで需用費が400万だったり、委託料

が500万、工事請負費が600万とか、執行残があ

るんですけれども、港湾建設費、これは油津港

の上屋のことですね。ここも4,500万ぐらい執行

残、理由を簡単でいいですから教えてくださ

い。

工事につきましては、いずれ○坂元港湾課長

も入札残でございます。

わかりました。○髙橋委員

最後に、監査指摘事項で、５ページの中部港

湾事務所の桟橋の使用料、これは22年度に始

まった問題じゃないと思うんですが、滞納整理

票というのは過去なかったということで理解し

なくちゃいかんのでしょうか。５ページに、滞

納整理票が作成されていなかったということで

指摘を受けていますね。ずっとこれまでなかっ

たということで理解するんでしょうか。

滞納整理票につきましては、○坂元港湾課長

平成17年、19年、20年、21年についての整理票

がございません。といいますか、すべてなかっ

たということでございます。

余り細かく聞くのもちょっと申し○髙橋委員

わけないんですが、桟橋使用料は、滞納してい

る実態があるんですか。

実態としては、先ほど申しま○坂元港湾課長

した４年間で約43万円の収入の未済額がござい

ます。

ということは、今、金額をおっ○髙橋委員

しゃったから、どこかでその金額のチェックと

いうのはできるシステムになっていたんです

ね。

チェックも行っていますし、○坂元港湾課長

これは正式な整理票は作成しておりませんでし

たが、簡易といいますか、記録的なものはつけ

てはおりました。

わかりました。○髙橋委員

２点、余り難しいことじゃない○渡辺副主査

ですが、伺いたいことがございます。河川課で

すが、パートナーシップ事業ですけれども、新

しい協働のあり方からいっても非常にいいこと

だと思うんですが、先日、宮崎土木事務所に

伺ったら、私は宮崎市の東大宮地区におるんで

すが、新別府川は限度いっぱいまでパートナー

シップ事業で埋まっているというお話を伺いま

した。きょうの資料の中でも、目標値よりも実

績値のほうが多いという状態が数年間続いてい

るわけですが、河川の維持、草刈りが素人がで

きるところとできないところとあるかと思うの

で、実際にカバーが可能な範囲で、今、県の河

川のパートナーシップ事業が入れるところを母

数と考えたときに、どのぐらいの割合のところ

が指定されているというか、管理する方が決

まっているような状況になっているんでしょう

か。

今お話がございましたよう○野中河川課長

に、パートナーシップ事業につきましては、右
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肩上がりで数がふえておりまして、今年度も昨

年度を既に上回っているところでございます。

パートナーシップでやっている部分の割合につ

きましては、お時間をいただきたいと思いま

す。申しわけございません。

もう一つ伺います。素朴な疑問○渡辺副主査

なんですが、同じく河川課にですが、図師委員

が質問されていらっしゃった今回の指摘事項の

７ページのその他の部分の河川法に基づく云々

の部分です。どこに一番の問題があるのかがよ

く見えなくて、こういう状況をつくっているの

が例えば九電の電柱だったり、ケーブルテレビ

のことだったということであれば、素人で初め

てやるような方が何かつくってしまってそう

なっちゃったというような話ではなくて、ある

種それなりの認識をお持ちの方々が原因となる

ような行為があっているのであるとすれば、こ

こにも散見されると書いていますが、先ほど説

明の中でもかなりの数あるという話でしたの

で、そう考えると、素人が想像しても、例えば

去年やおととしのこういう指摘でも同じような

案件が見つかっていて、同じような指摘がされ

ているけれども、状況は変わらないということ

があったりするのではないかと勝手な想像をし

たんです。もしそうであるなら、少し九電に働

きかけるとか、ケーブルテレビの会社に働きか

けるとか、違う対応をしなければ、この指摘の

状況は変わらないということなんじゃないかと

思うんですが、手続が詳しくわからないところ

もあって、何に課題があるのか、別に指摘され

ていても大して気にしなくてこのままでもいい

というような事象なら、そう考えなきゃいけな

いのかもしれませんし、変えなきゃいけないな

ら、それなりの取り組みが必要じゃないかとい

う気がするんですが、そこはいかがでしょう

か。

今回の案件につきましては、○野中河川課長

昨年といいますか、その前の年には指摘はな

かったんですけれども、今回発覚したものでご

ざいまして、高岡土木、日向土木で散見された

ということです。申請が上がってきて許可をし

た後に着手届、終われば完了届ということで出

してもらうんですけれども、もともと河川管理

事務手引の中では、通知書の中にそういうもの

を添付するという条件になっていたところでご

ざいます。こちらにつきましては、相手方が悪

いというよりも、こちらのほうでそれを十分注

意できなかったと。許可受者だけじゃなくて許

可者も問題があったものと思っていますので、

十分反省しているところでございまして、今

回、全土木事務所に改めて、河川法に基づく許

可の申請等が上がってきたときには適正に行う

ように指導を徹底したところでございます。

ちょっとしつこいんですが、確○渡辺副主査

認ですが、すべてかどうかわかりませんが、ほ

とんどの方からは申請は出ているけれども、そ

れぞれの土木事務所の側が本来であれば着手届

や完了届も出してくださいという指導の部分が

欠けていたという認識でよろしいんでしょう

か。

申請は出ておりまして、基本○野中河川課長

的には、その書類に基づいて許可を行い、その

後に着手する段階で着手届を出してもらうこと

になっておりました。そちらがなかったという

ことでございます。

わかりました。○渡辺副主査

河川課の277ページですが、水防災○内村委員

対策について五ヶ瀬川ほか６河川としてあるん

ですが、測量、設計、輪中堤、宅地かさ上げ工

としてあるんですが、内容をもう少し詳しく教
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えてほしいと思います。

こちらにつきましては、水防○野中河川課長

災対策ということで、工事を行うに当たりまし

て、測量や設計を行いながら、輪中堤、宅地か

さ上げ工といいまして、家をかさ上げして浸水

被害を軽減するものでございます。内容につき

ましては、このとおりでございますけれども、

輪中堤は、被災する家屋を取り囲むような堤防

ということで、河川沿いに堤防をつくるのでは

なくて、家を取り囲むような堤防をつくるとい

うのを輪中堤と申しております。

この前、日之影を見に行ったんで○内村委員

すが、かさ上げがしてありました。そして、輪

中堤も建築中だったんですが、この前の三重の

ほうでしたか、輪中堤を越えて水が来ていた、

その辺のことについては何か対策があるのかな

と思って、まずあれを考えたところでしたけれ

ども、それをお願いします。

先日の台風12号、和歌山地方○野中河川課長

で大水害があったということで、輪中堤を乗り

越えて被災があったという痛ましい災害がござ

いました。我々も工事が終わって完了というわ

けではなくて、計画を上回る出水はあるという

ことを常々、事業説明等々の中でも説明してお

りまして、終わってもそういうことを周知する

ということで、先ほどのいろんな防災情報、河

川情報とか提供しながら、市町村と一緒になっ

て必要な場合は避難勧告とか、そういう河川情

報提供を行っているところでございます。つ

くってしまうと地域の方々は安心されるという

ことで、和歌山の例では、10メートルぐらいの

堤防をつくっておったということでございます

けれども、それを上回る出水があったというこ

とで、常に計画を上回る出水はあるという認識

のもとに事業の段階では説明しているところで

ございます。

もう一点お願いします。都市計画○内村委員

課の公共下水道についてですが、291ページか

ら292ページにかけてですけれども、これは公共

下水道ということでしてあるんですが、この中

には合併浄化槽とか、そういう仕組みも含まれ

ての数字、53.3％ということでしょうか。

公共下水道事業の中○大迫都市計画課長

で、291ページの施策の成果等の下のほうに平

成18年度に改定した第２次宮崎県生活排水対策

総合基本計画に基づきということが書いてござ

いますけれども、この中で、公共下水道事業、

農集排事業、合併浄化槽、それぞれの役割分担

を決めておりまして、公共下水道事業で全体

の64.7％、農集排で5.1％、合併浄化槽で30.2％

ということで県全体の生活排水対策をやってい

くということでございまして、ここに挙げてお

ります公共下水道の事業費につきましては、そ

のうちの下水道事業分に限ってでございます。

291ページに市町村の実情に応じた○内村委員

ということが書いてあるわけですが、いろんな

地域では公共下水道は経費が高くついて合併浄

化槽を進めているところが多いんですけれど

も、そのことはどう考えていらっしゃるか、お

尋ねします。

公共下水道事業の全体計○大迫都市計画課長

画というのは、どこも大分前に策定されたもの

が多くて、昨今の人口減少等、社会状況の変化

によりまして、各事業主体によって事業の見直

しをしていただいておりまして、当然、コスト

の縮減も視野に入れて計画の見直しをしておる

中で、公共下水道から合併浄化槽対策のほうに

内容を移す、あるいは一部移すというような見

直しを今やっておるところでございます。

わかりました。結構です。○内村委員
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先ほど御質問がございました○野中河川課長

パートナーシップ関係のお話でございます。必

要な草刈り面積が484ヘクタールと考えておると

ころでございますけれども、パートナーシップ

で203ヘクタール、41.9％を占めているところで

ございます。以上でございます。

ほかに質疑はございませんか。○松村主査

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がないようです。後半の質疑○松村主査

が終了いたしました。

ただいまから総括で質疑を行いたいと思いま

す。全体を通じて質疑はございませんか。

宮崎県は、皆さんが一番よく知っ○緒嶋委員

ておるとおり、社会資本の整備は、道路、河川

すべてにおいて一番おくれておるわけです。一

番おくれておると言っていいぐらいだと。その

中で、財政の厳しいしわ寄せが、ある意味では

県土整備部のハード事業に一番に来る。ところ

が、中山間地は特にですが、ハード事業をやる

ことは地域の雇用の場の創出にもつながるわけ

です。そうなると、公共事業が減ることによっ

て地域の活性化が衰退する。地域も衰退してい

く。そして、道路の整備はおくれてしまう。そ

ういうことになるとますますもって地域は厳し

い立場になり、ますます過疎化させ、少子化さ

せるということになるので、我々としては、や

はりできるだけ県土整備部の予算を確保してほ

しい。ところが、交付金事業なんかは、継続事

業が少ないと交付金も減らすというようなこと

で、ますますもってしわ寄せが強くなるわけで

すが、このあたりを考えた場合に、県土整備部

としては県民の期待にこたえるために今後はど

ういう対策を立てていくか、その辺を基本的に

どう考えておられるか。河川も砂防も含めて、

安心・安全のための地域づくりという点からも

高速道路のくしの歯作戦もありましたが、―

高速道路もおくれておる、そういう中で宮崎県

の将来のために県土整備部としてどういうスタ

ンスで今後取り組んでいくのか、そのあたりを

聞きたいんです。

大変大きな課題でありま○児玉県土整備部長

す。公共事業予算が削られる中で、我々として

は公共事業予算総額を確保して、その上で整備

のおくれている宮崎県みたいな地方に重点的に

配分してくれということで、かねてから国のほ

うには働きかけしておりますが、なかなか現実

は厳しい状況です。そういった中で、では我々

はどうするかということで、一つには、県の予

算は限られていますから、なるべく県だけじゃ

なくて国にも応援してもらうということ 例―

えば新燃岳の対策でいいますと、高原町のほう

はもともと国で整備をやっておりました。都城

市のほうは県がやるべきエリアになっていたん

ですが、今回急遽、国のほうに働きかけをし

て、国でやってもらうようになりました。その

結果として、国が全国から予算をかき集めてき

て砂防対策をやってくれたということで、一つ

にはそういう予算をとるための工夫ですね。あ

るいは、通常の公共事業ですと、毎年シーリン

グがかかって予算は減っていきますから、別枠

の予算をいろいろ工夫して、例えば防衛庁の所

管でありますところでは防衛庁の予算を持って

きて、それで道路の整備をやったり、河川の整

備をやるとか、そういったいろんな工夫をしな

がら予算をとってくるということ。

それともう一つは、限られた予算の中でどう

整備していくかというところで、道路でありま

すと、何でもかんでも２車線整備するんじゃな

くて、山間部、交通量の少ないところについて

は、離合箇所があればスムーズに離合できると
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いうことになりますから、出っ張った山を切っ

て見通しをよくするとか、あるいは離合箇所を

設けるとか、そういった1.5車線的な整備をする

ことによって少ない予算で大きな効果を上げ

る。そういう選択と集中をしながら、仕事の中

身についても工夫をしながら、地域のニーズに

こたえていくような取り組み、そういったこと

を常に念頭に置きながらやっておりますが、い

かんせん、やっぱり予算がないとできない話で

ありますから、今後とも、委員の皆様方のお力

添えもいただきながら、一緒になって予算の獲

得には努めてまいりたいと考えておるところで

ございます。

特に、東日本大震災の影響は今○緒嶋委員

度、補正で11兆余り、後どうなりますかわかり

ませんけれども、そういう中で、ますますもっ

て宮崎県にとっては厳しさが増すんじゃないか

なと。高速道路も今度、議会でも26年までに整

備が終わるようにという意見書まで出したんで

すけれども、それは我々のただの要望であっ

て、実際は26年度までに北のほうに向かってで

も本当にできるのかなという逆の心配がますま

す多くなる。そういうことであるので、これは

知事を先頭に執行部も、我々もそれぞれの立場

で努力しなきゃなりませんけれども、やっぱり

宮崎県が一番厳しいんだと。西のほうは、新幹

線、高速道路、また有明湾岸の地域高規格もで

きておるわけです。私も行ってみましたが、そ

うなると、宮崎県は一本の高速道路もできてい

ない。そういうことであれば、国の均衡ある発

展という国土政策上からも本当はこういうとこ

ろほど力を入れにゃいかんけれども、逆にこう

いうところほど力を入れない、私はそういう気

がしてならんわけです。そういうことであれ

ば、県土整備部はしゃにむにでも財政のほうに

も 公共事業のハード事業が一番カットしや―

すいものだから、人の首を切るということは難

しいから、そうなると、県土整備部の予算が一

番ターゲットにされておる。それが我々は気に

入らんわけで、そういうことを含めて、県土整

備部は県民の期待にこたえるという使命感を

持って 頑張っておられますけれども、さら―

にそのあたりを明確に打ち出して、いよいよ24

年度の予算編成の段階になるわけですので、こ

れ以上減ることのないように最大の努力をして

ほしい、それがみんなの願いではないかなと。

ここには民主党の議員さんもおられますので、

政治力を我々も期待しながら、ぜひ、きょうは

向こうのほうにもこの考えを聞いてほしいなと

いうこともありまして、述べたところです。

270ページ、道路保全課、沿道修景○原委員

美化条例に基づく景観樹木についてです。沿道

修景美化だけではなくて、都市計画街路なんか

に生えている街路樹についてもそうなんです

が、これについては樹種だとか高さ、そういう

規定があるのかどうか、制限が加えられている

かどうかということをお尋ねしたいのでありま

す。

樹木、街路樹等の高さの○谷口道路保全課長

規制については特にございません。あるのは、

建築限界というのがありまして、歩道部につい

ては2.5メーター、車道部についてが4.5メータ

ー、それを侵さないような形ということの規制

だけしかございません。

ここはワシントニアパームです○原委員

か。あれは相当あるんですね。

路面から4.5メーターぐら○谷口道路保全課長

いのところに木が入らないようにという規制だ

けです。

なぜこういうことを聞くかといい○原委員
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ますと、東日本大震災がありまして、木が倒れ

たことによって自動車に打撃を与える。車が走

るときに、いろんな想定の中で、道路を遮断す

ることによって道路の交通を阻害する、そうい

う事態が出てくる。そういうことも考えていか

ないといけないときに来ているんじゃないかと

いうことをずっと感じていたものですから、普

通の一般の国道、県道についてもそうなんです

けれども、これから台風にしたって従来以上の

大きな雨風の強いものが来ていますね。これま

では大丈夫だったけれども、これからは、街路

樹がいざというときの避難路を阻害してしまっ

たり、人を傷つけたりということがある。ワシ

ントニアパームを見てみると、商工観光労働部

の建物とほぼ同じ高さまで伸びていますね。あ

れは何ぼまで伸びるのかしらんけれども、ああ

いうものについては、ある意味、警戒を要する

というか、考えておかないといけないんじゃな

いかという危機感、そういうものを持ったもの

ですからお尋ねしたところで、ないとなれば、

今おっしゃった、出ないようにという話ですけ

れども、道路上に出ないということだけど、高

さについても制限を加えたほうがいいんじゃな

いかと思うんだけど、どうですか。

ワシントニアパームは最○谷口道路保全課長

大のもので30メーターぐらいになると言われて

います。今が20メーター超えたぐらいで、高所

作業車がやっと届くぐらいの高さになっていま

す。今後また伸びて 南方系で最大の30メー―

ターですので、今後、うちの木が伸びるかどう

かわかりませんけれども、そういう状況です。

ワシントニアパームにつきましては、観光宮崎

の象徴という見方もございまして、それを撤去

するというのもまたいろいろ議論の余地があろ

うかと思います。また、委員がおっしゃったよ

うな形で、例えば風で倒れるとか、腐っていた

のを見逃すとか、そういったのがないように日

ごろの木の管理、そういうのはしっかりやって

いかなければいけないというふうには思ってい

ます。

風もだけど、我々は地震を心配し○原委員

ている時期なので、地震に対してどうかという

こともあると思います。温暖化が進んできます

から、ますます環境に適した状況になりますの

で、もっと伸びるかもしれませんから、御配慮

をよろしく。

あと一件です。商工観光労働部でもお尋ねし

たんですが、県土整備部と横の連絡をしっかり

とってという商業支援課長のお話です。どうい

うことかというと、中心市街地活性化の話だっ

たんです。まちなか賑わい創出事業というのを

商業支援課でやっておられまして、商業のこの

前の一連の調査でわかるように、口蹄疫、東日

本大震災の影響を受けて、商業的には、一部の

ものを除いてかなり売り上げが減っているわけ

です。そこに加えて大店法の改正だとか、かつ

ては中心市街地活性化法ができましたが、ある

いは都市計画法の中でいろんな制限は用途地域

等していただいていますけれども、これは全国

的な傾向だと思いますが、中心市街地がかなり

疲弊して、シャッター通りと化して、ゴースト

タウン化しつつある。これに対して今、果たし

て手は打てないのか、どう考えるか、カンフル

で直接すぐ即効性のあるものはないんでしょう

けれども そういう質問をしたところでし―

た。そこで、県土整備部ともしっかり連携をと

りながらと、私が言う前にそういう御回答いた

だいたものですから、横の連絡をしっかりとっ

ていただいて、何かの施策といいますか、対応

というか、対策というか、やっていかないと
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合併によって、周辺市町村のこれまでは核―

となっていた商店街もどんどんだめになってい

きつつあるんです。コンパクトシティだとか、

そういう話も出てきたところでしたが、さて、

まちづくりを推進担当される県土整備部とし

て、どなたが、部長がお答えになるのかわかり

ませんが、どういうふうに対応すればいいもの

か、実際大きな問題であるとは思いますけれど

も、お聞かせください。

委員が御指摘のように、○大迫都市計画課長

非常に大きな問題だと考えております。平成18

年に都市計画法も含めて関連３法が改正になっ

て、中心市街地を活性化しましょうという施策

と、郊外への大規模集客施設を規制しましょう

という２つの観点で今、事業を進めておりま

す。その中で、都市計画としては、コンパクト

な都市機能が町部にきちっと機能的に配置され

ている、そこで日常的な生活が機能的に行える

というまちづくりを目指しております。その中

で、今、私どもが進めておりますのは、都市計

画のマスタープランの見直し、それに付随しま

して、今後、市町村がつくっていきます市町村

マスタープランの中でそういった対応について

も検討を一緒にしていこうというふうに考えて

おります。あと、先ほどちょっと説明いたしま

した準都市計画 都市計画区域外にそういう―

大規模集客施設ができて、また都市が広がって

いってしまうというようなことを防ぐことも十

分準備した上で対応していきたいと思っており

ます。ただ、宮崎市、日南市、日向市におきま

しては、中心市街地活性化法に基づいて活性化

基本計画というのをつくっておりまして、それ

に基づいて今、実際に事業を推進しておりま

す。私どもも、商店自体の、商店の経営という

部分での支援はできませんけれども、ハードと

しまして、バリアフリー化、あるいは自転車道

の整備、そういった人のにぎわいを支援するよ

うな対策ということで支援していきたいという

ふうに考えております。以上です。

商工観光労働部ともしっかり横の○原委員

連携をとっていただいて、ぜひよろしく、また

市町村との連携、地元との連携、そこのところ

をまたよろしくお願いいたしたいと思います。

この前の一般質問で知事には大まかな基本的

な方針ということで、宮崎への一極集中はいか

んじゃないかと、県土の均衡ある発展を図るべ

きだと思うが、どうかと聞きましたら、そのと

おりだと、そのとおりにやるという大方針をお

答えになりましたので、１カ所だけが栄えて、

周辺が寂れて、周辺の中心市街地がなくなっ

て、街のにぎわいも全部なくなっていく、求心

力もなくなっていく、そういうことにならない

ようにひとつよろしくお願いしたいと思いま

す。以上です。

ほかに質疑はございませんか。○松村主査

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がないようでございます。以○松村主査

上をもって県土整備部を終了いたします。執行

部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時58分休憩

午後４時６分再開

分科会を再開いたします。○松村主査

まず、採決についてであります。３日の13

時30分から採決を行いたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたし○松村主査

ます。
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そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上で本日の分科会を○松村主査

終了いたします。

午後４時７分散会
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平成23年10月３日（月曜日）

午後１時29分再開

出席委員（８人）

主 査 松 村 悟 郎

副 主 査 渡 辺 創

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員  原 正 三

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 内 村 仁 子

委 員 髙 橋 透

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 野 中 啓 史

分科会を再開いたします。○松村主査

まず、本分科会に付託されました議案の採決

を行いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、議案第24号についてお○松村主査

諮りいたします。原案のとおり認定することに

御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、原案のと○松村主査

おり認定すべきものと決定いたしました。

次に、主査報告骨子（案）についてでありま

すが、主査報告の内容として御要望等はありま

せんか。

暫時休憩します。

午後１時30分休憩

午後１時38分再開

分科会を再開します。○松村主査

主査報告につきましては、正副主査に御一任

いただくということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたしま○松村主査

す。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

何もないようですので、以上で分○松村主査

科会を終了いたします。

午後１時39分閉会
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商工建設分科会主査 松 村 悟 郎






